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午前10時00分 開議 

○井戸達也委員長 ただいまから、令和７年度予

算等審査特別委員会を開会いたします。 

それでは、早速、本日の日程であります一般会

計の歳出のうち、民生費、衛生費及びその特定財

源に関する歳入の細部審査に入ります。 

質疑のある方、挙手を願います。 

○深津晴江委員 それでは、予算説明書63ペー

ジ、就労選択支援給付事業についてお伺いしま

す。 

今年、新規事業としまして、182万円計上され

ております。 

障がいのある方が持つ能力や希望に応じて、適

切な職場に就職できるよう支援します、というふ

うにありますが、具体的な事業の概要についてお

伺いいたします。 

○清杉利明社会福祉課長 就労選択支援給付事業

の事業概要でございますが、この事業につきまし

ては、障害者総合支援法の改正に伴い、令和７年

10月１日から新たに創設される就労選択支援につ

きまして、障がいがある方御本人が、就労先、働

き方について、よりよい選択ができるよう、既存

の就労アセスメントの手法を活用して、本人の希

望や就労能力等に合う仕事探しを支援し、関係機

関との橋渡しを担う障がい福祉サービスの一つ
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で、市がサービスの支給決定を行い、利用できる

ものでございます。 

サービスの内容としましては、障がいがある方

本人との協同による就労ニーズの把握や、能力適

性の評価及び就労開始後の配慮事項等の整理を行

うものでございます。 

対象者につきまして、まずは就労継続支援Ｂ型

の利用希望者で、令和９年４月からは就労継続支

援のＡ型や、就労移行支援に拡大される予定と

なっております。 

事業費につきましては、就労支援のアセスメン

ト実績、令和６年の見込みで４名に、新規利用者

１名を見込み、５名分で積算をしております。 

以上でございます。 

○深津晴江委員 概要についてはわかりました

が、具体的にどのように進めていくのかを、もう

少し御説明お願いいたします。 

○清杉利明社会福祉課長 このサービスの事務の

流れとしましては、利用期間が１か月となってお

り、初めの２週間で本人への情報提供、作業場面

等を活用した状況の把握、アセスメントシート案

の作成などとなっており、終わりの２週間につき

ましては、就労に向けての情報提供、多機関連携

によるケース会議、アセスメントシートの完成、

事業者等との連絡調整などを行い、就労継続支援

のＢ型へつなげていくものでございます。 

○深津晴江委員 そのことについては理解いたし

ました。 

４名プラス新規１名の５名の予算ということで

すが、これに関して、ニーズとしては、このくら

いの予算で間に合うと考えていらっしゃるので

しょうか。 

○清杉利明社会福祉課長 既存の就労移行支援の

アセスメント実績が令和６年度で４名でしたの

で、新規利用者１名分も見込み、現状としては足

りるのではないかと見ております。 

○深津晴江委員 ちなみに、181万5,000円の、例

えば１人当たり幾らということなのか、その点に

ついても教えてください。 

○清杉利明社会福祉課長 １名当たり30日分で計

算をしておりまして、約36万円。それの５名分

で、181万5,000円となっております。 

○深津晴江委員 この事業については理解いたし

ました。 

続いて、65ページ、障がい児通所給付事業につ

いてお伺いします。 

児童発達支援給付事業と放課後等デイサービス

給付事業について、両方とも昨年の予算よりも減

額しているかと思いますが、実績と見込み、減額

理由について御説明をお願いいたします。 

○清杉利明社会福祉課長 まず、児童発達支援給

付事業についてですが、令和６年度予算では利用

日数を4,000日と見込んでおりましたが、現在の

見込みでは3,500日の利用見込みとなっておりま

して、令和７年度予算では既存利用者分で3,300

日、新規利用者分で500日分を加算して積算し、

令和６年度の利用見込みから利用日数が減少する

見込みとなっており、567万5,000円ほど減額と

なっております。 

○深津晴江委員 今の点について、利用の日数が

減ったことはわかりましたが、結果的には利用さ

れる方自体が減っているという理解でよろしいで

しょうか。 

○清杉利明社会福祉課長 利用人数につきまして

は、令和５年度実績で129名、令和６年度の現在

で115名、令和７年度の予算としましては113名で

見込んでおります。 

○深津晴江委員 令和７年の予算が113名の見込

みで積算されたということですが、令和６年度が

115名とお伺いしましたので、２名減って500日変

わっていくという計算になるのでしょうか。 

○清杉利明社会福祉課長 令和６年度の予算の

4,000日分から見ると、3,800日で見込んでおりま

すので、200日分が減少しております。 

利用人数としては、近年、ほぼ横ばいの状況で

ありますが、既存の利用者数の減少もあって、２

名分の減少を見込んでおります。 

○深津晴江委員 その点については理解いたしま

した。 

その次の放課後デイサービスについてはいかが

でしょうか。 

○清杉利明社会福祉課長 放課後等デイサービス

給付事業につきまして、令和６年度予算では１万

800日で見込んでおりましたが、現在は7,900日の

利用見込みとなっております。 

令和７年度予算では既存利用者分で7,500日

分。それに新規利用者800日分を加算して積算し

ましたが、利用人数の減少もあって減額となって

おります。 

また、利用人数の実績ですが、令和５年度が86
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人、令和６年度現在の利用者が103人、令和７年

度予算では107人を見込んでおります。 

○深津晴江委員 実績と見込みについては理解い

たしました。 

この放課後デイサービスについては、令和６年

よりも４名増やした見込みで予算計上されており

ますが、必要な方が御利用いただいているという

ふうに担当課としては把握なさっていらっしゃる

のか、本当はもっと必要な方がいるので使ってほ

しいというふうに思っていらっしゃるのか、その

あたりはいかがでしょうか。 

○清杉利明社会福祉課長 当然、利用希望がある

方につきましては、ぜひ利用していただきたい

サービスでございますし、１人当たりの単価とし

ましても、特に長期休暇中の単発の短い期間での

利用というのも増えている状況でございまして、

利用見込みの人数としましては、少し増やした形

で見込んだところでございます。 

○深津晴江委員 １人当たりどのくらいの日数を

御利用になっているか、把握なさっていたらお示

しください。 

○清杉利明社会福祉課長 すみません。１人当た

りは出しておりませんでした。 

大体１人当たり、令和７年度予算では100日分

になっております。 

○深津晴江委員 ありがとうございます。 

100日程度で御利用いただいて、単発の御利用

もあるというふうに理解いたしましたので、希望

しているけれども使えていないケースはないと把

握して大丈夫でしょうか。 

○清杉利明社会福祉課長 複数の事業所がござい

ますので、その時々によって、あるところの事業

所は定員がいっぱいで、別の事業所で調整すると

いうことはございますが、希望のある方について

は、多くは利用していただいていると思っており

ます。 

○深津晴江委員 複数の事業所があるということ

で、定員がありますよね。 

それを調整して、結果的には使いたいけれども

使えなかったという方はいないということでよろ

しいでしょうか。 

○清杉利明社会福祉課長 毎日ではなくて、利用

日数を、特定の曜日で重なるようなところはござ

いますが、そこは調整の中でなるべく利用してい

ただけるように調整をしているところでございま

す。 

○深津晴江委員 調整をして、ちゃんと使えてい

るということで大丈夫でしょうか。 

○清杉利明社会福祉課長 希望の日数全部が利用

できない場合はございますが、一定の日数につき

ましては利用できております。 

○深津晴江委員 希望に添えない曜日もあるけれ

ども、様々な事業所と調整をして、使えていると

いうふうに認識して大丈夫でしょうか。 

しつこいですけれども、申し訳ありません。 

○清杉利明社会福祉課長 例えば１週間で毎日利

用希望があるけれども、そこが調整の中で週に４

日になってしまうというのは、一部発生する場合

がございますが、全く利用できないという方はい

ない状況でございます。 

○深津晴江委員 全く利用できない状況はないと

いうところですが、なかなか希望どおりに利用さ

れていないという事実もあるというふうに、把握

したいと思います。 

私としましては、この放課後デイサービスの利

用希望者は増えていると考えておりますので、こ

の給付事業の、事業所も含めての支援は、さらに

強化していく分野かなと考えておりますので、よ

ろしくお願いしたいと思いますが、その辺の担当

課の所見はいかがでしょうか。 

○清杉利明社会福祉課長 利用希望に沿った形

で、なるべく調整をスムーズに進めて、利用いた

だければと思います。 

○深津晴江委員 ぜひよろしくお願いいたしま

す。 

それでは、次に行きます。73ページ、新規事業

の高度医療機器整備事業補助金についてです。 

7,900万の予算が計上されておりますが、ＭＲ

Ｉということの御説明はいただいていますが、こ

の負担割合がどうなっているのか、確認したいと

思います。 

○本橋洋樹健康推進課長 ＭＲＩの更新の負担の

割合ですけれども、更新にかかる費用としまし

て、まず２億4,200万円。税込みとなります。 

当市の負担額、7,901万3,000円の負担割合です

けれども、１市４町で協議を行い、まず病院との

負担割合を半分と決定しております。 

その後、その半分の１億2,100万円の負担割合

については、また１市４町で協議を行い、脳神経

外科の入院、外来患者の割合で案分をしまして、
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当市の負担割合は65.3％であります。 

○深津晴江委員 まず、この更新、高額な医療機

器ですので、病院との半々。これはどの更新につ

いても言えるのでしょうか。 

○本橋洋樹健康推進課長 高度医療機器整備、そ

の他も含めまして、まず病院との協議で割合を決

めてからという形になりますので、場合によって

は半々でないときもあります。 

○深津晴江委員 この件については病院と半々と

いうことで、そのほかに周辺の町と調整をして案

分で決めたということについては理解しました。 

当然、網走市は受診、入院患者が多いかと思い

ますので、65.3％というのは、おおむね妥当な数

字かと判断いたしますので、この件に関しては理

解いたしましたが、医療機器ですので、次の更新

の見通しと言うのでしょうか、何かありましたら

お示しください。 

○本橋洋樹健康推進課長 令和８年度以降につい

ても、厚生病院の高額医療機器はほかにもありま

すので、随時更新が今後も予定されております。 

その都度、網走厚生病院と協議をして、費用の

支援について話合いをしていきたいと思っており

ます。 

○深津晴江委員 この件に関しては理解いたしま

した。 

市民が有効に安心して暮らせるようなまちづく

りの一つになるかと思いますので、ぜひよろしく

お願いいたします。 

次に行きます。75ページです。地域医療講演会

開催事業についてですが、新規事業といたしまし

て、75万6,000円の予算が組まれておりますが、

この具体的な事業概要についてお示しください。 

○本橋洋樹健康推進課長 地域医療講演会開催事

業でございますが、事業の内容としましては、地

域住民の健康意識、予防意識の醸成を図るため、

医療に係る有識者を招聘しまして講演会を開催す

ることで、感染予防や生活習慣病対策など、公衆

衛生や先進医療について学ぶ機会を市民に提供す

るものであります。 

○深津晴江委員 今のところ、計画としまして

は、回数とか開催時期とかがありましたら、お示

しください。 

○本橋洋樹健康推進課長 実施の時期についてで

すが、５月、７月、９月にそれぞれ別のテーマで

講師を招いて３回開催いたします。 

○深津晴江委員 ３回開催されるということです

が、75万6,000円の内訳をお伺いしたいと思いま

す。 

○本橋洋樹健康推進課長 75万の内訳ですが、講

師の報酬と旅費等になります。 

○深津晴江委員 それでは、３回分で純粋に講師

を呼ぶ交通費と報酬というところで、ほかの経費

はかかっていないというところでよろしいでしょ

うか。 

○本橋洋樹健康推進課長 一部事務にかかる経費

と会場の使用料などの経費が入っております。 

○深津晴江委員 この事業内容については理解い

たしました。 

講師の公表は今の段階で難しいかと思いますの

で、お伺いしませんが、周知を積極的になさっ

て、先ほどおっしゃったとおり、目的が達成でき

るようにお願いしたいと思います。 

ぜひ楽しい講演会になるように企画していただ

ければありがたいなと思います。よろしくお願い

いたします。 

それでは、次に移ります。同じページの５歳児

健康診査事業についてです。 

45万4,000円の予算が組まれていまして、令和

６年までは５歳児健康相談だったというところは

理解しております。 

また、これについては、こども家庭庁で国庫補

助金として令和７年から行われるものと理解して

おりますが、この事業の概要について御説明くだ

さい。 

○今野多賀子健康推進課参事 ５歳児健康診査で

ございますが、実施方法としましては、前の月に

５歳となったお子さんに案内とアンケートを送付

します。そして、保健センターを会場に集団健診

で行います。 

対象は５歳となったお子さん全員となり、本年

５月より毎月実施をいたします。 

健診後は事後相談として５歳児相談を実施しま

して、助言指導を行い、必要時、継続した支援へ

つなげるものです。 

○深津晴江委員 これは全国で行われていく事業

になっていて、課題としましては医師の確保が難

しいというところがあると思いますが、その点に

ついてはいかがでしょうか。 

○今野多賀子健康推進課参事 医師の確保でござ

いますが、現在、その他、１歳半健診、３歳児健
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診などで網走厚生病院の小児科医の御協力をいた

だいておりまして、５歳児健康診査につきまして

も、同様に網走厚生病院の小児科医に御協力いた

だくこととなっております。 

○深津晴江委員 厚生病院の小児科の医師の体制

も変わるかもしれないというふうに、私自身も

伺っておりますので、この５歳児健康診査につい

ても協力していただけるということで、大変あり

がたいなと考えております。 

それで、この健康診査をして、特別な配慮が必

要なお子様が出たときに、今、事後相談ですと

か、継続して助言指導を続けていくというお話が

ありましたけれども、私としましては、極力、早

期の介入が必要かと思います。 

多分、アセスメントをして、要観察、要治療、

要医療あたりも出てくるかと思うのですが、病院

の受診までは必要ないけれども、いわゆるボー

ダーの感じのお子様たちもいらっしゃるかと思い

ますけれども、その点について、この５歳児健康

診断をして、早期介入を積極的にしたことによっ

て、学童期の不登校の児童数が減ったという研究

データもあるということで把握しております。 

その点、網走としましては、所見が認められた

場合、必要な支援をどのようにしていく予定なの

か、ぜひそこについてもお伺いしたいと思いま

す。 

○今野多賀子健康推進課参事 ５歳児相談の結果

に応じて、発達支援センターへの通級や相談、

通っている園でのサポートなど、必要な支援を行

います。 

就学に向けて教育委員会や入学予定の小学校と

も連携しまして、入学後、スムーズに学校生活を

送れるよう支援をしていきます。 

○深津晴江委員 地域のフォローアップというと

ころ、いま御説明いただきましたけれども、保育

園、幼稚園、あるいは次の学校など、様々な地域

のスキルを持った方たち、本当に多くいらっしゃ

るかと思いますので、いろいろな機関と専門職も

含めて連携しながら、特別な配慮が必要なお子様

に、早期に介入をしていただければと思います。 

この健診が終わった１年後に、就学年度に達す

ると把握していますので、この時期の健康診査と

いうのは、とても重要な意味を持っているかと思

います。 

大変個人的なことで恐縮ですが、母子保健に関

わる者として、こども家庭庁で行われました５歳

児健康診査についての研修も受けております。 

いろいろなマンパワーがあるかと思いますの

で、いろいろなマンパワーを活用しながら、これ

は私を活用してくれという意味ではございません

が、様々な視点での支援、早期介入というところ

をぜひお願いしたいと思います。 

発達支援センターも移転の準備をなさっている

ということで、ますます地域に必要なところかと

思います。 

もう既に連携を取っていらっしゃると思います

ので、その点についても、ぜひお互いの連携とい

うところをさらに強化していただければと思いま

す。 

地域のフォローアップについては、十分だとい

うふうにお考えでしょうか。マンパワーが足りて

いるというところでは大丈夫でしょうか。 

○今野多賀子健康推進課参事 十分かどうか。例

えば発達支援センターふわりに通級する方が、十

分、回数が通えるかどうかというところもありま

すが、その点は、通級だけではなく、園などに出

向くとか、連携を取りながら進めていくという別

の方法などを検討しまして、進めていただいてい

るところです。 

○深津晴江委員 様々な連携を取られて、支援を

しているというところは、私も十分に把握してお

りますので、ぜひこの健康診査を基に、子供たち

が健やかに成長できるように、また、保護者の方

も気付とか生活への適用力が向上できるようにと

いうところで、さらにこの事業の充実を図ってい

ただければと考えております。 

次ですが、その下の子育て世帯訪問支援事業に

ついてです。 

これにつきまして、昨年の予算よりも減額して

おりますが、その減額理由、実績などについてお

伺いいたします。 

○岩本純一子育て支援課長 減額の理由でござい

ますが、この事業は令和６年度からの新規事業と

なっておりまして、今年度の実績を基に一定程度

少なかったこともありまして、一定程度の見込み

を減らした上で予算計上したところでございま

す。 

具体的な積算根拠としまして、時間数につきま

しては1,824時間で計上していたものを1,600時間

に減らして、また、回数につきましては912回で
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見込んでいたものを800回に減らして、予算を計

上したところでございます。 

○深津晴江委員 実績につきまして、見込みと回

数については理解いたしました。 

それで、利用した人数はどうなっていらっしゃ

るでしょうか。 

○岩本純一子育て支援課長 今年度につきまして

は、準備期間等もございまして、８月からの事業

の実際のサービスの開始となっており、８月から

３月までの利用人数実績になりますが、見込みを

含めまして、３月までの見込みということで、実

世帯数で行きますと４世帯、延べ時間数で行きま

すと177時間、延べ回数としましては82回の利用

となる見込みとなっています。 

○深津晴江委員 この事業につきましては、令和

６年から始めた事業ということで理解しておりま

すが、すごく利用しにくい事業というふうに市民

の方からお話が入っております。 

利用するためのハードルが高いというようなこ

とが言われておりますが、そのあたりの課題につ

いて、原課としてはどのように捉えていらっしゃ

るでしょうか。 

○岩本純一子育て支援課長 この事業は虐待のリ

スクの高まりを防ぐことを目的としているため、

誰でも申込みで使えるサービスではないのです

が、伴走型相談支援と合わせまして相談を受け、

また、市が行っていく相談の中でリスクアセスメ

ントを行っていきまして、それにより本事業を活

用するかどうかに限らず、個々に応じて様々な支

援メニューにつなげていきたいと考えておりま

す。 

まずは心配や不安がありましたら、子育て世代

包括支援センターに御相談いただければと思って

おります。 

○深津晴江委員 まずは相談するというところを

市民に周知していくところが大事かなと、今の御

説明で理解いたしました。 

それで、この支援員になる方も募集していたと

いうのは把握しておりますが、その支援をする側

は何人いらっしゃって、充足されているとお考え

でしょうか。４世帯で82回ですが、その点につい

てはいかがでしょうか。 

○岩本純一子育て支援課長 支援者側のヘルパー

の関係かと思いますが、ヘルパーの人数につきま

しては、市の研修を受けていただいて、ヘルパー

登録していただくのですが、現在、人数につきま

しては、９名の方に登録いただいております。 

今年度、実際にヘルパーとして支援に入ってい

ただいた方につきましては、そのうちの６名とい

うことになります。 

○深津晴江委員 それでは、支援する側のヘル

パーは、今のところは充足されているというふう

に、押さえているというふうに理解したいと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

○岩本純一子育て支援課長 このヘルパーにつき

ましては、委託先が社会福祉協議会という形に

なっておりますが、こちらで随時募集を行ってお

りまして、今年度につきましては、今、お話しさ

せていただいた９名ですが、この後、３月にも新

たな登録がありまして、さらに３名の研修を行う

ことになっておりますので、ヘルパーの人数につ

いては今のところ充足しているというふうに考え

ております。 

○深津晴江委員 支援する側をしっかりと確保し

ているというところは理解いたしましたので、多

胎の方ですとか、そこら辺も虐待のリスクとして

上がってきまして、網走でも多胎の方がいらっ

しゃるというふうに把握しておりますので、必要

な方にはぜひ相談するようにということで、説

明、周知というところはぜひお願いしたいなと思

います。 

あと、もう１点、確認なのですが、この担当

課、今までは子育て支援課だったと思いますが、

新たに健康推進課ということでよろしいでしょう

か。 

ユカリエに移るかなと思うのですが、条例の一

部改正というところはあったのですが、この事業

自体も移るという考えでよろしいでしょうか。 

○結城慎二健康福祉部長 お問い合わせの件でご

ざいますが、現在、子育て支援課が所管をしてお

りますユカリエを、新年度から健康推進課の所管

に移管しようと考えております。 

理由でございますが、現在、ユカリエは、保健

師、保育士等を配置いたしまして、母子保健対策

や各種相談体制など、妊娠期から寄り添った伴走

型支援、あるいは児童虐待の対応を併せて行って

いるところです。 

一方で、健康推進課においても保健師が母子保

健業務を行っておりまして、定例の計画会議など

を通じて、必要となるケースの情報共有、あるい
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はケースの引継ぎなどを含めて、現在、常に連携

を取って業務を行っている状況です。 

その中で、ユカリエの所管を健康推進課に移

し、保健師が行う母子保健業務を一体化すること

により、その効率化を図って、住民サービスの維

持向上を図ることを目的としております。 

加えて、全ての妊産婦、あるいは子育て世帯、

子供への一体的な相談支援を行うこども家庭セン

ターの設置の検討を行うに当たりまして、まずは

母子保健業務の一体化を図ることを目的に、所管

を移すものでございます。 

○深津晴江委員 そういう目的でユカリエが健康

推進課に移管するという。令和７年４月からとい

うことでよろしいでしょうか。 

この件については理解いたしましたし、ぜひ健

康推進課とユカリエが一体になって、今までも連

携を密に取っていらっしゃったとは思いますが、

さらに強化して、住民サービスの向上につなげて

いただければと思っております。 

ありがとうございます。 

続いて、77ページの食育講演会開催事業につい

てですが、昨年より予算として10万円アップして

おります。 

令和６年は三國シェフがいらっしゃった事業か

なと思いますが、この事業計画についてお伺いい

たします。 

○本橋洋樹健康推進課長 食育講演会開催事業の

事業計画ですけれども、現在、パブリックコメン

トを行っている第４次網走市食育推進計画の審議

に当たり開催した食育推進会議にて、網走ならで

はの食育の継承や若年層への普及啓発などの必要

性が意見として述べられております。 

こうした御意見を踏まえて、令和７年度は網走

の地元食材を用いた料理の創作から、地産地消の

推進を含めた食育の普及を図る市民参加型の料理

コンテストを開催し、幅広い年齢層への食育推進

を図ることを計画して実施していきたいと考えて

おります。 

○深津晴江委員 昨年の講演会で終わりではなく

て、市民参加型のコンテストを計画なさっている

ということについては理解いたしました。 

この71万円の内訳がありましたら、お示しくだ

さい。 

○本橋洋樹健康推進課長 71万円の内訳ですけれ

ども、講師への謝礼、旅費のほかに、周知にかか

る通信の経費、また、会場使用料などとなってお

ります。 

○深津晴江委員 本当に食育は大事なところです

し、課題としまして、網走ならではですとか、若

年層への働きかけというところはとても重要なこ

とだと思いますので、期待しているところですの

で、この点については理解いたしました。 

最後ですが、79ページ、ごみ拾い促進事業につ

いてです。 

昨年からアプリを使って、ごみ拾いを推進しよ

うというところは理解しているのですが、令和７

年は路上ごみ分布調査システムの導入とありまし

て、この点について御説明お願いいたします。 

○寺口貴広生活環境課長 路上ごみ分布調査シス

テムにつきましては、ごみ収集車にカメラを搭載

し、市内を巡回中に撮影した映像から、ＡＩが自

動でポイ捨てごみを抽出・解析して、ポイ捨てご

みの多い場所を地図上に表示することができるシ

ステムとなっております。 

そこで、今年度から取り組んでおりますピリカ

の自治体版ページ上にある地図に、その情報を公

開し、ピリカのユーザーですとか、ごみ拾いイベ

ントなどに活用していただこうということで、ご

み拾い活動の効果を高めたいと考えているところ

でございます。 

○深津晴江委員 ごみ収集車につけて、地図に落

とし込んで、ここにごみがあるよ、多いよ、とい

うところを周知して、拾ってもらおうという事業

だと理解してよろしいでしょうか。 

○寺口貴広生活環境課長 そのとおりでございま

す。 

○深津晴江委員 それでは、令和６年に始まりま

したピリカの利用状況、登録状況についてはいか

がでしょうか。 

○寺口貴広生活環境課長 ピリカのユーザー数で

ございますが、令和７年２月末時点で、個人、団

体の合計105件となっておりまして、昨年８月か

らのごみ拾い参加者は延べ2,425名となっており

ます。 

○深津晴江委員 令和６年に始まった事業ですの

で、減っているか、増えているかというところの

判断は難しいかと思いますが、拾っていくという

ところも、もちろん大切ですし、きれいなまちに

することも大事だということは理解いたします

が、もっと根本的に、拾うというよりは捨てさせ
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ない取組も一方で重要かと考えます。その点につ

いてはどのようにお考えでしょうか。 

○寺口貴広生活環境課長 ごみのポイ捨てにつき

ましては、捨てる方のモラルの問題ではあります

が、ピリカのユーザーをはじめとしたごみ拾いを

する方たちの姿を伝えていくことで、そうしたモ

ラルに訴え、ポイ捨ての抑止に一定の効果はある

ものと考えておりますので、引き続き啓発活動な

ど、捨てさせない取組についても意を用いてまい

りたいと考えております。 

○深津晴江委員 様々な方法はあるかと思います

が、現在は拾っているというところをいろいろな

市民に見ていただくことによって、ただ、市民と

は限らないところがとても残念な部分でもあるか

なと思いますが、まずは、今はそこで、ごみのポ

イ捨てを減らしていこうと考えていらっしゃると

いうふうに把握したいと思います。 

ということで、ぜひきれいなまちづくりの一環

になればいいかなと考えております。 

私の質問は以上です。 

○井戸達也委員長 次の質疑者、挙手願います。 

○里見哲也委員 四つ質問させていただきます。 

まず、説明書の61ページ、資料では９ページに

なりますが、生活困窮者自立促進支援事業につい

て。 

これ、三つあって、個別にどうということでは

ないのですけれども、自立相談、家計改善支援、

就労準備支援ということで、これは年が変わって

一昨年になりますかね、断らない相談窓口という

ことの事例も合わせて、生活困窮者の自立を支援

するのは大事ですよね、という話をした経過があ

ります。 

この取組の状況や件数みたいな数値評価は、な

かなか難しい内容だとは思うのですが、状況をお

知らせください。 

○清杉利明社会福祉課長 相談対応の状況でござ

いますが、令和５年度の新規の相談件数につきま

しては44件、令和６年度は２月末の状況でござい

ますが、60件と、令和６年度につきましては増え

ている状況でございます。 

内容としまして一番多いのが家計の課題、問題

ということで、37件となっております。 

また、支援に当たりましては、ハローワークや

関係機関との連携も必要となっておりますので、

支援調整会議を定期的に開催して、適宜、ほかの

機関につなげたり、こちらで支援を継続したりと

いうことで進めております。 

○里見哲也委員 件数が増えているというのは、

前向きに捉えると、相談を受け入れる体制が豊か

になった。受入れの入り口が。 

あとは出口をどうしていくかということの中

で、今、お話にもあった、ハローワークとか支援

調整会議ということでしたが、横の連携を使って

解決に導いていくという方向性であろうかと思い

ます。 

その連携の状況は、今のハロワ以外にも、民間

も含めてどのような状況ですか。 

○清杉利明社会福祉課長 支援調整会議のメン

バーにつきましては、ハローワーク、市、それか

ら、地域包括支援センターですとか、オホーツク

若者サポートステーションですとか、障がい者の

基幹相談センター、もちろん、この相談業務を委

託しております社会福祉協議会で、支援の内容等

につきまして調整会議を開き、必要であれば家計

改善ですとか就労支援のプランを作成し、支援を

継続している状況でございます。 

○里見哲也委員 だんだんノウハウも広がってつ

いていくのだろうなと想像します。 

予算的には前年度とそれほど大きな変化がない

ので、この範囲でできるのか、足りなければま

た、ということもあるかもしれないですが、この

受付件数が増えているということ自体が、周知が

されてきているのだろうなということの、入りや

すい入り口として、しっかり頑張っていただきた

いなと思います。 

続いて、説明書の67ページ、資料では10ページ

になりますけれども、成年後見相談支援について

伺います。 

前年よりも予算が結構大きく800万増えて1,400

万となっています。 

だんだん高齢化社会が進んできて、ひょっとし

て高齢に限らないかもしれないですが、認知の方

も増えているのかなと想像はしたのですけれど

も、実際、大きく予算が増えたところの内容につ

いて教えてください。 

○小沼寛人介護福祉課長 増額の理由についてで

すが、令和７年度は、現在、網走市社会福祉協議

会に委託しております後見人相談体制事業の強化

と、同じく委託事業として高齢者等の終活支援、

死後事務関係の事業の検討実施を行うことによる
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増額といったことになります。 

そのため、委託先であります社会福祉協議会の

職員を１名増員する委託料を増額し、計上させて

いただいたところでございます。 

○里見哲也委員 終活支援は、以前、議会の中で

も、意見も含めて取り上げられた話かと思うの

で、いよいよ人を張りつけて、終活についても勉

強会というのか、セミナーというのか、市民を交

えて、そういうこともやっていかれるのか、その

辺について伺います。 

○小沼寛人介護福祉課長 事業内容でございます

が、令和７年度については、先進地を視察してい

ただきまして、令和７年度内にできる事業につい

ては実施をしていただきたいと考えています。 

現在のところ、検討している事業につきまして

は、終活に対する相談の事業、終活情報を登録し

ていただく事業、３点目として死後事務の委任事

業を考えてございますが、終活相談と終活情報の

登録については、令和７年度内に実施することで

具体的に検討してまいりたいと考えています。 

○里見哲也委員 いろいろな過去の議会の中での

要望も活かされてきているのかなと思いますけれ

ども、独居老人だとか、それから高齢認知も含め

て、重要な課題になってきていると思いますの

で、ぜひ確実に一歩一歩進めていただきたいと思

います。 

続いて、説明書では75ページ、資料では６ペー

ジのあばしり健康ポイント事業について伺いま

す。 

説明も既にある程度ありました。マイレージ事

業から健康ポイントへ移行するということと、そ

れから、参加年齢の拡大ということですけれど

も、アプリということなので、私はあまり得意な

ジャンルでないので、質問も適切でないかもしれ

ませんが、今まで使っていたアプリから新しいア

プリに変わるのか。そうすると、今までの人に対

するフォローというか、それから、新しい人を広

げるための周知というか、このあたりがどのよう

になっているか、お知らせください。 

○本橋洋樹健康推進課長 これまでの健康マイ

レージは、アプリではなく紙で対応していたとこ

ろです。 

今後、これらのものを、アプリを導入すること

により、紙面の対応からアプリでの対応という形

に変わります。 

当然、不慣れな方はいると思います。そういう

方には従来同様に、紙面での対応も行っていく予

定でおります。 

○里見哲也委員 年齢の関係をお知らせくださ

い。 

○本橋洋樹健康推進課長 今回の健康ポイント事

業ですけれども、参加者の対象年齢が今まで30歳

だったところ、18歳以上の市民を対象に想定して

おります。 

○里見哲也委員 もとから私は可能な年齢だった

けれども、やっていなかったのですが、ぜひ今回

取り組んでみようかなと思います。 

この周知方法。従来のものに参加した人のポイ

ントが残っているとか、そういったことを受けた

周知方法についてお知らせください。 

○本橋洋樹健康推進課長 現在のマイレージは、

一応、年度で終了することとなっておりますの

で、ポイントを持っている方については、交換が

可能であれば、今年度中に引き換えていただく形

になります。 

今後、新しくなるポイント事業につきまして

は、ホームページ、それぞれの媒体などを使いま

して、幅広く周知するとともに、わかりやすい説

明のチラシなども作成していきたいと考えており

ます。 

○里見哲也委員 健康管理されることで、健康寿

命が伸びて医療費の削減にもつながるかと想像し

ますので、私も頑張ってみたいと思いますが、ぜ

ひこの推進をよろしくお願いします。 

最後に、説明書の79ページ、資料では18ページ

になります。最終処分場延命化対策事業について

伺います。 

これは中間処理施設の白紙撤回で、現在の最終

処分場のさらなる延命を図るための予算だと理解

していますが、この予算の内訳についてお示しく

ださい。 

○寺口貴広生活環境課長 最終処分場延命化対策

事業の内訳でございますが、事業は３点ほどござ

いまして、まず１点目は、堀削・埋め戻し業務で

すが、過去に埋め立てたごみを掘り起こし、裁

断、破綻処理、覆土の分離などを行う事業に

1,500万円。 

２点目は、かさ上げの調査測量業務で、環境影

響調査や現地測量、設計業務として3,370万円。 

３点目は、延命化検討対策事業として、残余容
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量測量結果の分析や、再かさ上げの可能性を検討

する委託業務費として270万6,000円。合計で

5,140万6,000円となっております。 

○里見哲也委員 わかりました。 

いよいよ待ったなしで延命化に取り組むことに

なるのだろうと思います。 

ごみの投げ場がなくなるような、市民生活に不

便を来さないよう、しっかりとした業務の推進を

お願いしたいと思いますが、これについて７年度

予算が決まってからとなるのでしょうけれども、

去年、広報あばしりの９月号で説明されたものか

ら大きく内容や状況が変わったわけですから、当

然、市民からも問い合わせがあると思うのですけ

れども、市としての市民周知についてはどのよう

に計画されていますか。 

○寺口貴広生活環境課長 市民周知の関係でござ

いますが、大空町東藻琴地区での中間処理施設の

建設予定地の白紙撤回や、それに伴う最終処分場

の状況の変化などにつきましては、２月22日開催

のまちづくり推進住民会議全体会議において御説

明したところではございますが、市広報やごみ通

信、また、住民懇談会などの機会を通じて、状況

のお知らせと御協力についてお伝えしていくこと

に努めてまいりたいと考えております。 

○里見哲也委員 わかりました。 

以上で終わります。 

○井戸達也委員長 それでは、ここで暫時休憩と

いたします。再開は、11時10分といたします。 

 午前11時00分 休憩 

───────────────────────── 

午前11時10分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

それでは、質疑を続行いたします。 

○澤谷淳子委員 69ページの病後児保育事業につ

いてお伺いします。 

こちらの事業は、昨年も９人の登録で、利用者

は０人ということでした。本年の実績、お願いい

たします。 

○岩本純一子育て支援課長 病後児保育事業の利

用実績ですけれども、直近の利用実績でございま

すが、令和７年２月末現在で登録者は18名となっ

ておりまして、そのうち実際に利用された児童に

つきましては１名となっております。 

○澤谷淳子委員 登録者が過去一ではないかと思

うのですが、登録して、子供が病気にかかって、

その後、回復期と言うのでしょうか、それを利用

するには何日前までに予約とか、どのようにした

ら利用できるのでしょうか。 

○岩本純一子育て支援課長 利用の流れでござい

ますけれども、まず事前に登録をしていただきま

して、その後の利用につきましては、利用したい

日の前日までに利用申込書ですとか、必要書類を

提出していただいて、利用する流れになっていま

す。 

○澤谷淳子委員 登録者がすごく増えたという感

じで、利用しないのが一番いいことですが、利用

したいのだけれども、申請が面倒だとか、そうい

うことはなかったのでしょうか。 

○岩本純一子育て支援課長 利用に当たりまして

は、医療機関を受診していただいて、医師からの

連絡書を基にしまして、お子様の受入れを行うこ

とになっておりますけれども、こちらについては

病後のお子様を安全にお預かりするために必要な

ものということで考えているものです。 

○澤谷淳子委員 それでは、病後児の利用自体は

それほど多くないのですが、病児保育を希望する

親御さんとかの御意見はないのでしょうか。 

○岩本純一子育て支援課長 病児保育の御希望に

ついては、今のところ、お伺いしていないところ

でございますけれども、仮に病児保育を行うこと

になりましたら、例えば感染症を罹患したお子様

を預かる場合には、症状の急変が認められないと

いった場合に預かることになるかと思います。 

その場合、ほかのお子さんに感染することがな

いように、施設的には隔離をしたり、消毒をした

り、そういった必要がございますし、子供の体調

が急変した場合などについては、常にその体制を

整えていかなければならないということもござい

ます。 

こういったことから、病児保育を行う場合に

は、医療の専門的な知識ですとか、医療機関との

密接な連携が必要だと考えておりまして、実施の

ためには課題も多く、現時点では実施が難しいも

のと考えております。 

○澤谷淳子委員 なかなか病児保育は難しいと思

います。 

何回も言っていますけれども、登録者が今回増

えていると思うのですが、啓発活動というのを重

点的にやったから、この登録者になったという感
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じですか。 

○岩本純一子育て支援課長 こちらは民間のいせ

の里保育園が行っている事業となりますけれど

も、利用者数、登録を増やすために、制度を途中

で変えまして、小学生、放課後児童クラブを利用

しているお子さんも利用できるサービスというこ

とに変更しております。 

そのため、いせの里保育園を卒園したお子さ

ん、児童クラブを使っているお子さん、こういっ

た小学生の事前登録が増えてきている状況にある

とお伺いしております。 

○澤谷淳子委員 それは知らなかったので、大変

よかったと思います。 

それでは、次に77ページのペット管理事業、地

域猫活動の支援事業について伺います。 

こちらは新規事業ということで、121万5,000円

が計上されていましたが、昨年10月に初めて地域

猫のセミナーをやりまして、たくさんの方に来て

いただいたのですが、まず、網走に地域猫の保護

活動をするボランティアというのは実際に出来て

いるのでしょうか。 

○八百坂則勝生活環境課参事 ボランティア団体

のことを指しているかと思われますが、現在、市

内ではボランティア団体がない状態だと認識して

います。 

○澤谷淳子委員 ない状態でもこのように予算を

つけていただいて、まず、この予算の内訳をお願

いいたします。 

○八百坂則勝生活環境課参事 事業内容について

ですが、猫の捕獲機20機の購入として66万円、不

妊去勢手術に要する費用の一部助成として27万

5,000円、市民を対象とした意見交換会の実施の

ための会場費、広告料などで９万8,000円、猫の

捕獲用の消耗品として５万円、ガバメントクラウ

ドファンディング及びクレジット決済手数料とし

て13万2,000円を計上しております。 

○澤谷淳子委員 中身の前に、ガバメントクラウ

ドファンディングとは何ですか。 

○八百坂則勝生活環境課参事 ガバメントクラウ

ドファンディングは、特定のプロジェクトを支援

するための仕組みということで、市民の皆様のみ

ならず、皆様から寄附金を募るものでございま

す。 

こちらのクラウドファンディングにつきまして

は、当市がふるさと納税制度で活用しております

既存のプラットフォームの契約に内包されている

サービスを使った、クラウドファンディングによ

る資金調達を予定しているところです。 

仕組みとしましては、先ほどもちょっと御説明

しましたが、ふるさと納税と同様、市民であるか

に関わらず、事業趣旨に賛同いただける方が

2,000円から出資できるものとなっております。 

出資者は通常のふるさと納税と同様、寄附金控

除を受けることが可能なものとなっております。 

○澤谷淳子委員 それでは、35ページの歳入にあ

る環境衛生寄附金の120万を使ったという形でよ

ろしいでしょうか。 

○八百坂則勝生活環境課参事 おっしゃるとおり

でございます。 

○澤谷淳子委員 それでは、この中身について、

捕獲機20機が66万で、不妊手術とかの27万5,000

円ですよね。何頭分のような感じですか。 

○八百坂則勝生活環境課参事 不妊去勢に関する

手術の費用の助成についてですが、市内ペット

ショップに去勢避妊手術費用を聞き取りさせてい

ただいたところ、雄の去勢費用で１万1,000円、

雌の避妊費用で２万2,000円と伺っておりますの

で、補助金額につきましては、それぞれ２分の１

に当たる雄5,500円で10頭分、雌１万1,000円で20

頭分を見込んでいるところでございます。 

○澤谷淳子委員 先ほどボランティア団体もない

ということで、個人で手術代を出して、大変だと

いうお声を聞いているのですが、実際、たまたま

ですけれども、別の自治体では不妊手術の費用を

札幌から、その時期、１週間なり、２週間なり、

お医者さんに来ていただいて、その医師の方に来

ていただく報酬もそうですし、手術の報酬として

渡して、市民自体も、今、半分負担と言いました

けれども、全くのただにならないように、１匹に

つき市民も何千円かは支払うような形を取ってい

たようですが、これは猫を持って行った人が領収

書をもらって、雌だったら２万2,000円の領収書

もらい、それに対して後で返してくれるというよ

うなイメージでしょうか。 

○八百坂則勝生活環境課参事 現時点におきまし

て、まずは委員がおっしゃられたとおり、市民の

方が主体的に実施している避妊去勢手術を支援す

る形を取らせていただきまして、市内の動物病院

などで手術をした後、その費用の一部を市が助成

する予定で考えております。 
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また、北見市などで取り組んでおられます医師

の招聘については、まだそういった体制が確立さ

れていないところでございまして、今後の検討課

題、もしくは北見で実際に対応されているところ

にも、今後、検討協議の余地があるかと考えてい

るところでございます。 

○澤谷淳子委員 それでは、まだこれからしっか

り固まってくる部分もあると思いますので、た

だ、最初に言いましたとおり、セミナーに参加し

た方、興味のある方が本当にいらっしゃったと思

うのですけれども、ボランティアとかもやってみ

たいというようなお話とかはありましたか。 

○八百坂則勝生活環境課参事 昨年、講演会を実

施した後に、市に市民の方からの問い合わせが

あったところでございます。 

今後、実施予定の意見交換会などを通じまし

て、北見市で取り組んでおられる内容や、市内で

も近隣で保護活動を行っている団体などと連携し

ながら、どのように取り組んでいけるかを検討し

てまいりたいと考えております。 

○澤谷淳子委員 それでは、一応、北見市では犬

の去勢もやっていたのですけれども、とりあえず

網走はまず猫にして、ついでにで申し訳ありませ

ん、私は網走で野良犬を１匹も見たことがないの

ですけれども、犬のそういう苦情というか、ほぼ

ない状態でしょうか。 

○八百坂則勝生活環境課参事 犬に関する苦情と

いうことでは、野犬の掃討事業の中でのお話にな

るのですが、本年度は現時点で０件ということに

なっております。 

また、養鶏場と言うのですかね、ニュースで、

先月、ちょっと放映されたところでございます

が、あちらは飼い主が判明した犬ということでご

ざいまして、網走市における中ではカウントに含

まれていないところでございます。 

○澤谷淳子委員 御答弁ありがとうございます。 

それでは、次に79ページ、予算に対してという

より、生ごみ処理機の支援事業。 

生ごみ処理機というのは、コンポスト以外の、

電動というか、生ごみを乾燥させるというような

機械の購入費の助成ですよね。 

○寺口貴広生活環境課長 本事業は、生ごみ処理

機の購入費の一部を助成する事業でございます

が、コンポストのほかに、電動式処理機の購入費

用につきましても２分の１、上限額を２万5,000

円として助成しているところでございます。 

○澤谷淳子委員 ほかの町に比べて、電動の生ご

み処理機の２分の１の負担、上限２万5,000円と

いうのが、かなり負担してくれているほうになる

のですが、実績として、コンポストはどれくらい

で、この生ごみ処理機は、利用はありましたか。 

○寺口貴広生活環境課長 助成の実績でございま

すが、令和４年度はコンポストが38台、電動処理

機が24台の合計で62台。 

令和５年度は、コンポストが15台、電動処理機

が23台の合計38台。 

令和６年度は、コンポストが８台、電動処理機

が32台の、計40台となっているところでございま

す。 

○澤谷淳子委員 意外に電動の生ごみ処理機が

年々増えて、コンポストはちょっと減りましたけ

れども、なので、予算は変わらず50万ということ

ですね。了解いたしました。 

それでは、その下のほうにある、騒音振動防止

対策事業。 

こちらはちょっとだけ予算が増えているのです

けれども、振動の場所、毎回、定点をずっと検査

するというか、どのような内容なのでしょうか。 

○八百坂則勝生活環境課参事 騒音振動防止対策

事業についてですが、騒音規制法及び振動規制法

に基づいて、市が法定受託事務として自動車騒音

の測定調査を実施するものとなっております。 

また、この自動車騒音の測定の調査結果につき

ましては、環境大臣に対して報告することが義務

づけられているものでございます。 

○澤谷淳子委員 環境大臣に報告、これは毎年同

じ場所を測定でしょうか。 

○八百坂則勝生活環境課参事 こちらにつきまし

ては、全11区間の計測地点を設けておりまして、

そちらを５年のローテーションで評価させていた

だいているところでございます。 

○澤谷淳子委員 今11か所で、５年でローテー

ションだから、毎年、この予算が計上されるので

すね、ずっと。 

それでは、同じように、その下の公害防止対策

事業についても御説明願います。 

公害は網走であるのかなというのが、ちょっと

気になりましたので、こちらの説明もお願いいた

します。 

○八百坂則勝生活環境課参事 公害防止対策事業
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につきましては、悪臭防止法に基づく悪臭発生事

業所の地点において、特定悪臭物質の危機分析調

査を実施いたします。 

また、公募により集まった市民から構成される

臭気パネラーによる臭気の官能検査を実施しまし

て、悪臭発生施設で採取された臭いを主観でどの

ように感じられるか評価し、結果を事業所宛てに

送付しているところでございます。 

本事業は、次年度は臭気濃度調査業務というこ

とになっておりますが、本年度は河川等水質調査

業務を行っておりまして、この業務を隔年で実施

することとしており、今後も引き続き市内の生活

環境をモニタリングしてまいる所存でございま

す。 

○澤谷淳子委員 隔年ということなので、１年置

きですよね。 

それでは、この間、川向かいのベーシックの前

のところ、すごく臭かったという、それはこれで

調査したのでしょうか。 

○八百坂則勝生活環境課参事 そちらの地点につ

いては、事業所付近を対象に、ということで、３

か所の地点で臭気の調査をしているところでござ

います。 

ベーシックの近くにつきましては、その事業所

に該当しないものですから、そこは含まれていな

いところでございます。 

なお、臭気等につきまして、この事業で行って

いる以外のところにつきましては、随時、市で発

生地点を調査などして、窓口で対応させていただ

いているところでございます。 

○澤谷淳子委員 了解しました。 

私からは以上です。 

○井戸達也委員長 次の質疑者、挙手願います。 

古田委員。 

○古田純也委員 65ページのひとり暮らし高齢者

等見守り事業についてお尋ねいたします。 

この事業は一人暮らしの高齢者を見守る事業と

いうことで、ふれあいほっとコール事業以外の事

業が削減になっているのは、何か理由があるので

しょうか。お尋ねいたします。 

○小沼寛人介護福祉課長 ひとり暮らし高齢者等

見守り支援事業の減額の理由でございますが、ま

ず１点目はハローライト事業といったことで、令

和５年度から実施している事業でございます。 

こちらについては、令和６年度、160世帯を見

込んでいたのですが、令和７年２月末の登録世帯

数が106世帯になってございますので、その実績

に合わせて今年度の世帯数を130世帯で予算計上

させていただいたところです。 

○古田純也委員 見込んでいた世帯より実際の世

帯が落ち着いたということでよろしかったです

か。 

○小沼寛人介護福祉課長 ハローライト事業につ

いてですが、令和６年度でいくと新規の設置が42

世帯で、例えば施設入所ですとか、長期の入院に

より、18世帯が利用中止に、この１年間でなって

いる部分がございまして、新規は増えているので

すが、利用中止になっている世帯もあるというこ

とで、令和５年度末と比べると順調に利用世帯数

は増えていっている状況でございます。 

○古田純也委員 遠く離れた家族が地元に残って

いる親のために設置している事業だと思いますけ

れども、利用者からの声を吸い上げているものは

あるのでしょうか。 

○小沼寛人介護福祉課長 今のところ、介護福祉

課に利用者家族から苦情と言いますか、こういう

ことで、といった部分はございませんが、実際、

設置の申請の段階では、このような制度があって

非常に安心しました、といった声はお聞きしてい

るところでございます。 

○古田純也委員 わかりました。 

続いて、79ページ、先ほど深津委員からも質問

がありましたけれども、ごみ拾い促進事業につい

て。 

昨年９月から始まり、大変、通勤時、ボラン

ティア袋を引き提げながらごみを拾っている人を

見受けられるケースもあるのですが、アプリに登

録している数が105名とお聞きしました。 

実際、この数字をどのように捉えているのか、

お尋ねいたします。 

○寺口貴広生活環境課長 ピリカのユーザー数で

ございますが、開始してから約半年で100名とい

うことでございます。 

また、実際にごみ拾いに参加していただいてい

る延べの人数でございますが、2,425名となって

おりまして、半年間の実績としましては、同じく

らいの人口のまちと比べても多いというふうに実

感しているところでございます。 

○古田純也委員 では、改めて今回の拡充が、新

しいアプリの導入で清掃の活性化を目指している
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というところですが、登録者数は目標値として何

人くらいという、そういう数値を原課では考えて

いるのでしょうか。 

○寺口貴広生活環境課長 登録者数につきまし

て、当初、300名程度を目標にしておりましたの

で、この目標に到達できるように、引き続きピリ

カという活動を周知してまいりたいと考えており

ます。 

○古田純也委員 わかりました。 

私からは以上です。 

○井戸達也委員長 次の質疑者、挙手願います。 

○村椿敏章委員 それでは、予算書の79ページ、

リサイクルセンター運営事業、そして、破砕処理

事業についてです。 

10日の網走広報社の広報あばしりの裏面に、今

回のプロポーザルで最優秀提案者、受託候補者と

なった愛和産業が、作業員６名とパート25名のス

タッフ募集の広告を出していました。私は非常に

びっくりしました。 

まず、これを見てどう思われたか、伺いたいと

思います。 

○寺口貴広生活環境課長 新たに受託する事業者

の人員確保についてですが、委託の開始である４

月１日までに必要な人員は確保することを確約し

ておりますので、問題はないと考えております。 

○村椿敏章委員 問題はないと言いますが、その

確約、何か書面でサインなどはされているので

しょうか。 

○寺口貴広生活環境課長 書面で特段の確約は

取ってございませんが、この人員の確保という部

分につきましては、業務の開始時までに確保でき

ればよいものと認識しているところでございま

す。 

○村椿敏章委員 業務の開始は４月１日ですよ

ね。網走市は４月１日までに用意できればいいと

いう考えなのですか。 

○寺口貴広生活環境課長 現在において全てのス

タッフを有していることを要求しているのではな

くて、あくまでも委託期間において確保できるこ

とが確実であれば、条件には足りていると判断し

ているところでございます。 

○村椿敏章委員 今の回答を聞いてびっくりしま

した。 

昨年も埋立て部分の一般競争入札をした後、引

継ぎをしたと思うのですけれども、それはいつさ

れましたか。 

○寺口貴広生活環境課長 ３月の最終週くらい

だったと認識しております。 

○村椿敏章委員 それでは、今回のやつはいつ引

継ぎをされる予定ですか。 

○寺口貴広生活環境課長 今の時点ではっきりと

した日にちは未定でございます。 

○村椿敏章委員 そこも未定だというのは、非常

に問題があると思います。 

まず、職員をこれから募集するのはあり得ない

のではないかということです。 

これまでも業務委託ではしっかりと確認してき

たと思いますが、今までと今回とで変わったので

すか。 

○田邊雄三市民環境部長 委託契約に関すること

ですけれども、当市が契約したのは４月１日から

の履行になりますので、そこから業務が確実に履

行されれば問題ないということでありますし、打

合せにつきましては、４月１日の前に引継ぎ等、

必要なところを行うことになっておりますので、

そこについては今調整中で、４月１日の業務開始

前には行う予定で進めているところでございま

す。 

○村椿敏章委員 今、進める予定はこうだ、とい

うことを言われましたけれども、もし集まらな

かったらどうするのですか。 

○田邊雄三市民環境部長 履行ができない場合に

は、相応の対応をしなくてはいけないと思います

し、そこは確認をするということで、まだ業務が

開始しておりませんので、どういうふうに今準備

しているかは相手方の事業所の関係でありますの

で、当市としては４月１日から契約した内容を履

行することを確認するということでございます。 

○村椿敏章委員 先ほどの私の質問に答えられて

いなかったと思うのですけれども、職員が何人い

るかとか、この業務委託で職員の人数を確認して

きたのは当たり前にやっていたと思いますが、そ

れはどうなのですか。 

○田邊雄三市民環境部長 業務に必要な職員数に

つきましては、仕様書の中で示しておりますの

で、４月１日の業務開始までに確保できればよろ

しいというふうに考えておりまして、そこは問題

ないと思っております。 

○村椿敏章委員 この破砕・リサイクル施設及び

最終処分場維持管理業務仕様書というのを今回も
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出されておりますけれども、何人配置するように

しているのですか。 

○寺口貴広生活環境課長 標準の配置の人数でご

ざいますが、30名となっております。 

○村椿敏章委員 私も見ましたが、破砕・リサイ

クルの業務責任者が１名、そして、作業員が２９

名。また、最終処分場の業務責任者が１名、それ

から、作業員が３名。この数字で言えば34名を確

保しなければならないということですね。 

基本的にこういう委託をする前に、その事業者

に受託できる能力があるのかどうかというのを確

認するのは当然だと思いますけれども、それは確

認されたのですか。 

○寺口貴広生活環境課長 まず、標準の人員の配

置の関係でございます。 

公告の際の仕様書での標準配置人数につきまし

ては、今、委員がおっしゃったとおりでございま

すが、優先交渉者となりまして、契約に向けた交

渉の中で、破砕・リサイクル施設と最終処分場の

人員を互いに融通し合うことで、合計30名で対応

できるということでしたので、そこにつきまして

は契約の時点で仕様書を30名に変更しているとこ

ろでございます。 

その30名を確保できるかどうか、確認している

かというところでございますが、プロポーザルの

審査の中でも人員の配置については確認してきて

いるところでございますし、その契約に向けた交

渉の中でも、そこは改めて確認し、事業者からは

確保できるという確約を得ています。 

○村椿敏章委員 先ほどの確約というところに、

もう一度戻ってしまったのですが、まず、ここに

行き着くまでに、網走市はやらなければいけない

ことがあると思います。委託するのですから。 

本来であれば、網走市がこの処分場の維持管理

をするというのが最初の考えですね。 

でも、これを委託することができるというふう

に書いてあるのが、施行令に入っていると思うの

ですが、その施行令の中には何て書いてあるかと

言うと、１番目に、受託者が受託業務を遂行する

に足りる施設、人員及び財政的基礎を有して、か

つ、受託しようとする業務の実施に関し、相当の

経験を有するものであることと。 

これが最初に書いてあります、人員が。それが

足りればいいというふうにはならないと思うので

すけれども。 

今までも何回か、プロポーザルの受付をしたと

ころから、人員がいるということを確認している

のですね。してないのですか。どういうふうにし

て確認してきたのですか。 

○寺口貴広生活環境課長 先ほど委員からお話が

ありましたように、現在、従業員の人員の募集を

しているところではございますけれども、仮に今

募集している中で、全てを確保できない場合に

あっては、本社から必要な人員を充てることも併

せて約束をしていただいておりますので、必要な

人員は確保できるものというふうに考えておりま

す。 

○村椿敏章委員 本社から応援をお願いするとい

うことも言っていたということは、それはもとも

と人員がなかったということを、市は確認してい

たということですね。 

確認していたのにもかかわらず、このプロポー

ザルをされたのですか。 

○寺口貴広生活環境課長 足りないことを確認し

ていたということではなくて、仮に、ですけれど

も、確保できない場合については、そのような本

社からの人員の融通を含めて、必要な人数は確保

するということを確認していたということでござ

います。 

○村椿敏章委員 それでは、最初に参加資格の確

認をするときに、名簿では何人の名前が書かれて

いたのですか。 

○寺口貴広生活環境課長 参加資格の申込みの際

には、そのような従業員の名簿の提出は求めてお

りません。 

○村椿敏章委員 それこそ、やっていないという

ことです。 

これは網走市の怠慢と言わなければならないの

ではないですか。どうなのですか。 

○寺口貴広生活環境課長 先ほど委員がおっしゃ

られました、廃掃法施行令第４条に規定しており

ます遂行に足りる人員を有し、という基準につき

ましては、契約日現在において全て満たしている

ことを要求しているのではなく、委託契約期間に

おいて確保できることが確実であれば、足りると

いうふうに考えているところでございます。 

○村椿敏章委員 だから、今、確実であれば、と

言っていますけれども、確実ではないですよ、こ

れ。 

確実ではないのに、参加資格で、いいですよ、
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と言ったということですよ。大きな問題だと思い

ます。 

どうするのかなというのが本当に心配ですけれ

ども、参加資格のときに名前を求めなかったとい

うのはわかりました。 

では、プロポーザルの審査のときはどうだった

のですか。 

○寺口貴広生活環境課長 プロポーザルの審査の

際につきましては、必要な人員を確保できるかど

うか、そういった質問をしまして、そこについて

は、できますという回答を得ていますので、それ

をもって確認したところでございます。 

○村椿敏章委員 口頭だけで、先ほどの確実に確

保できるということにはならないではないです

か。 

そのときに、確実にしなければならないこと

を、網走市は確認しなければならないのですよ。 

やるとしたら名簿で確認するしかないですよ

ね。それはしていないということですね。 

○寺口貴広生活環境課長 名簿につきましては、

今後、事業契約期間開始に合わせて確認すること

としております。 

○村椿敏章委員 本当に日にちがあと２週間しか

ないですよね。 

この広告が出た後に、網走市は愛和産業と連絡

を取っていますか。 

○寺口貴広生活環境課長 定期的に事業者とは連

絡を取り合っております。 

○村椿敏章委員 定期的に、と言われましたけれ

ども、何回ほど、そして、今現在、何人確保でき

ているのかを確認していると思うのですけれど

も、その数は何人ですか。 

○寺口貴広生活環境課長 事業者との面会と言い

ますか、確認の回数については、今、詳細を把握

しておりませんけれども、何人か面談等を行って

いるというところは聞いておりまして、まだ正式

に採用の決定の通知をした方はいらっしゃらない

ようですが、今、採用に向けて複数名、話がある

ということは確認しております。 

○村椿敏章委員 今回のチラシを出したのが10日

ですよね。10日のチラシですけれども、契約はも

うしてしまったのですか。 

○寺口貴広生活環境課長 契約は３月３日付で締

結しております。 

○村椿敏章委員 人員もいない中で契約したこと

も、やはり網走市の責任ですよ。非常に問題があ

ると思います。 

問題は、これが集まらなかった、そして、ちゃ

んと動かすことができなかったといったときに、

困るのはどなたですか。網走市民ですよね。だか

ら、その辺を確認してやらなければいけないわけ

ですよね。 

それをしていないということですから、大変な

ことだと思う。 

もう一度確認しますけれども、募集に対して何

人集まったか、教えてください。 

○寺口貴広生活環境課長 先ほどもお答えしたと

ころでございますが、まだ正式に採用の通知を出

した人はいないと聞いております。 

○村椿敏章委員 正式に採用の通知を出した人は

いないと。 

では、募集に対して何人応募されたか、確認し

ていますか。 

○寺口貴広生活環境課長 確定な数字は、今、把

握してもおりませんけれども、複数名、面談等を

行っていると聞いております。 

○村椿敏章委員 もうあと２週間もないのですか

ら、すぐ面談してというのは当然だと思います

が、それで、やる気があるなら、すぐ契約しませ

んか。だって、人数が足りないのですから。 

ここに経験不問、年齢不問と書いているのです

から、誰でもできます、というような。そうは言

わないですけれども、年齢も当然あると思います

けれども、まだ確定していない。 

本当に愛和産業はやるつもりがあるのですか。

それは確認していますか。 

○田邊雄三市民環境部長 今回の業務は企画提案

型で、相手型の事業所、企業の意思を確認し、そ

の履行も確認した上で、信用性も確認した上で、

契約に至っております。 

業務開始するに当たっては、一定期間の準備と

いうのが、当然、必要だと思いますので、そこの

準備期間も取った上で、今回契約をしておりま

す。 

先ほど申し上げましたとおり、次の事業者の契

約期間は４月１日から。その前に確認することは

あるでしょうけれども、現在はまだその準備を向

こうがしている段階というふうに我々も認識して

おりますので、その期間が終わり、４月１日の前

に様々な確認をして、４月１日の業務開始を迎え
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るというふうに思っております。 

○村椿敏章委員 もう一つ、今回のプロポーザル

すること自体も私たちは反対して、修正案を出し

ましたが、このプロポーザルの実施要領の中に、

破砕・リサイクル施設及び最終処分場維持管理業

務に係るプロポーザルの審査基準表というのがあ

ります。 

これの中の１番目から、信頼性、会社概要にお

ける信頼などがあるかどうか、それから、業務評

価が似たような業務の実績、経験を有しているか

と。 

３番目に、業務責任及び作業員の配置と。業務

遂行上、必要な知識と実績を有する現場責任者、

作業員が配置され、適正な実施体制を有する、ま

たはその見込みがあるかどうかと書いてあります

よ。 

でも、この配点が５点しかない。非常に点数の

配分が小さいのかなと思います。 

というのが、今回、提案の内容のところに重き

が置かれていて、破砕・リサイクル施設における

減容効果、この減容策が提案されているかどうか

というところが20ポイントある。 

それと、その下にもある最終処分場の延命化効

果を最大限に引き出せる埋立て手順が提案されて

いるかどうかが20ポイントあります。 

そもそも、先ほど言ったように、業務を遂行で

きるかどうかというのが一番問題なわけだから、

ここが５点と20点って、あまりにも差がありすぎ

ると思いますけれども、なぜこのような配点にし

たのですか。 

○寺口貴広生活環境課長 今回のプロポーザルに

つきましては、最終処分場の延命化ということを

第一に考えて行ったものでございますので、その

延命効果につながる破砕・リサイクル施設への減

容効果、最終処分場の減容効果、ここがやはり配

点を厚くしたというところでございます。 

○村椿敏章委員 そうですよ。だから、プロポー

ザルにしたのが間違っていたということですよ。 

プロポーザルにしたら何でもいいということで

はありません。 

私もあのときに言いましが、プロポーザルをし

たのは、地元の事業者がいないところ。ほかの事

業者に入ってきてほしいと。 

網走市にある事業者が今一生懸命やっているの

に、その事業者を無視して、ほかの事業者を入れ

るなんてことを、やってはいけないのではないで

すか。これは本当に間違っていますよ。 

このまま愛和産業に任せるような形に、私はで

きないのではないかと思います。 

しっかりとここについて、この後も議論したい

とは思いますけれども、まず、プロポーザルをし

た理由はそういうことだ。 

だけれども、本来、業務を遂行しなければいけ

ない。こちらに重きを置くべきだったと思います

が、いかがですか。 

○寺口貴広生活環境課長 業務を遂行すること

は、当然、大切なことではございますが、今回プ

ロポーザルを行った目的としましては、繰り返し

になってしまいますが、最終処分場の延命化が一

番と考えて行ったものでございます。 

○井戸達也委員長 ここで、昼食のため、暫時休

憩いたします。再開は、午後１時といたします。 

  午後０時00分 休憩 

───────────────────────── 

午後１時00分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

質疑を続行いたします。 

村椿委員の質疑から。 

○村椿敏章委員 午前中に引き続いて、リサイク

ルセンターと破砕処理事業について伺いたいと思

います。 

先ほどの答弁から行きますと、参加資格の確認

が十分にされていないということがわかりまし

た。 

それで、先ほど名簿などは出されていないのか

という話をしていますが、この仕様書の中の４

ページの11番に提出書類というのがあります。 

そこには、業務責任者の届けと、業務に従事す

る従業員名簿及び職務分担表、それから、従業員

の就労状況などを提出しなければならないとなっ

ていますが、これはないということでよろしいで

すか。 

○寺口貴広生活環境課長 こちらの仕様書につき

ましては、契約書の添付書類でございますので、

契約が締結した後に、こういう書類を提出してく

ださい、ということになりますが、これにつきま

しても業務期間が始まるまでに提出すればよいと

いう理解でございます。 

○村椿敏章委員 業務開始までにできればいいと
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いう考えかもしれませんが、非常に心配ですよ

ね。 

そして、先ほどの、確約を取っています、とい

うところで言えば、すぐにでも従業員名簿、北見

市内の本社にいる方の名前を挙げてもらうとか、

しっかりと整備していく必要があると思います

が、いかがですか。 

○寺口貴広生活環境課長 今現在、募集をしてお

りますので、まずは現在募集している人員の確保

が、どこまでできるかというのはありますけれど

も、そこを優先的にしていきたいと考えておりま

すので、それらが整った時点で提出していただき

たいと考えております。 

○村椿敏章委員 やはり弱いと思いますね。 

この事業を遂行させるためには、人員が必要だ

ということですから、ここの（２）には、名簿に

異動が生じた場合は速やかに報告するものとす

る、ということですから、これがないまま進めて

いくこと自体、おかしいのではないですか。 

○田邊雄三市民環境部長 今回の契約について

は、４月１日以降に履行する部分、それまでにそ

ういう名簿等々の書類が揃っているということで

認識をしています。 

また、今回、事業所の体制をどうするとか、 

そういったものは、４月１日までに事業者が事業

計画の中でやっていくということでありますの

で、そこは事業者で考えるべきもの。 

我々としては４月１日前にそこを確認して、４

月１日の履行を確認していく。 

名簿の提出前、関係書類の提出前、そこは口頭

で確認をしているところでございます。 

○村椿敏章委員 ですから、この受託者が十分な

人員を揃えているかどうかというところは、今回

のプロポーザルの参加資格のところにも、当然、

及んでいるのですよ。 

それをもらわないで参加資格を与えて、そし

て、プロポーザルをして決めてしまった。これは

市の問題ですよね。そう思いませんか。 

市の責任として、これはちゃんと取らなければ

いけないものだと思いますが、いかがですか。 

○田邊雄三市民環境部長 参加資格時にはそのよ

うな書類の提出は求めておりません。履行までに

それを確認する、履行後に変更があった場合に

は、その名簿を訂正していただく、そういったこ

とで理解をしております。 

○村椿敏章委員 それだと、先ほどの廃棄物の処

理及び清掃に関する法律施行令に反していますよ

ね。 

そういう体力があるのか、そして、人員配置が

されるのかというのを確認しなければならないと

いうのは、網走市がしなければいけないのですか

ら。 

それを、後からつけるのでいいというわけには

いかないですよ。 

だって、ほかの入札の参加だって、何だって、

そういう会社であるかということを確認するでは

ないですか。これはしていないということではな

いですか。 

○田邊雄三市民環境部長 今回のプロボーザル方

式において、会社の信頼性ですとか、体制ですと

か、そういったところの確認を行っております。 

これから始まる業務ですので、そこができるの

かどうかというところは、実際にやってみない

と、というところはあるかもしれませんけれど

も、そこの担保として、会社の信頼性、実績、そ

ういったことを勘案しての決定となったところで

あります。 

○村椿敏章委員 それでは、このプロボーザルの

審査において、どのような点数がついたのか、お

聞かせください。 

○寺口貴広生活環境課長 プロボーザルの採点の

結果でございますが、最優秀提案者として決まり

ました愛和産業株式会社につきましては851点。

優秀提案者、次点者でありますシティ環境株式会

社につきましては、704点という結果でございま

した。 

○村椿敏章委員 それは市でも公開している部分

ですので、わかるのですが、企業の評価だとか、

事業の実施体制、それから、提案内容、価格の評

価などを合わせて、配点が１人100点のものを審

査したわけですよね。 

ですから、この企業評価の部分、実施体制など

についての部分、結局は11項目にわたって配点さ

れているのですけれども、そこについて、おのお

の確認させていただきたいと思います。 

○井戸達也委員長 休憩いたします。 

 午前１時08分 休憩 

───────────────────────── 

午前１時13分 再開 

○井戸達也委員長 それでは、再開いたします。 
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村椿委員の質疑に対する答弁から。 

○寺口貴広生活環境課長 審査結果の評定の内訳

について、初めに最優秀提案者である第１提案者

の業務責任者及び作業員の配置に関する点数でご

ざいますが、42点となっております。 

続いて、設備・機器の適正仕様の項目につきま

しては44点となっております。 

続いて、優秀提案者であります第２提案者の採

点でございますが、業務責任者及び作業員の配置

につきましては39点。設備・機器の適正仕様につ

きましては、38点となっております。 

○村椿敏章委員 最優秀のほうがここの部分につ

いては高いということですね。 

ただ、先ほど言っていた、体制が取れているか

どうかというところから言ったら、この点数のつ

き方については、問題があるような気がします。

ここについても非常に問題があるのではないのか

なと思います。 

先ほど、大丈夫なのですか、という話をしたと

きに、確約を取っているから大丈夫だ、と言われ

ましたけれども、そういうものではないと思いま

す。 

しっかり遂行できるだけの組織であることを確

認すべきですし、それをしてこなかった網走市に

は大きな責任があると思います。 

そして、今、募集をしていますが、なかなか集

まらないような状況が続いているわけですから、

網走市は早急に対応策を検討すべきだと思います

が、いかがでしょうか。 

○寺口貴広生活環境課長 新たに受託する事業者

から従業員の確保等につきまして相談があった際

には、協議して、一緒に考えていきたいと考えて

おります。 

○村椿敏章委員 事業者任せではなく、網走市側

も本当に実行できるかというところが一番問題だ

と思いますので、事業者から申出があっただけで

はなく、網走市側からもそういう話をしていくべ

きだと思いますが、いかがですか。 

○田邊雄三市民環境部長 人員の確保につきまし

ては、受託業者が責任を持って揃えるべきだとい

うことになりますので、我々は事業者が提案して

きた、約束をしたところを確認するということで

努めたいと思っております。 

○村椿敏章委員 納得が行かないのですが、ぜひ

検討していただけたらと思います。 

次の質問に移ります。リサイクル資源物収集事

業と、一般ごみ収集業務、それから、生ごみ堆肥

化センター管理運営事業、これは一般公募を今

行っていますが、現在、入札の参加者は何社あり

ますか。 

○寺口貴広生活環境課長 今、３事業につきまし

てお尋ねがありましたが、昨年と同様に一般競争

入札をすることで事務を取り進めておりますが、

本場事業につきましては開札前のため、何社から

申請があったかということについてはお答えいた

しかねます。 

○村椿敏章委員 なぜこれをお聞きしたかという

と、一般競争入札で公募をしていますが、これが

集まらなかったときはどうするのかなと。そうい

うことですよ。 

指名競争入札であれば、そのことについて心配

しなくてもいいと思うのですけれども、一般公募

にした結果、入札できないということになりかね

ないわけですよね。ですから、確認したいなと

思ったわけです。 

それでは、複数の事業者が公募されているとい

うふうに考えてよろしいですか。 

○寺口貴広生活環境課長 繰り返しになりますけ

れども、本事業につきましては開札前のため、複

数かどうかということを含め、お答えいたしかね

ます。 

○後藤利博副市長 今、競争入札というお話がご

ざいまして、法的な考え方ですけれども、指名競

争入札をした場合は、参加される方が１社しかい

ない場合、その入札は成立いたしません。 

それから、一般競争入札をした場合は、何社来

るかわかりませんけれども、１社でも参加されれ

ば成立いたします。 

○村椿敏章委員 入札ですから、複数かと思って

いました。私の認識の誤りです。 

では、１社以上はあるというふうに考えます。 

次の質問に移ります。最終処分場整備検討事業

の内容について伺いたいと思います。 

○寺口貴広生活環境課長 最終処分場整備検討事

業の事業内容でございますが、現在の最終処分場

の使用期限や、中間処理施設の整備状況を見据え

ながら、次期最終処分場の整備についても検討を

進めていく必要があることから、まずは敷地内に

新たな処分場を整備する準備として、環境影響調

査を先行して行おうとするものでございます。 
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○村椿敏章委員 最終処分場が逼迫している状況

ですから、次なる最終処分場の検討をする準備段

階に入ったというふうに捉えます。 

次の質問に移ります。地球温暖化対策について

ですが、昨年、24万6,000円から43万円に増額と

なっています。この事業内容について伺いたいと

思います。 

○八百坂則勝生活環境課参事 新年度の事業内容

につきましては、市民及び企業を対象とした講演

会を２回実施し、市民・事業者の脱炭素に関する

知識の向上を図るとともに、地域全体で脱炭素に

向けて地域プラットフォームの仕組みづくりに取

り組む内容となっているところでございます。 

内訳としましては、講演会及び地域プラット

フォームの仕組みづくりなどにかかる講師の旅費

及び謝礼として26万1,000円、消耗品費８万8,000

円、役務費５万8,000円、会場使用料として２万

3,000円となっているところでございます。 

主な増の原因としましては、先ほど御説明しま

したとおり、講演会を実施するということが主な

増の要因となっております。 

○村椿敏章委員 内容についてはわかりました。 

温暖化対策ですね。ゼロカーボンシティを宣言

した網走市ですから、温暖化対策、今、出してい

る計画も2030年までに40％削減というふうにも

言っているわけですから、早急に進めるべきだと

思います。 

そこで、対策として動き出しているのは、一つ

は住宅のリフォームなども、一つ一つ進んできて

いるかなと思いますし、それから、断熱性能の高

い新築住宅についても出てきていると思います。 

一方で、もう一つ、あばしり電力があると思い

ますけれども、このあばしり電力の活動をもっと

進めていく取組をしてほしいという部分も、網走

市は意向として出していく必要があるのかなと思

いますが、いかがでしょうか。 

○八百坂則勝生活環境課参事 あばしり電力を含

めた省エネに関する取組についてですが、御相談

等があれば、都度、検討していきたいと考えてい

るところでございます。 

そのほか、先ほど委員の御指摘がありましたと

おり、当市では地球温暖化対策実行計画の策定を

しておりまして、当然、省エネの導入のポテン

シャルとしては、太陽光パネルも有用だというこ

とは確認しているところでございますので、そう

いったところも併せて相談があれば、ぜひ対応を

していきたいと考えています。 

○村椿敏章委員 太陽光パネルを利用して、再生

可能エネルギーをやっていきたいのが、今、あば

しり電力ですよね。 

そして、蓄電池もかなり作れるというところで

すから、そういう有効利用も網走市として構想を

立てながら、地球温暖化対策が進むように、具体

的に検討していく必要があるのかなと私は思って

いるのですけれども、いかがですか。 

○田邊雄三市民環境部長 あばしり電力につきま

しては、現在、潮見小学校に電力の供給、潮見コ

ミュニティセンターにも電力の供給、また、小学

校へのエアコンの設置で、潮見小学校にエアコン

が設置されて、高圧充電になるのに伴って容量を

増大しておりますので、そういった取組が、今、

なされておりますので、そこの状況を見て、まず

はそこをしっかりやっていただいて、その後の展

開は、あばしり電力の事業計画によるところと考

えております。 

○村椿敏章委員 あばしり電力のことだから、そ

こにはあまり踏み込まないというふうに、私は聞

こえたのですが、網走市がどうやって対策をして

いくかというところの一つにあばしり電力も入っ

ていくでしょう、ということを私は言いたいので

すよ。そうは考えていないということですか。 

○秋葉孝博企画総務部長 あばしり電力の設立に

当たりましては、企画調整課で担当しまして、出

資金1,000万、それからガイシの6,000万、7,000

万で会社を設立しております。 

設立以降、うちでは副市長が役員に入っている

のですけれども、経営状況も含めて常に事業計

画、それから、検証も含めてやっております。 

今回、代表質問でもお答えしているのですけれ

ども、まず、さらに私有遊休地をどこかできない

かという検討を進めております。 

それに加えまして、呼人にありますＮＧＫオ

ホーツクでは、太陽光発電と蓄電池を置きまし

て、春から発電を開始するところです。 

この面につきましては、代表質問でもお答えさ

せていただいておりますので、御確認いただけれ

ばと思います。 

また、今後の事業展開につきましても、出資者

として、その辺は常に意見交換をやっております

ので、様々なことに、さらに地域に広がるように
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努めていきたいと考えております。 

○村椿敏章委員 あばしり電力の取組が遅れてい

るということを言いたいわけではなくて、今やっ

ていただいている電力会社があるわけですから、

市民への啓発にもつながるかなというところも含

めて、ぜひ網走市の温暖化対策の部分でも、一緒

と言うのですかね、そういうことも考えていって

いただけたらなという意味で質問したわけです。 

わかりました。 

次に民生費の胃がん検診、肺がん検診、大腸が

ん検診、子宮がん検診の額が去年より減っている

のはなぜなのか、伺いたいと思います。 

○今野多賀子健康推進課参事 がん検診につきま

しては、予算における受診者数について、過去の

実績に基づき算出しております。 

これにより予算は減少しておりますが、こまめ

な広報と個別電話勧奨、個別通知を行うことによ

り一定の効果も見られていますので、今後も同様

の周知活動を行う予定です。 

○村椿敏章委員 減っているというのは、実績が

当初の予算よりも少ないという現状があるという

ことでしょうか。 

その辺も含めて答えいただければ、納得が行く

かなと思いました。どうでしょうか。 

○今野多賀子健康推進課参事 当初の予算よりも

受けた人数は少なくなっていたため、前年度の実

績等で予算をつけている形になります。 

令和６年度につきましては、今、挙げていただ

いた胃がん、肺がん、大腸がん、子宮がん検診と

も増加が見られております。 

○村椿敏章委員 それでも、増えているというの

は喜ばしいことですね。 

とにかく重症化にならないように、がん検診を

もっと勧めていただけたらと思います。 

次に健康診査事業。昨年が520万3,000円で、今

年1,035万5,000円で、約２倍になっています。 

この健康診査事業の実績と、増えている理由が

どうなっているのか、伺いたいと思います。 

○今野多賀子健康推進課参事 健康診査事業の実

績ですが、先ほど令和６年度、増加が見られてい

るということをお伝えしましたが、胃がん検診が

916人、肺がん検診が1,307人、大腸がん検診が

1,411人、乳がん検診が525人、子宮がん検診が

446人で、全て増加が見られておりますが、まだ

年度途中でありますので、最終的な数字ではござ

いませんが、増加が見られているところです。 

あと、510万円ほど増加していますのが、健康

管理システムの保守委託料及び使用料と、ミニ

ドック健診の会場使用料の２点となっておりま

す。 

○村椿敏章委員 実績が増えているから、ここが

増えるわけではなくて、健康管理システムの標準

化事業が一緒に盛り込まれていますが、それに関

わって健康診査事業のお金が上がっているのでは

ないかなというふうにお聞きしたのですけれど

も、今、そういう御答弁だったのですか。 

○今野多賀子健康推進課参事 健康管理システム

保守委託料及び使用料につきましては、地方公共

団体情報システムの標準化に関する法律により、

省令で定める標準化のための基準に合わせたシス

テムへの移行方針が示されていることから、現行

システムの改修作業を行います。 

改修に伴う保守委託料及び使用料として、475

万8,232円が計上されています。 

また、ミニドック健診につきまして、令和７年

度は旧保健センターを会場として行いますが、秋

のミニドックに関しましては、旧保健センターが

改修工事の予定になっておりますので、エコーセ

ンターで行うための会場使用料として34万2,000

円となっております。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

次に、児童館管理運営事業について伺いたいと

思います。 

この特定財源の国庫補助金が1,314万2,000円

で、昨年の858万から450万円も増えているのです

が、これはどうして増えているのか、伺いたいと

思います。 

○東出信幸子育て支援課参事 国庫補助金が増え

た理由につきましては、算出基礎となる交付要項

に基づく補助単価や、開所日数加算基準額の増加

及び夏休み等の長期休暇における長時間開所加算

基準額の増加により、国庫補助金が増加しており

ます。 

○村椿敏章委員 時間の延長だとか、夏休みの期

間が長いとか、短いとか、そういうところから、

国庫補助金が増えたということで理解しました。 

そして、開館時間ですね。例えば夏休みや運動

会の次の日などの月曜日、こういうとき、時間を

15分でも早くしてほしいという声があるというこ

とを今までも話させていただきましたが、そのこ
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とについてはいかがでしょうか。 

○東出信幸子育て支援課参事 開館時間につきま

して、令和６年度に利用者に対するアンケートを

実施いたしましたが、その結果は、回答の提出が

約５割となり、そのうち８時前の開館を希望する

方が回答中の３割弱、利用者全体の１割強という

結果でした。 

その一方で、一部の保護者からは児童館の先生

方の負担も増えるので、そこは子育て世帯向けに

各会社の子育て理解を促していくことで解決でき

ればよいと思う、という御意見もいただいており

ます。 

御意見にあるとおり、開館時間の変更には職員

の勤務時間やシフトの課題もあること、また、保

護者の就労状況も毎年変動があることなどから、

変更を希望する理由の把握や、近隣市町村の状況

なども含め、引き続き研究してまいります。 

○村椿敏章委員 アンケート調査もしていただい

て、声も聞いていただいたところは、ありがとう

ございます、と言いたいと思います。 

引き続き、そういう要望があるかどうかも含め

て、聞いて、検討していただけたらと思います。 

次に、高齢者等助成サービスについて伺いたい

と思います。 

今年は、拡充されて668万9,000円になっており

ます。この理由は何なのか、伺いたいと思いま

す。 

○小沼寛人介護福祉課長 増額の理由についてで

すが、こちらの事業、民間事業者への除雪の委託

料ですとか、町内会やシルバー人材センターへの

委託料といったことで支出をしている事業でござ

います。 

これについては、これまでの実績などを参考

に、今年度について若干の増額ということで算定

をさせていただいたところでございます。 

○村椿敏章委員 ただ、かなり増えたかなと思い

ました。 

それは、何か内容が変わった、件数が増えるよ

うなことで考えているのか、中身が変わっていっ

ているのか、その辺についてはどうでしょうか。 

○小沼寛人介護福祉課長 単価については、令和

６年度に見直しをさせていただいておりまして、

令和７年度については同様の単価といったことで

考えてございます。 

除雪の委託料ということなので、その年の雪の

降る量ですとか、降雪の回数によってなかなか読

めないところもあるのですが、この間の実績等々

を参考にさせていただいて、今年度については増

額での算定をさせていただいたといったことでご

ざいます。 

○村椿敏章委員 この間、シルバー人材センター

の職員の方から、除雪に関わる方が減っていると

いうふうにも聞いています。 

ただ、やはり高齢者で困っている方も多いです

から、町内会除雪ももっと増やす必要があると思

います。 

早い時期から町内会への周知を図ってほしいと

思いますが、いかがでしょうか。 

○小沼寛人介護福祉課長 町内会については、今

年度も市の広報紙で、除雪受託町内会の募集につ

いて実施させていただきました。 

令和７年度についても、今、委員から御指摘が

あったように、少し早めに、といったことなの

で、そこら辺を念頭に置きながら、広報紙による

周知に加えまして、生活支援体制整備事業の中の

協議隊には各地区の町内会の方も参加しておりま

すので、丁寧な制度の説明を行い、受託町内会の

増加に取り組んでまいりたいと考えております。 

○村椿敏章委員 よろしくお願いします。 

終わります。 

○井戸達也委員長 それでは、次の質疑者。 

○栗田政男委員 残り時間20分。早速、質問に入

ります。 

私からは、移動型医療サービス推進事業。俗に

言うＭａａＳ事業だと思います。 

この事業は、いよいよ７年度から実質運行とい

うことになると思います。 

初期投資を含めて、今年どれだけ予算がついて

いたか忘れてしまったのですが、１億円近くは多

分かかっているのではないかと思います。 

まずは検証の段階だったので、今年度の実績と

いうのは、参考までにどのように動いたかという

ことをお聞かせいただきたいと思います。 

○本橋洋樹健康推進課長 移動型医療サービスの

令和６年度の実績についてです。 

令和５年度より実証運行を開始しており、御協

力いただいております網走厚生病院に加え、令和

６年４月よりさらしな内科クリニックが加わりま

した。 

また、令和７年３月より、道立向陽ヶ丘病院に
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も、事業に御参加をいただいております。 

令和６年度の実績につきましては、網走厚生病

院が患者５名、診察24件、さらしな内科クリニッ

クが患者28名、診察43件、道立向陽ヶ丘病院が患

者２名、診察２件となっております。 

○栗田政男委員 それぞれ運行をこれだけしたの

だと思うので、ドライバーは外注していると聞い

ていますので、その辺の件数もこれと同じで、ど

れくらい出たかというのは数値を抑えています

か。 

 質問がちょっとわかりづらかったかもしれませ

ん。申し訳ございません。 

何回出たのか。それによってドライバーを外注

で頼んでいるので、そうすると費用も出てくるの

ではないかと思いますが。 

○本橋洋樹健康推進課長 稼働日数になります

が、３６日間になります。 

○栗田政男委員 これもいろいろ細かく言えば切

りがないのだけれども、ちなみに、ドライバーと

いうのは１日当たりにどれくらい費用がかかって

いますか。時間給なのか、日給なのか。 

○結城慎二健康福祉部長 車両の運行及び車両の

管理を含めて、この事業の受託者からの再委託と

いうことで、市内の交通事業者、公共交通の事業

者に担っていただいております。 

今、お尋ねの点で行きますと、運行１回に当た

り幾らの費用がかかっているかということだと思

いますけれども、時間によって単価が変わってお

りまして、２時間を超えた場合は２万5,000円、

それ以下の場合は１万2,500円ということでやっ

ています。 

○栗田政男委員 当然、費用はかかるし、そうい

う問題だと思います。 

当初、この事業が提案されたときに、僕がすご

く心配したのは、北海道で初めて導入されるとい

うことですから、もしかすると北海道に必要のな

いものなのかなという認識を持っていました、正

直。 

確かに、本州の山間地などでは有効な手段だと

いうことで活用している事例も見てきましたけれ

ども、当市の場合は、山がない網走ですから、高

いところが天都山、もしくは自衛隊の基地が一番

高い250メートルくらいだと認識しています。 

そういう中では、なかなかそこに行って設置を

して一生懸命コストをかけてやるよりは、移動し

てもらったほうが、全てに対してコスト的にはい

いのではないかなというふうに、どうしても思っ

てしまったのですね。 

そういう意味からすると、もう入ってしまった

事業なので、現道に車両も入っていますので、ぜ

ひとも有効に使っていただかないと困るわけです

よ。 

そういう中で、次の質問になるのですが、今回

予算をつけて、どういう運行計画で７年度はやる

予定でいるのかということをお伺いしたいと思い

ます。 

○結城慎二健康福祉部長 先ほど課長から答弁申

し上げましたとおり、網走厚生病院、さらしな内

科クリニックで実証運行を行ってまいりました。 

実は昨日から道立向陽ヶ丘病院に御参加をいた

だいて、事業を開始しております。 

まず、代表質問等でもお答えをしているところ

ですが、在宅診療で行っている従来の形の移動型

医療サービスにつきましては、令和５年12月から

行ってきた実証事業の中で、一定程度、課題が明

確化し、その解消も図られたという認識の中で、

この移動型医療サービスの運営協議会で協議をし

て、令和７年４月から本格運行、実装運行に移行

するという御確認をいただいて、その方向で現在

進めております。 

もう一つ、実は昨日から始めました道立向陽ヶ

丘病院の移動型医療サービスにつきましては、従

来の居宅型のものではなくて、福祉施設に対する

移動型医療サービスを提供しております。 

これは、まるきり新しいフローでの事業になる

ものですから、この方式については、しばらくま

だ実証を続けて、課題の明確化を図ろうと思って

おります。 

今後の考えでございますけれども、これからも

さらに参加いただける医療機関を募って、参加い

ただける医療機関が増えれば増えるほど、当然の

ように広く利用できる方も増えていきますので、

まずはそこをやっていきたいと思います。 

併せて、現在、近隣４町とも様々な協議をして

おりますが、そこへの広域化についても、まだ結

論は得ておりませんが、引き続き協議を行った上

で、１市４町に広域的にこの事業を展開できるよ

うな形で検討を進めてまいりたいと思っておりま

す。 

○栗田政男委員 実証の段階でしたから、件数が
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若干少ないのかなと。稼働も少なかったかなと。

これは仕方がないのかなと思いますが、いよいよ

本格稼働ということになれば、悠長なことは言っ

ていられないので、なるべくフル稼働していただ

きたい。 

もちろん、休みのときは別にしても、活発に活

用していただかないと、これを導入した意味が全

然出てこないですね。 

まさしく、先ほど言ったように、当市の場合は

逆に距離が近いので、人を運んだほうが早いとい

うことは多々あると思います。 

ただ、今まで実験の段階ですから、いずくて

も、何とか実験の成果を上げなくては、という理

由があると思います。 

ところが、近隣他町においては、やはり恵まれ

ていない医療環境から、すごく活用できる可能性

もありますよね。 

もっと言うと、いろいろ間口を広げたいという

お話でしたから、大学病院等に直接アクセスでき

るような環境を作ってあげれば、網走で受けられ

ない医療サービスを供給できますよね。 

だから、そういう可能性があるので、凝り固

まって、一つあれだったのは、一番見ていて役所

的なのは、固まった事業だと、これしかやらない

というところが多々見られるのですよ。 

逆に言うと、場合によっては、ドクターが乗っ

て行って治療する車両に活用するということも、

いろいろな多方面の活用方法があるので、せっか

く買った以上は、有効に使っていただきたいなと

思うわけなのですが、それについての見解はどう

ですか。 

○結城慎二健康福祉部長 今、委員が御指摘のと

おり、この移動型医療サービスは様々な可能性を

秘めていると認識をしております。 

全国で20を超える自治体が、今、この医療Ｍａ

ａＳを導入しているわけですけれども、全国で本

当に様々な活用方法をしております。 

私どもが事業を委託している会社は、そのほぼ

全てに関与している事業者ですから、様々な情報

を得ることができます。 

まずは、今、実装運行に移行して、居宅診療型

の移動型医療サービスをしっかりやった上で、

様々な事業展開、何ができるか、この地域に何が

合っているかということも含めて、そこは少し幅

広に考えていきたいと思っています。 

○栗田政男委員 ぜひともしっかりと取り組んで

いただいて。 

全国で20しかないのですよ。勘違いしないで

よ。20自治体しか入れていないのだから。どれだ

け数あると思っているのですか。 

だからこそ、失敗してしまうと、ほかのところ

は導入しなくなってしまうし、何もならないとい

うことですよ。 

だから、心配しているので、しっかりやってく

ださい。 

次に行きます。墓地管理事業。これは合葬墓の

件ですが、現在の合葬墓、業者等に聞くと、非常

に劣悪な状況になっているような話もちらちら聞

くのですが、現況はどうなっていますか。 

○八百坂則勝生活環境課参事 潮見墓園合葬墓に

ついてですが、平成25年に使用を開始して、令和

７年度で12年目となります。 

現在の埋葬数は1,162名が収められている状況

となっております。 

合葬墓の推定納骨可能数は2,000名を想定して

おりますので、あと838名の納骨が可能と推計し

ているところでございます。 

また、過去５年間の年間納骨数につきまして

は、大体130名ほどで推移しておりますことか

ら、満杯になるまでの年数は約６年と考えている

ところでございます。 

○栗田政男委員 だから、マックス度で行くと、

ばらばらにしてお骨が入っているわけですから、

高くなってくると崩れてくるわけですよね。 

原課は、当然、それを確認しながら、常時対策

をしていると思いますけれども、やはり人の最期

の生命の痕跡のかけらですから、あまり粗末なこ

とはしないで、しっかりと対応していただきたい

のと、逆に言うと、傾向的には増えるほうが多い

のかなと。非常にそのような気がしていますの

で。 

どうなのでしょうね。次の計画もしっかりと揉

んでいただいて、第二、第三手を作ってあげない

と駄目でしょうけれども、その辺の考え方はどう

なっていますか。 

○八百坂則勝生活環境課参事 合葬墓の今後の計

画等につきましては、今、委員が御指摘のとお

り、満杯で使用ができなくなるということがない

ように、時期を計り、拡幅工事については検討し

てまいりたいと思います。 
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○栗田政男委員 市長もこれは考えてくれている

と思うから、当然、みんなの最期のあれは、しっ

かりと祀ってあげるというのは、やはりあれなの

で、それに対して反対する人もいないでしょうか

ら、しっかり取り組んでいただきたいと思いま

す。 

続けて環境対策ですが、潮見地区、駒場地区、

夏の間の匂い問題ですよね。 

これは非常に、多分、職員の皆さんも上に住ん

でいる方が多いので、感じていらっしゃると思う

ので、気温とかいろいろな条件によっては非常に

不快な思いをしているのですが、原課としてはど

のように捉えていますか。 

○八百坂則勝生活環境課参事 委員が御指摘の事

項についてですが、住民等から異臭による生活環

境に支障を受けているという旨の相談、通報を受

けた場合、原因場所の特定に向けた調査や、原因

者への改善指導などの対応をしているところでご

ざいます。 

また、市では市内複数箇所で６月から10月の毎

月１回、臭気パトロールを実施しておりますの

で、苦情、相談があった場所については随時巡回

ルートに加えるなどして対応をしているところで

ございます。 

お話にございました潮見地区の異臭につきまし

ては、これまで市に情報が来ておりませんでした

ので、今後、調査、巡回ルートに入れるなど対応

を考えてまいりたいと考えております。 

○栗田政男委員 コロナ禍で何が増えたかという

と、実はあまり人がたむろできないので、家族内

で、ガレージ等でバーベキューをするのがすごく

増えたのですよ。 

その影響か、アウトドアのブームが影響なのか

わかりませんけれども、外で、やはり煙もたくさ

ん出ますし、家の中ではできないので、そういう

ふうに考えたときに、食事しているわけですよ

ね。そのときにあの匂いというのは、これは到底

我慢できないものです。 

多分みんな、そういう経験をしているでしょう

し、場合によっては、市が対策をしないのかとい

うような苦情もたくさん寄せられているので、そ

れは、市民の声をたくさん、今、しますから、と

いうことで、現況を確認しないと、なかなか難し

いということなのかな。 

○八百坂則勝生活環境課参事 御指摘の件につき

まして、当然、異臭の感じ方につきましては、個

人差も大きいことや、事務所などから発せられる

臭気なども、改善度合いの限界とかもあるかと思

いますが、当方としましては、個別に丁寧な対応

をしてまいりたいと考えております。 

○栗田政男委員 昔、松浦地区の養豚事業者が大

変な臭いを出した時期があります。今から20年前

くらいですけれども、やはり技術革新で、今、臭

いというのは消せる技術があります。 

それはやはり事業者が出しているはずなので、

確認をして、お願いをして、協力してもらわない

と大変ですよね。 

他町では、町の真ん中に牧場があって、大変な

思いをしている地域もあります。網走にもちょっ

とそういうところがあるのですけれども。 

彼らの言い分としては、町が後から来たのに何

をおっしゃいますか、という話ですよ。確かにそ

うです。 

だけれども、事業者というのは、ある程度、社

会性も持たなくてはいけないので、協力していた

だかないと困ります。そこに住んでいる住民に迷

惑をかける必要はないのですよ。 

本当に難しいことではありますけれども、努力

すればやれることだし、お金さえかければ臭気対

策はできる時代に入っていますから、よろしくお

願いしたいと思います。 

それと、私に残された時間もあまりないので、

廃棄物が出ていました。これは各委員会等で個別

に対応してきましたので、ここではあえて言いま

せんが、今、いろいろ村椿委員からも言われたよ

うに、業者が変わるということです。 

業者が変わるということは、４月に用意ドンで

新しい業者が入る。各車両も持ち込んでいるもの

が多々ありますが、あそこには。そうすると、そ

れを全て用意するというのは大変な作業だと思い

ます。 

もちろん、現存で、今、受託している業者は、

受けるつもりで入れた車両もあっただろうし、そ

れを一旦みんな撤去しなければいけない。 

重機類もリフトも含めて、あそこにかなりの車

両がありますよね。 

それをスムーズにやるというのは、なかなか難

しいでしょうし、新しい業者はやはり新規に購入

して、それに対応しなければいけない部分もある

のではないかと思うのですが、ここで聞きたいの
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は、業者が変わったことによって、コスト面の増

加はないのでしょうね、ということですよ。どう

でしょうか。 

○寺口貴広生活環境課長 事業者が変わったこと

によるコストの増加ということでございますが、

今回につきましては、プロポーザル方式で事業者

を決定したわけでございますが、私どもで設定し

ました限度額内で契約を締結できましたので、過

度な負担にはなっていないと考えているところで

ございます。 

○栗田政男委員 当然、契約、議会も通って交代

することになるのです。こうやって予算を審議し

ているわけですから、コストが上がると、そこ

に、余分に、今までの業者よりも新しい業者が、

購入する部分で補填をするとか、いろいろなこと

が出てくることは、絶対にあってはいけないです

ね。 

特に今回の事例については、まさしく同額であ

るべきであろうし、そういう内容だって、今、答

弁なので、今後、それに対して、例えば重機を買

うので補助してほしいだとか、いろいろと発生す

るということが絶対ないということを、ここで確

約できますか。 

○寺口貴広生活環境課長 事業者で用意していた

だく車両については、仕様で定めてございますの

で、そこは事業者の責任で用意するものと考えて

おります。 

○栗田政男委員 確約をしていただくということ

で、いいですね。 

部長もいいですね。大丈夫ですね。 

○田邊雄三市民環境部長 今回の契約につきまし

ては、３年間の契約をしておりまして、その金額

でやっていただくということになりますので、現

在の仕様でやる分については、その金額でやると

いうことで考えております。新たに追加の経費が

かかるということはないと考えております。 

○栗田政男委員 確約をいただいたということで

理解をしたいと思います。 

もう１点、これは本当に心配しているのです

が、渡す側の業者というのは３月31日までしっか

り仕事をしてくれるはずです。 

ただし、引継ぎはそれほど力を入れてやってく

れるわけがない。このようなことは常識で。 

となると、全て仕様からあれは、市の担当され

る職員の方々が指導するとか、いろいろなことを

しなければいけない事例が出てくると思います。 

それに対応できるだけの知見だとか、今までの

経験値を、原課の皆さんはお持ちなのですか。そ

れを確認します。 

○田邊雄三市民環境部長 現在の契約は３月31日

まででありますので、そこはきちんと履行してい

ただく。４月１日からは次の事業者が契約してお

りますので、そこも履行していただくという。市

はそれを確認いたします。 

○栗田政男委員 部長はそう言っているけれど

も、まるきり新しい業者が入ってきて、用意ドン

で４月１日から今までの業者と100％同じ仕事を

できるわけがないと、普通は考えるのだけれど

も、今の答弁だと、それはそういう契約だから、

あなた方は好きにやりなさい、という話。そうい

う認識でいるのですか。 

○田邊雄三市民環境部長 業務につきまして、そ

こはやっていただくということで、同じようにで

きるかと言うと、そうではなくて、同じようにや

るところではなくて、ごみ処理をきちんとしてい

ただくということで判断していきたいと思ってお

ります。 

○栗田政男委員 心配だからお願いをしているの

です。 

今までし尿だとか、網走ならではのいろいろな

ことが出てくると思うので、原課の皆さんが今ま

で正直言って、ある程度、指定管理者に任せっぱ

なしの部分があったから、僕はちょっと心配だな

と。 

いろいろな知見でお手伝いしながら指導してい

ける、しばらくの間、移行期間、やっていけるの

かなというのを心配して……。 

それが、いろいろな問題が出てきて止まってし

まった場合は、市民に影響を与えるということで

すよ。 

今、部長が言っているのは、それはそういうも

のでしょうと。 

そのように簡単に線を引いて、次の日から新し

い業者が新しい機械を持ってきて、新しい人を入

れて、スムーズに行けるわけがないという心配を

しているのに、そのようなことは気にしないでく

ださい、ということなのですか。 

○田邊雄三市民環境部長 とはいっても契約です

ので、そこはやっていただくということで、御心

配いただいているのはすごくありがたいことで、
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我々も事業者が変わるということは、何か起こる

かもしれないということを想定しながら、注意し

てやっていきたいと思っております。 

○栗田政男委員 部長も人の話を理解してくれな

いのですね。 

指導をしてあげてください、とお願いしている

のですよ。あなた方担当者がしっかりと指導をし

て、市民生活に影響のないようにやってほしい

と。 

引継ぎの業者が丁寧に全部教えるわけがないっ

てわかりますよね、気分的にも。そういうものだ

と思います。これは民間であっても同じです。 

そういうふうに考えたときに、そうやって、そ

れはもう契約しているのだから、あなたがやるの

は当たり前でしょう、という感覚とを捨ててほし

いと思う。 

そのようなことで契約をやったり、発注したり

しているから、おかしなことになっているので。

もうちょっと人間的なつながりでちゃんとやって

いくためには……。 

こちらは心配して、いろいろ提案しているの

に、それは契約だからいいよ、という。いまだに

考えは変わらないのですか。 

○田邊雄三市民環境部長 栗田議員がお話しのよ

うに、しっかりそこは市も入ってやっていきたい

と思っております。 

○栗田政男委員 終わります。 

○井戸達也委員長 それでは、次の質疑者、挙手

願います。 

○石垣直樹委員 それでは、質問させていただき

ます。 

まずは、高齢者等除雪サービス事業について伺

います。 

先ほど、村椿委員からもございましたが、私自

身は昨年度も質問させていただいたと思います。 

2024年11月号の広報あばしりにも記載されてお

りました。一定の要件を満たした65歳以上、障が

いがある方などが、チケットを買って、町内会単

位で行ってもらうという除雪事業ですが、加盟さ

れている町内会は、数に変更とか、増えたとか

減ったとか、現状ありますか。 

○小沼寛人介護福祉課長 町内会の数の御質問で

すが、令和５年度が18団体、令和６年度は17団体

といったことになっておりまして、１団体減って

おりますが、ここについては、その町内会が担当

されていた利用者世帯の方が利用しなくなったこ

とによって、その町内会については今年度受託を

していただいていないといったことになります。 

○石垣直樹委員 わかりました。 

内容を見ると、除雪車通過後の車庫前などとい

う、まさに高齢者がやってほしい部分ですけれど

も、なかなか利用者が伸びていないのが現状なの

かなと感じております。 

昨年度も同じことを言いましたけれども、もっ

と利用しやすいふうに変えていったほうが喜ばれ

るのではないかと思うのですが、原課の御意見を

お聞かせください。 

○小沼寛人介護福祉課長 この事業ですが、玄関

先から避難路として道路までといったようなこと

がありまして、どうしてもそこの面積につきまし

ては最小限度といった形にはなろうかと思いま

す。 

また、民間事業者に委託している部分について

は、ショベルローダー等々を使っていただいて、

除雪をしていただいておりますので、そこについ

ては、例えば車庫前ですとか、広く除雪がされて

いるのではないかなというふうに認識していま

す。 

○石垣直樹委員 面積を増やせとか、そういうの

ではなくて、利用しづらいという話をしていま

す。 

今、雪が降ったとき、町内会とかを見ると、近

所のタイヤショベルとか持っている人たちが無償

でやってあげています。潮見地区でも、駒場地区

でも見られます。 

結構大きいのを使って、近所のおばあちゃんの

家の前だからとか、やってあげていて、絶対に軽

油を使っているのに、持ち出しでこの人も大変だ

なと思いながら見ているのですけれども、この仕

組みがもっと使いやすいようになって、そういう

人たちの負担を軽減できればなと思うのですけれ

ども、次年度以降、検討する余地があるならば検

討してみてください。 

次に進みます。これも昨年度も質問しておりま

すが、高齢者農園事業、65ページですね、長寿

園。 

潮見にある、１年間に500円で畑を借りて、野

菜を作ることができる市民農園の長寿園でござい

ますが、これは60歳以上の方しか使えないのです

けれども、高齢者の方にすごく人気があって、１
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世帯１区画のみというものでございます。 

昨年秋頃、視察に行ってきたのですけれども、

様々な野菜がなっていて、高齢者の方々が作業し

ておりました。 

お話を伺うと、ここで作った野菜を高齢者ふれ

あいの家に持ち込んで、そこで高齢者の方に振る

舞っている方もいるそうで、大変人気な事業だと

思っております。ほかの事業にも波及する事業だ

と思います。 

予算も60万3,000円と、昨年よりは9,000円上

がっているのですけれども、今後、この長寿園に

ついて面積を増やすとか、利用者にアンケートを

取ってみるとか、何か考えが令和７年度はあるの

か、お聞かせください。 

○小沼寛人介護福祉課長 長寿園のお尋ねです

が、まず利用者については、令和５年度が106

名、令和６年度が115名と、９名ほど増加してい

るところでございます。 

面積については、今現在で１人当たり50平米程

度をお貸ししているような状態ですが、最大の区

画を取れても、150区画程度といったことになっ

ておりますので、今後の利用者の人数等にもよる

かと思いますが、なかなか面積を大きくすると

いった部分については、ちょっと難しいのかなと

いうふうに考えてございます。 

○石垣直樹委員 わかりました。 

野菜も高くなってきております。もっとこの需

要が伸びるのではないかと思いますので、よろし

くお願いします。 

○井戸達也委員長 石垣委員の質疑の途中です

が、ここで、暫時休憩といたします。再開は、午

後２時20分といたします。 

 午前２時11分 休憩 

───────────────────────── 

午前２時20分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開しま

す。質疑を続行します。 

石垣委員の質疑から。 

○石垣直樹委員 続きまして、77ページ、ごみス

テーション維持管理事業についてお伺いいたしま

す。 

昨年度290万円で、本年度170万円と減額されて

いるのですけれども、理由は何でしょうか。 

○寺口貴広生活環境課長 ごみステーション維持

管理事業の予算の減額の主な要因でございます

が、昨年度はごみステーション管理システムとし

て、ＧＩＳ、地理情報システム上に、ごみステー

ションなどの位置情報を乗せ、ウェブ上で情報管

理できるシステムを構築する委託料として、184

万8,000円を計上しておりましたが、それが完了

したことが減額の大きな要因となっております。 

○石垣直樹委員 ごみステーションを見回ってい

る方たちがいますけれども、その人たちはこの事

業に入るのですか。 

○寺口貴広生活環境課長 パトロールの事業につ

きましては別事業となりますが、今回、この事業

で構築しましたＧＩＳの地理システムは、パト

ロールの従事者も携帯の端末を持っておりまし

て、情報をタイムリーで共有できるようになって

おります。 

○石垣直樹委員 よくわかりました。素晴らしい

と思います。 

続きまして、ごみ処理理解促進事業ですが、こ

ちらも50万円ほど減額されております。理由をお

示しください。 

○寺口貴広生活環境課長 ごみ処理理解促進事業

の減額の主な要因でございますが、印刷製本費の

減少によるものです。 

これはごみ通信の印刷経費で、令和６年度は年

４回印刷していたものを、令和７年度は１回に減

らし、その分を広報あばしりに年３回、特集記事

として掲載することにしたためです。 

理由としましては、令和５年度から始めたＥモ

ニターアンケートにおいて、広報あばしり内の記

事として掲載したほうがいいなど、ごみ通信の全

戸配布の見直しについての意見も一定数あったこ

とから、統合することとしたものです。 

令和６年度はＩｎｓｔａｇｒａｍでの情報発信

を始めたところでもあり、今後も従来の紙媒体と

併せ、様々な手段を活用し、情報を発信していき

たいと考えております。 

○石垣直樹委員 わかりました。ごみ処理の理解

促進が進んだから、減額されたのかなと思いまし

たが、費用のかからない別の方法で進められてい

ることを理解いたしました。 

続きまして、79ページ、リサイクル資源物収集

事業と、リサイクルセンター運営事業と、生ごみ

堆肥化センター管理運営事業について伺います。 

昨年度から予算が上がっております。リサイク

ル資源物収集事業に関しましては、５年度が
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5,300万で、６年度が5,900万で、７年度が7,000

万になっています。 

ほかの３事業も、全て値段が上がってきている

わけです。リサイクル資源物収集事業に関しては

1,700万、リサイクルセンター運営事業について

は1,800万、生ごみ堆肥化センターに関しては900

万、２年前に比べると上がっているのですが、燃

料費の高騰と言われれば、それまでかもしれませ

んが、ほかの事業を見ると、スキー場の運営とか

を見ると、上がっていないものは上がっていませ

んよね。 

このように上がっていって、どこまで上がって

いくのか、原課はどのように考えているのか、お

聞かせください。 

○寺口貴広生活環境課長 今、お示しになりまし

た三つの事業の増加の主な要因といたしまして

は、委託料の増加でございますが、その中でもお

話にありました燃料費の上昇というところは、や

はり大きな要因でございます。 

また、令和７年度に向け、積算に当たりまし

て、車両経費の算定ですとか、諸経費の計上方法

を従来から見直したことによって、委託料が上

がったことも原因となっているところでございま

す。 

○石垣直樹委員 これからも上がり続けていく可

能性はあり得るということでよろしかったです

か。 

○寺口貴広生活環境課長 燃料費ですとか人件

費、そういったものの上昇があれば、それに伴っ

て上がっていくことはあろうかと思いますけれど

も、今回の諸経費の計上方法の見直しなどにつき

ましては、今後、基本的にはこの方法を続けてい

く予定ですので、それに伴う上昇というのはあま

りないのかなと考えております。 

○石垣直樹委員 燃料費が下がれば、今後、下が

る可能性もあるという認識でよろしかったです

か。 

○寺口貴広生活環境課長 そちらにつきまして

は、その時々の物価等に対応して判断していくこ

とになろうかと思います。 

○石垣直樹委員 わかりました。 

リサイクルセンター運営事業に関しましては、

先ほど来、村椿委員と栗田委員から質問がござい

ました。 

リサイクルセンター運営事業に関しては、人を

集められないのではないかと、栗田議員からは引

継ぎはうまくいかないというお話がありました。 

御存知のとおり、業者が４月から変わります。

今まで勤めていた方々を上手に引き継いで、次の

年に持ち越していくのかなと思っていたのですけ

れども、それは事業者の中身の話なので難しいと

思いますが、そういった促しとか、役所側からは

されないのでしょうか。 

○寺口貴広生活環境課長 従業員の雇用につきま

しては、それぞれの事業者の判断になろうかと思

いますので、こちらでは何ともお答えしかねると

ころでございます。 

○石垣直樹委員 わかりました。 

うまいことを引継ぎができて、市民に問題なく

運営されることを願っております。 

以上です。 

○井戸達也委員長 次の質疑者、挙手願います。 

○永本浩子委員 それでは、初めに75ページのあ

ばしり健康ポイント事業についてお伺いいたしま

す。 

先ほど、ほかの議員からも質問がありましたけ

れども、まず初めにお聞きしたいのが、令和６年

度からあばしりマイレージの事業でしたけれど

も、10ポイント、15ポイント、20ポイントと、ポ

イント達成を三つに区切って事業が行われるよう

になりましたけれども、現時点の達成者数と、あ

と、交換商品別の数も教えていただければと思い

ます。 

○本橋洋樹健康推進課長 令和６年度のあばしり

マイレージポイントの達成者数ですが、３月10日

時点で10ポイントが53名、15ポイントが144名、

20ポイントが259名で、合計456名となっておりま

す。 

交換商品別ですが、野菜クーポン券が443件、

市民プール利用券が３件、総合体育館の利用券が

10件となっております。 

○永本浩子委員 この三つに区切ったことで、ど

れくらいの人が参加してくれていたのかというの

が、前の20ポイント達成者に比べると、かなりわ

かるようになったかと思いますけれども、その辺

はどのように捉えていらっしゃいますか。 

○小沼麻紀戸籍保険課参事 先ほど申しましたと

おり、10ポイント、15ポイントの方が、こちらの

想定していたくらい多くいたので、今まで繰越し

もやっていたのですが、それで２年で一度だった
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方が１年で達成したということで、アンケートで

もとても達成しやすくなったという回答もいただ

いておりますので、細かく分けたのがよかったか

なというふうには思っております。 

○永本浩子委員 20ポイント達成者と比べると、

10ポイント、15ポイントで、ほぼ200名というこ

となので、20ポイント達成者までは行かないです

けれども、結構多くの方が挑戦してくれていたと

いうことがわかったかと思います。 

そして、いよいよ新年度から、あばしり健康マ

イレージから健康ポイントというふうに名称も変

わるようですけれども、あばしり健康マイレージ

提案者としてはちょっと寂しい気もしているので

すが、この健康ポイントに変える理由というのは

どういったところにあるのでしょうか。 

○本橋洋樹健康推進課長 変更の理由ですが、こ

れまでのあばしり健康マイレージでは、70代以上

の参加者が多い傾向であります。 

若年層の参加率増や健康意識の向上を図るた

め、スマートフォンによるアプリでの運用を開始

するものとしています。 

○永本浩子委員 アプリでの運用開始するに当

たって、名称も変えたという理解でよろしいので

しょうか。 

○本橋洋樹健康推進課長 そのような理解でよろ

しいです。 

○永本浩子委員 先ほどの質問でも、30歳以上か

ら18歳以上に変えるということですけれども、あ

ばしり健康ポイントでアプリを導入するに当たっ

て、新しくやるような内容はあるのでしょうか。 

○本橋洋樹健康推進課長 アプリで今度ポイント

の管理を行ってきます。 

従来の健診、健康講座、イベント参加に加え、

ウォーキングの歩数計測、体育施設の利用などの

ポイントについても付与していきます。 

また、貯めたポイントに応じて、年間5,000円

を上限に、市内の食料品を扱う店舗で利用できる

健康商品券と交換をしていきます。 

○永本浩子委員 今の話を聞いて、すごくいいな

と。 

今まで私も、野菜クーポン券、直売所だけだと

なかなかそこに行けない方がいらっしゃるので、

ぜひスーパー等、市内商店で使えるような商品券

ということを言っていましたけれども、それを今

回やっていただけるということと、このウォーキ

ングもポイントになるということは、例えばその

やり方としては、スマホを持って歩くと、歩数が

そのままポイント換算されるということでよろし

かったでしょうか。 

○本橋洋樹健康推進課長 まず、アプリを登録し

ていただいて、スマホを持って歩いていただいた

歩数に応じて、ポイントを付与していく形を取り

ます。 

○永本浩子委員 こういった取組になると、参加

していただける方もすごく増えるかと思います。 

ただ、先ほどの質問で、周知方法については

ホームページとか、また、わかりやすいチラシと

いうことでしたけれども、18歳以上となると、本

当の若年層になると、ホームページとかチラシと

いうのがどれだけ効果があるのか、ちょっと心配

ですけれども、そういった若年層対策というのは

何か考えていますか。 

○本橋洋樹健康推進課長 周知方法ですけれど

も、若年層の方も高齢者の方も含め、まずこれま

でどおりの周知方法を行ってまいります。 

特に若年層だけに向けてというのはなかなか難

しいと思うのですけれども、周知方法を幅広く

行っていきたいと思います。 

○永本浩子委員 まずは取り組んでいただく中

で、またいい方法があれば、ぜひ活用していただ

きたいと思います。 

今回から18歳以上ということで、かなりの年代

層にわたるようになるかと思いますけれども、ア

プリ導入の年代と人数の見込み等は、少し考えて

いらっしゃるのでしょうか。 

○本橋洋樹健康推進課長 一応、参加年齢を18歳

以上からとしまして、年間ポイント達成者として

500人を想定しております。 

○永本浩子委員 500人ということで、現在で参

加人数が456人なので、今のまま移行していただ

ければ、500はすぐ達成できるかと思いますけれ

ども、多分もっと行くのではないかなという。こ

ういうウォーキング等々が入ると。 

周知の仕方によって随分事業は拡大できるかと

思いますので、ぜひ力を入れていただきたいと思

います。 

また、このポイントの対象項目というのは、先

ほど言った、今までのものプラス、ウォーキン

グ、体育施設の利用、こういったところが項目に

なるということでしょうか。 
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○本橋洋樹健康推進課長 先ほど申し上げました

けれども、新たに歩数でポイントを貯めていただ

く、または体育施設などを利用していただいて、

１回行くと何ポイントという付与をしていって、

従来の紙とは別に、スマホの利点を活かして、ポ

イントを貯めていただくという方法でやっていき

たいと思っております。 

○永本浩子委員 わかりました。 

そして、また、達成商品というのは、先ほど

言っていただいた健康商品券ということで、ほか

には何か、今までのものもそのまま充当されると

いう感じですか。 

○本橋洋樹健康推進課長 今まで野菜券、その

他、施設券などについて、ポイントをつけていま

したけれども、野菜券は今後、市内の食料品を扱

う店舗で使える商品券にまず変えていきます。 

そのほかのものについては、これからですけれ

ども、また同じように使えるような仕組みで考え

ていきたいと思います。 

○永本浩子委員 プールとか、そういったところ

に行ったときにもポイントがもらえるということ

なので、ぜひそういう部分でも商品として残して

いただきながら、増やしていただければと思いま

す。 

確認ですけれども、やはり交換は市役所に来て

という形にならざるを得ないのですか。 

○本橋洋樹健康推進課長 ポイントの申請につい

てはアプリで行っていただきますけれども、商品

券の交換につきましては市役所でお願いすること

と考えております。 

ただ、なかなか難しい場合については、御相談

いただければと思います。 

○永本浩子委員 そして、令和７年４月１日から

こういった形に移行されると思いますけれども、

令和６年度中のポイントは、そのままというか、

引き継がれるような感じになるのでしょうか。 

○本橋洋樹健康推進課長 アプリの運用開始です

が、この後、アプリの業者を決めまして、そこか

ら構築していきます。運用開始は令和７年７月を

予定しております。 

○永本浩子委員 よくわかりました。 

大変嬉しい内容でしたので、力を入れてやって

いっていただきながら、市民の健康増進につなが

るようにお願いしたいと思います。 

次に、77ページの帯状疱疹予防接種助成事業に

ついてお伺いいたします。 

今回、国の定期接種化ということで、私として

は65歳以上が無料になるのかと、すっかり思い込

んでいたのですけれども、そうではなくて、65歳

が無料。 

今後５年間は、100歳まで５年刻みで、70、

75、80、85、90、95、100ということで、この年

齢の方のみが無料で、101歳以上は令和７年、こ

れも今後５年間のみ。 

そして、101歳以上は令和７年度に限り全員無

料。 

50歳以上の任意接種は、これまで同様、生ワク

チンが3,500円、不活化ワクチンは１回１万円、

２回接種で合計２万円の助成ということがホーム

ページに載っておりましたけれども、こういった

内容でよろしかったでしょうか。 

○今野多賀子健康推進課参事 定期接種の対象者

ですが、年度65歳以上の方となります。 

５年間の経過措置としまして、70、75、80、

85、90、95、100歳の方は受けることができるの

と、あと、100歳以上の方は令和７年度のみ対象

となります。 

この方たちの定期接種の自己負担額ですが、生

ワクチンが１回2.500円、不活化ワクチンが１回

6,500円で２回接種ということになりますが、そ

の自己負担額を予定しております。 

あと、任意接種ですが、現在、行っております

50歳以上の方に、生ワクチンが3,500円、不活化

ワクチンが１回１万円で２回、合計２万円という

ことで継続されますので、定期年齢以外の方は任

意で接種をすることができるというふうになって

おります。 

○永本浩子委員 ということは、無料ではなかっ

たということですね。 

それにしても、なかなかわかりづらいので、周

知方法をきちんとしないと、2,500円で大丈夫と

思ったら、そうではなかったとか、いろいろなこ

とが出てくるかと思いますけれども、その辺はど

のようにお考えでしょうか。 

○今野多賀子健康推進課参事 定期接種の対象年

齢の方で、任意接種の接種歴のない方には個別通

知にてお知らせをする予定です。 

任意接種につきましては、現在と同様、ホーム

ページや広報紙などで周知を継続する予定でおり

ます。 
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○永本浩子委員 個別通知も入れていただいて、

また、医療機関等の御協力もいただきながら、や

はり対面で話をしていただくというのはとても大

事かと思いますので、そういったところもまたぜ

ひ医師会等の御協力もいただければと思います。 

また、半額助成が始まってからの、これまでの

接種人数ですけれども、生ワクチンと不活化ワク

チンでどれくらいの人が受けているのか、お伺い

いたします。 

○今野多賀子健康推進課参事 まず、令和５年度

になりますが、生ワクチンで74人。不活化ワクチ

ン１回目が237人、２回目が178人。なので、384

人が不活化ワクチンの合計になります。 

令和６年度、１月末までとなりますが、生ワク

チンが29人。不活化ワクチン１回目が111人、２

回目が76人で、合わせまして不活化ワクチンが

216人となっております。 

○永本浩子委員 最初の令和５年６月からだった

かと思いますけれども、令和５年がすごく多かっ

たということなのかと思います。 

令和７年度から定期接種になったということ

で、またそういった周知が進むと、接種される方

も増えてくるかと思います。 

それで、今回、令和７年度の予算に1,108万円

ということで乗っておりますけれども、この内訳

としてはどういう見込みになっているのでしょう

か。 

○今野多賀子健康推進課参事 予算内訳ですが、

定期接種分としまして、生ワクチン90人分で57万

2,400円、不活化ワクチン210人分で653万9,200

円。任意接種分としまして、生ワクチン50人分で

26万8,000円、不活化ワクチン150人分で361万

8,000円。その他、予診表印刷用用紙代等を含め

まして、1,108万円を計上しております。 

○永本浩子委員 わかりました。 

当初の予想よりも、ちょっと値段的に安い生ワ

クチンよりも、１回１万円、２回で２万円くらい

する不活化のほうが人数的に多かったので、こう

いった配分になったのかと思います。了解いたし

ました。 

次に、77ページの子宮頸がん予防接種事業につ

いてお伺いいたします。 

キャッチアップ接種ですけれども、延長になり

まして、令和７年３月31日までに１回以上接種し

た人は、令和８年３月31日まで残りの回数も公費

で接種できるようになったということで、現時点

での接種人数と対象人数に対する接種率をお伺い

いたします。 

○今野多賀子健康推進課参事 令和６年度１月末

までの実績では、キャッチアップ接種で対象者

1,202人のうち、接種をした人は１回目が182人、

２回目が168人、３回目が56人となっており、接

種率は１回目で計算しておりますが、15.1％と

なっております。 

○永本浩子委員 まだちょっと接種率的にはあま

りいい数字ではないかと思いますけれども、去年

９月で終了というか、そのときから考えると、期

間延長の効果はあったというふうに評価できるの

でしょうか。 

○今野多賀子健康推進課参事 キャッチアップ接

種の期限が、当初、令和７年３月までとなってい

たところ、令和４年４月から令和７年３月までに

１回以上接種した方は１年間期間延長できるとい

うことになりまして、その周知を行ったところ、

２月末から現在まで、予診票を窓口に取りに来所

される方が増えていますので、期間延長の効果は

見られ始めていると考えております。 

○永本浩子委員 ３月31日まで、まだもうちょっ

と日にちもありますので、ぜひ受けてくださる方

が増えるといいなと思っております。 

そして、また、キャッチアップ以外の定期接種

の接種人数と接種率はどのようになっております

でしょうか。 

○今野多賀子健康推進課参事 定期接種ですが、

令和６年度１月末までの実績では、対象者431人

のうち接種をした方が、１回目が55人、２回目が

44人、３回目が４人となっております。 

接種率は同じく１回目で計算していますが、

12.8％となっております。 

○永本浩子委員 なかなかこちらも伸びていない

ところですけれども、周知をぜひしっかりやって

いただきたいと思います。 

また、接種できる医療機関は、今、市内で５軒

あるかと思いますけれども、多分、軒数的には産

婦人科が最も多いのではないかと思いますけれど

も、それ以外の医療機関でも接種できるというこ

とが接種への敷居を低くしていると、私としては

考えているところですけれども、担当課としては

どのような御認識でしょうか。 

○今野多賀子健康推進課参事 接種ができる医療
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機関は５か所となっております。 

委員のお示しのとおり、産婦人科に行くことに

抵抗がある女性もいらっしゃるかと思いますが、

産婦人科以外もあることで、接種しやすくなって

いると思われます。 

○永本浩子委員 ぜひそういったところもしっか

り周知していただければ、今後の伸びにもつな

がってくるかと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

確認ですけれども、今までに重篤な副反応の報

告はありましたでしょうか。 

○今野多賀子健康推進課参事 重大な副反応の認

定を受けた事例は現在のところございません。 

○永本浩子委員 ないということで安心いたしま

した。 

そして、令和７年度の予算1,272万円ですけれ

ども、この内訳をお願いいたします。 

○今野多賀子健康推進課参事 予算の内訳です

が、ワクチン代として、サーバリックスが45人分

で59万4,000円、ガーダシルが30人分で39万6,000

円、シルガードが386人分で900万1,520円。 

接種委託料としまして、461人分で171万4,000

円。その他、予診表印刷用紙代を含め、総額

1,272万円を計上しております。 

○永本浩子委員 見込みの461人分、ぜひ達成で

きるように祈っております。 

次に、75ページの５歳児健康診査事業について

お伺いいたします。 

この事業も先ほど質問があったところですが、

これまでの５歳児健康相談ですけれども、就学児

に行われていた健康診査だと、そのときに様々な

障がい等の疑いがわかったとしても、ちょっと手

遅れではないかということで、その前の５歳児と

いうところで、健康相談という形で行われていた

かと思います。 

今まで健康相談は任意でしたけれども、今度は

５歳児全員が受けるということでよろしかったで

しょうか。 

○今野多賀子健康推進課参事 これまでの相談は

アンケートを全員に送り、健診結果により必要な

児のみが相談する形でしたが、健診はお示しのと

おり、５歳となったお子さん全員が対象となりま

す。 

○永本浩子委員 それで、これまでの健康相談で

すけれども、受けた方の人数と何らかの発達の遅

れや障がい等の疑いがあるのではないかと言われ

た人数、また、今度、健康診査になる対象人数を

お伺いいたします。 

○今野多賀子健康推進課参事 ５歳児健康相談の

結果としましては、令和５年度は35人が相談を受

け、要観察が８人、発達支援センターを紹介した

児は12人でした。 

令和６年度は、２回のうちまだ１回のみの実施

となっておりますが、12人が相談を受け、要観察

となった児は４人、発達支援センターを紹介した

児は３人となっております。 

７年度、５歳児健康診査となりまして、令和２

年４月生まれの方からが対象となりますが、令和

２年度生まれが約70、80名となりますので、その

人数が対象となります。 

○永本浩子委員 やはり相談に来られた方の中で

一定のお子さんが、そういった要相談とか発達支

援センターの紹介というところに結びついている

ということですので、今度、健康診査を受けられ

る人数が80名となると、今までよりも要相談、発

達支援センターの紹介というお子さんが増える可

能性があるかと思いますけれども、その辺の相談

体制、受け皿等は大丈夫でしょうか。 

○今野多賀子健康推進課参事 ５歳児健康診査は

170名から180名がお受けいただきますが、事後相

談としまして、同じく５歳児相談を行いますが、

相談の結果に応じて、発達支援センターへの通級

や相談、あと、通っている園でサポートしていた

だくなど、必要な支援を行ってまいります。 

○永本浩子委員 体制としては大丈夫ということ

で理解させていただきます。 

また、先ほどの深津委員の質問でもありました

けれども、人材もいるようですし、幼保こども

園、小学校との連携体制もオーケーだということ

で確認させていただきました。 

また、この５歳児健康診査だけには限らないの

ですけれども、今、こども家庭庁から、子供も家

庭も一体的に支援していくという視点を持った、

こども家庭センターの設置が推奨されております

けれども、私もこれはとても大事な取組だと思っ

ております。 

代表質問の答弁でもちょっと触れられていまし

たけれども、改めて、市としてはどのような認識

をお持ちなのか、お伺いいたします。 

○結城慎二健康福祉部長 こども家庭センターの
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設置につきましては、代表質問でも御答弁申し上

げましたが、市としては設置に向けた検討を行っ

てまいりたいと考えております。 

設置の時期についてですが、こども家庭セン

ターは、母子保健機能と児童福祉機能の双方の機

能を一体的に行う必要がございます。 

そこには、組織全体のマネジメントを行うセン

ター長や、両機能について十分な知識を有し、俯

瞰して判断することができる統括支援員を配置す

る必要がございます。統括支援員となるために

は、研修も必要となります。 

その体制の構築に課題もございまして、現時点

で明確な目途は定めておりませんが、来年度、ユ

カリエの所管を健康推進課とすることで、まずは

母子保健業務の一体化を図りまして、その業務の

遂行状況なども勘案しながら、設置の時期につい

て検討を行ってまいりたいと考えております。 

○永本浩子委員 この５歳児健康診査でも、自分

のお子さんが何らかの発達の遅れとか、障がいの

疑いがあると言われた時点で、一番悩むのは親御

さん、御家庭というところになるかと思いますの

で、子供とともに家庭も一体に支援していくとい

う視点はとても大事な部分になると思いますの

で、ぜひよろしくお願いいたします。 

続きまして、75ページの健康診査事業について

お伺いいたします。 

先ほども質問がありましたので、省きますけれ

ども、がん検診を受診される方が少し増えている

傾向が見られたかと思いますけれども、この増加

の要因はどのように捉えていらっしゃるのでしょ

うか。 

○今野多賀子健康推進課参事 令和６年度途中経

過、全てまだ終わってはいませんが、ほとんどの

がん検診で増加が見られております。 

その要因として考えられることは、コロナ禍が

明けて落ち着き、受診に気持ちが向いてきたので

はないか、あと、申込み方法の変更が浸透してき

た、また、毎回申込みが定員割れとなっている傾

向があるのですけれども、追加周知、申込みを延

長しました、ということで、まだ申し込めます、

というチラシですとか瓦版、公式ＬＩＮＥやメー

ルなどでの周知を行ってきたためと、個別の電話

勧奨なども行っていることが要因ではないかと、

現時点では分析しております。 

○永本浩子委員 様々なところで努力していただ

いていると思います。 

私もやはり時間外とか、ちょっと遅い時間でも

スマホを使って申込みができるということで、大

変申し込みやすくなっているので、そういった部

分も大きいかと思っております。 

また、令和６年は今までのはがきサイズではな

く、Ａ４サイズの大きな形での、特定健診ですけ

れども、受診券が送られてくるとか、そういった

部分での受診勧奨というのは、いろいろと工夫し

ていく価値があるかと思いますので、ぜひそう

いったところも取り組んでいただければと思いま

す。 

それでは、続きまして、65ページの高齢者等緊

急通報システム設置事業についてお伺いいたしま

す。 

令和６年の設置件数をまずお伺いいたします。 

○小沼寛人介護福祉課長 令和６年度の設置件数

ですが、305世帯となっております。 

○永本浩子委員 この中で、令和６年度から固定

電話を持たない高齢者のために、ということで、

携帯型のものも新しく導入できるようになったか

と思いますけれども、その携帯型の導入、利用数

はどのような状況になっているのでしょうか。 

○小沼寛人介護福祉課長 令和６年度にセンター

装置を携帯電話対応型に入れ替えております。現

在、設置会社と携帯電話の電波を利用するＳＩＭ

端末の設置について、最終調整を行っているとこ

ろでございまして、今年度内には周知できるかと

考えてございます。 

ですので、現時点での携帯ＳＩＭ端末を利用し

た端末については０件といったことになります。 

○永本浩子委員 てっきり令和６年度から申込み

ができているのかと思ったのですけれども、まだ

準備段階ということで、これからということかと

思います。 

こういった形で携帯のものはないのでしょう

か、というような相談というのはあったのでしょ

うか。 

○小沼寛人介護福祉課長 原課には、今の電話回

線を利用して緊急通報装置を設置しているのです

が、携帯電話の端末に変わるのであれば、有線の

電話について取り外しても構いませんか、といっ

たような相談はいただいております。 

この固定電話を利用した方式と通話方式が若干

変わりまして、携帯ＳＩＭの場合ですと、消防署
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より通報者の携帯電話にコールバックする方式と

変更されることから、そのような説明と併せて

しっかりと周知を図ってまいりたいと考えてござ

います。 

○永本浩子委員 固定電話は緊急時にそのまま消

防につながって会話ができるけれども、携帯型だ

と一旦切って消防からもう１回受け直さなければ

いけない違いがあるという理解でよろしかったで

すか。 

○小沼寛人介護福祉課長 はい。 

調子が悪くなったときに緊急ボタンを押してい

ただくのは変わらないのですが、電話回線につい

ていないＳＩＭ端末になりますので、その電波が

消防に行きます。 

有線であれば、その緊急装置の端末で消防の救

急救命士とかとやり取りができるのですが、ＳＩ

Ｍ端末の場合は一旦消防署の職員がその緊急ボタ

ンを押した利用者の携帯電話に電話をかけ直して

状況を確認して、電話に出られないといったよう

な場合は救急車が出動するといった流れになって

ございます。 

○永本浩子委員 そうしますと、固定のほうが使

いやすいと言えるのかもしれないのですが、現実

には固定電話を持たない高齢者がこれからどんど

ん増える時代になるかと思いますので、ぜひこち

らも進めていただければと思います。 

大体いつくらいから周知できる状況なのでしょ

うか。 

○小沼寛人介護福祉課長 今月中にはケアマネー

ジャーなどを通じて周知を行っていきたいと考え

てございます。 

○永本浩子委員 また、令和７年度としてはどれ

くらいの件数を見込んでいらっしゃいますか。 

○小沼寛人介護福祉課長 令和７年度の新規設置

世帯数としては、従来型の端末とＳＩＭ型の端末

を合わせまして、45世帯の新規設置を見込んでい

るところでございます。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

続きまして、そのすぐ下の高齢者等見守り支援

事業についてお伺いいたします。 

こちらも先ほど質問があったところですけれど

も、利用者数についてはお聞きいたしました。 

この見守り支援の事業ですけれども、運用開始

当初、ちょっとトラブルがあって、なかなかうま

くいかなかった時期があったかと思いますが、そ

のトラブルに関しては、もう既に解消されたので

しょうか。 

○小沼寛人介護福祉課長 委員が御指摘なのは、

異常感知についてのことかと思いますが、令和７

年１月の実績では、１か月で16件の異常感知があ

りましたが、実際に救急搬送等された方はいない

状況でございます。 

異常感知をする際は、通報に至る電球の設定時

間の影響もあり、実態と異なった場合もあるなど

の説明を、設置事業者でありますヤマト運輸株式

会社から受けましたので、適切な感知となるため

の調整を市からも依頼してきているところでござ

います。 

○永本浩子委員 今はそういったトラブルがもう

解消されたということでよろしかったでしょう

か。 

○小沼寛人介護福祉課長 異常感知の考え方です

が、電球が24時間点灯しない場合と、24時間点灯

をし続けている場合に異常感知をして、家族がい

ない方については、ヤマト運輸にメールで異常感

知されるような状況になってございます。 

例えば緊急入院してしまって電気が24時間つか

ないといったような場合も、機械としては異常感

知として感知はするのですが、それは言ってみれ

ば正常に機械が反応したというか、24時間いない

のだからメールを送るといったことになりますの

で、その内訳と言うか、正常に感知した異常感知

の件数と、例えば電気をつけるタイミングが短す

ぎて、本来は家にいるのに異常が感知されたと

いった件数については抑えられない状況ではござ

います。 

その部分については、先ほどの答弁とかぶって

しまいますが、ヤマト運輸には適切な感知となる

ための調整をお願いしてきているところでござい

ます。 

○永本浩子委員 ヤマトとも連携を取りながら進

めていただきたいと思います。 

そして、これまでにヤマト運輸が依頼を受けて

確認に行った件数というのはわかるのでしょう

か。 

○小沼寛人介護福祉課長 ヤマト運輸が異常検知

を確認に行った件数でございますが、今のとこ

ろ、現地確認を行った事例の報告は受けてござい

ません。 

○永本浩子委員 皆さん安全に過ごされていると
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いうことで。 

あと、見守り支援は受けたいけれども、この電

球を取りつけられないということでつけられな

かったようなケースはあるのでしょうか。 

○小沼寛人介護福祉課長 申請をいただきまして

設置できなかった事例はございません。 

○永本浩子委員 あと、周知方法ですけれども、

もう少しいろいろな角度で周知していただければ

という思いがあります。 

私の知っている方は、子供たちが遠くにいるわ

けではなく、近くにいるけれども、住んでいると

ころが違うので、そういったシステムがあった

ら、ぜひ自分の親のところにつけたいという子供

たちから声があって、いろいろな御案内をしたこ

とがあるのですけれども、高齢者の方だけではな

く、そういった子供世代の方たちにも周知してい

ただくとか、あと、この見守る側が親族ではなく

て友人でもオーケーだというところとかも、ぜひ

周知していただきたいと思いますけれども、いか

がでしょうか。 

○小沼寛人介護福祉課長 令和６年度につきまし

ては、お盆の時期に緊急通報システムを利用され

ている方のお宅、年末年始には配食サービスを利

用されている高齢者宅を訪問されました親族にも

周知できるように、チラシと案内文を送付させて

いただいているところでございます。 

令和７年度につきましては、委員が御指摘の内

容も含めまして、市の広報紙やＳＮＳなどを活用

し、改めて広く事業の周知を図ってまいりたいと

考えております。 

○永本浩子委員 ぜひよろしくお願いいたしま

す。 

では、次に67ページ、介護人材確保事業につい

てお伺いいたします。 

今回、外国人材スキルアップ研修を行うという

ことですけれども、その内容はどのようになって

いるのでしょうか。 

○小沼寛人介護福祉課長 外国人材研修の内容に

ついてでありますが、介護事業所からはコミュニ

ケーションに課題があり、できない業務が多く、

それを指導支援する時間の確保が難しいとの声を

聞いていることから、コミュニケーションスキル

アップや、実際の業務に係る研修を考えてござい

ます。 

○永本浩子委員 実際、業務に、ということで、

本当に実務に関する研修の内容ということかと思

います。 

また、そういう外国人材の研修をやるというこ

とですけれども、予算が106万2,000円から97万

2,000円に若干減っているのですけれども、これ

はどういう理由によるものなのでしょうか。 

○小沼寛人介護福祉課長 令和６年度予算では、

介護サービス事業者が実施する奨学金に対する補

助として、２名分72万円を計上しておりました

が、今年度については、実態に合わせて１名分に

見直したことから、事業費全体としては減額と

なっている状況でございます。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

また、代表質問の答弁の中で、市内の介護施設

573床中、約１割弱が休床ということで、50床ほ

どの休床があるということかと思いますけれど

も、ここをフル稼働させるとしたら、必要な介護

人材は何人くらいになるのでしょうか。 

○小沼寛人介護福祉課長 市内全体では約50床が

空床となっている状況でございます。 

人員基準では、入所者３名につき１名の介護職

員が必要となっていることから、満床にするため

には17名程度の介護職員が必要だと考えてござい

ます。 

○永本浩子委員 復職支援とかもやっております

けれども、今、市内の介護施設でも外国人の方を

雇うというところもいくつか聞いております。外

国人の介護人材はどれくらい見込まれているので

しょうか。 

○小沼寛人介護福祉課長 市が所管する事業所で

は10名程度であると認識してございますが、今後

も介護人材の導入については検討している法人が

あるといった話もお聞きしておりますので、今

後、増加していくのではないかと見込んでいると

ころでございます。 

○永本浩子委員 これがスムーズに進んでいく

と、50床、休床のところも何とか回転できていく

のではないかと思いますので、そういった推進も

ぜひお願いしたいと思います。 

また、今、問題になっているのが、現職の介護

人材の高齢化、そして、今後、介護される側が急

増してくる2025年問題ということもありますの

で、これに対してはどのような取組を考えてい

らっしゃいますか。 

○小沼寛人介護福祉課長 介護人材の確保につい
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ては、喫緊の課題であると認識してございまし

て、これまで行ってきた事業に加え、今年度も外

国人材の研修等を行わせていただきます。 

様々な周知、取組の中から、しっかりと介護人

材が市内に定着していただけるような取組を進め

ていきたいと考えてございます。 

○永本浩子委員 代表質問の中にも入れましたけ

れども、斜里町のような新しい角度の取組といっ

たことも検討する必要があると思いますので、ぜ

ひいろいろな角度から進めていっていただきたい

と思います。 

○井戸達也委員長 永本委員の質疑の途中です

が、ここで、暫時休憩といたします。再開は、午

後３時25分とします。 

 午前３時14分 休憩 

───────────────────────── 

午前３時25分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

質疑を続行いたします。 

永本委員の質疑から。 

○永本浩子委員 それでは、同じ67ページのすぐ

下、介護従事者復職支援補助金についてお伺いい

たします。 

令和７年度、25万円という金額が掲示されてお

りますけれども、これは１人５万円としたときの

５人分ということでよろしかったでしょうか。 

○小沼寛人介護福祉課長 委員のお見込みのとお

りでございます。 

○永本浩子委員 令和６年度は何人支給されたの

でしょうか。 

○小沼寛人介護福祉課長 令和６年度の実績であ

りますが、２月末現在で介護従事者３名に助成を

行っておりまして、本日も１名申請があったとこ

ろでございます。 

○永本浩子委員 大変嬉しい状況かと思います。 

この人数に対する市の評価としては、まずまず

というところでしょうか。 

○小沼寛人介護福祉課長 ２月末までに復職して

いただいた３名の方のうち、１名については13年

ぶりの復職、１名が４年ぶりの復職といったこと

から、潜在的介護人材へのアプローチに一定の効

果があったと捉えてございます。 

○永本浩子委員 大変嬉しい状況でよかったかと

思っております。 

私も本当に介護施設の所長から、もっと周知、

発信をしてもらいたいということをお願いされた

わけですけれども、実際に復職した４人の方が、

どこから情報を得て復職に至ったのかというよう

なことは、調査されているのでしょうか。 

○小沼寛人介護福祉課長 助成の申請を上げた経

路等について、調査はしてございません。 

○永本浩子委員 これから様々な形で周知、発信

をしていくに当たっても、そういった実際に復職

した方の声を聞くということは、大事なことだと

思っております。 

前に私が会った方も、親の介護で介護現場から

離れて、親が亡くなった後もそのままだったの

が、昔の同僚に偶然会って、声をかけられたとこ

ろから、また復職したということがありまして、

そういったこと等も現場の声、知恵を借りていく

ということは、大事な取組かと思いますけれど

も、どうでしょうか。 

○小沼寛人介護福祉課長 今、委員から御指摘い

ただきました件につきましては、アンケートにな

るのか、また、聞き取りになるのか、どのような

方法か検討させていただきまして、今後の取組の

参考にさせていただきたいと考えております。 

○永本浩子委員 ぜひそういった取組もしていた

だきながら、介護従事者はこれから何人いても本

当に助かりますので、人数が増えて補正を出され

たときもしっかり賛成したいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

続きまして、67ページの子どもの居場所づくり

支援事業ですけれども、令和６年度、前回は42万

5,000円から26万円に減額になりましたけれど

も、これは２か所あった居場所が１か所になった

ということでしょうか。 

○岩本純一子育て支援課長 子どもの居場所づく

り支援事業の予算額、16万5,000円減額となって

いる内訳でございますけれども、これまでの実績

では新規の開設がなく、現時点においても新規の

開設の相談がないことから、新規の開設に対応す

るために計上しておりました準備費用３万円と、

年間の運営費補助12万円を減額しておりまして、

そのほかとしましては、コピー代ですとか、事務

用消耗品費１万5,000円を減額しているといった

内容でございます。 

○永本浩子委員 ということは、今までの西コ

ミュセンとか卯原内の居場所づくりをしていただ



 

－ 104 －

いていたところは、そのまま継続されているとい

うことかと思います。 

また、新たな子供の居場所づくりというところ

で何か取り組むものはあるのでしょうか。 

○岩本純一子育て支援課長 この事業につきまし

ては、児童館のない地区を対象に助成をする事業

でありまして、地域からの要望を受けて創設した

ものでございます。 

現在のところ、地域から新たな開設を希望する

話は上がっていないのですが、一方で、代表質問

でお答えしておりますが、日常的な見守りの交流

活動の拠点ともなります多世代交流の場につきま

して、大人食堂のアイデアを含めまして、令和８

年度の事業化を目途に具体的な検討を行ってまい

りたいと思います。 

○永本浩子委員 大人食堂、今度、実際に、とい

うことで大変嬉しく思っております。いい形で多

世代交流ができることを祈っております。 

次に、69ページの保育士復職支援事業について

お伺いいたします。 

45万円ということで、新たに創設されましたけ

れども、これも１人５万円の９人分ということに

なるのでしょうか。 

○岩本純一子育て支援課長 新規事業の保育士復

職支援事業の予算の内訳でございますけれども、

復職支援金としましては、保育士５名分25万円を

見込んでいるところでございます。 

それ以外の費用としましては、事務費としまし

て、コピー代ですとか、チラシの印刷代、こう

いったものに20万円を見込んでいる内容になって

ございます。 

○永本浩子委員 了解いたしました。やはり人数

としては５人分ということで。 

保育士ですけれども、どんどん少子化で子供が

少なくなっている中で、やはり保育士は不足して

いるという現状があるのでしょうか。 

○岩本純一子育て支援課長 市内の各園に今回の

事業等で必要となる人数の聞き取り等も行いまし

て、不足の人数を確認しましたが、加配の保育士

などが不足しているということで、そういった採

用が必要ということで、五つの園からそれぞれ１

人から２人ずつ採用したいという希望がございま

して、全体の合計で５名から９名の採用の希望が

あったというところでございます。 

また、令和８年度から本格実施となります、こ

ども誰でも通園制度に向けまして、今、各園と協

議を進めているところでございますが、この中で

職員体制の課題も出てきておりますので、令和７

年度よりこの復職支援の事業に取り組むこととし

たものでございます。 

○永本浩子委員 来年度からこども誰でも通園制

度ということで、いよいよそういった制度もス

タートするためのものでもあると理解させていた

だきました。 

次に63ページ、障が者雇用に関する質問であり

ます。 

項目というよりは全般にわたってですけれど

も、2024年４月から法定雇用率が段階的に引き上

げられて、2026年にはさらに引き上げられるとい

うことで、民間が2.5％、40人以上の企業、公共

団体2.8％、教育委員会2.7％ということで、雇用

率が引き上げられましたけれども、市の雇用率、

市庁部局と教育委員会、どのようになっているの

か、お伺いいたします。 

○清杉利明社会福祉課長 網走市における令和６

年６月１日現在の状況でございますが、3.45％で

法定雇用率は達している状況でございます。 

また、網走市教育委員会分としましては3.03％

で、こちらも法定雇用率は達成している状況では

ございます。 

○永本浩子委員 公共団体としてはきっちり達成

をしているということで安心いたしました。 

また、民間企業、40人以上の企業、何社くらい

あって、この2.5％を達成できているのは、どれ

くらいあるのか、お伺いいたします。 

○清杉利明社会福祉課長 民間企業につきまして

は、網走のハローワーク圏域となりますが、

2.09％で、こちらにつきまして、法定雇用率は満

たしていない、圏域全体では達していない状況で

ございます。 

ただ、達成している割合としましては、61.1％

が達している状況で、北海道、全国と比較しても

高い状況にはございます。 

○永本浩子委員 かなりいい数字は出ているのだ

なということを確認させていただきました。 

こういったところをまた達成していくために

も、そのすぐ下の就労選択支援給付事業というの

が、新規事業でいろいろ出てきている背景にも

なっているのかなと思いますけれども、この件に

関しても先ほど質問がありましたが、アセスメン
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トする方ですね。この方は、どういった方がアセ

スメントをするのでしょうか。 

○清杉利明社会福祉課長 新規事業で上げていま

す就労選択支援給付事業のことかと思いますが、

こちらは法定雇用率を引き上げるためということ

ではなくて、今まで既存のアセスメント、就労移

行に伴いましてアセスメント等を行っていたので

すが、制度が変わりまして、まずは就労継続支援

のＢ型の対象者で利用希望がある方につきまし

て、既存の就労アセスメント等の手法を活用し、

本人の希望や就労能力等に合う仕事探しを支援す

るもので、関係機関との橋渡しを担う障がい福祉

サービスの一つでございまして、市がサービスの

支給決定を行い、利用できる事業でございます。 

○永本浩子委員 すみません、ちょっと勘違いを

していたようで、そういった雇用率を上げるため

のものではないということで。 

そうしますと、また来年７月からさらに雇用率

が引き上げられますけれども、当市といたしまし

ては民間企業の引き上げに少し力を入れていかな

ければいけないかと思いますが、何か対策を考え

ていらっしゃるのでしょうか。 

○清杉利明社会福祉課長 雇用率を引き上げる対

策としましては、まず、令和６年３月には市内企

業200社に対しまして、市が作成しました障がい

がある方の就労サポートブックを配布しまして、

障がい種別ごとに配慮すべき事項ですとか、各支

援機関の取組につきまして周知するとともに、職

場実習受入れの勧奨を行っております。 

また、例年実施しております障がい者就労支援

講習会につきましては、障がい者就労実態基礎調

査の結果や、網走市障がい者自立支援協議会に設

置をしております就労支援部会で協議をいたしま

して、本年度につきましては、座学に加え、障が

い者が実際に働いている企業の見学も組み入れ

て、企業の理解を深めたいと考えております。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

アセスメントができる方に関しては、この後、

個別でお伺いさせていただきます。 

以上で終わります。 

○井戸達也委員長 次の質疑者、挙手願います。

金兵委員。 

○金兵智則委員 それでは、質問をしてまいりま

す。 

初めに、障がい者移動支援事業についてお伺い

します。 

近年の予算及び実績としての利用者数、そし

て、利用時間の推移について御説明お願いしま

す。 

○清杉利明社会福祉課長 行動援護や同行援護の

予算につきましては、居宅介護等給付事業の予算

に含まれております。 

○金兵智則委員 障がい者総合支援介護給付事業

に含まれているということは、ここには利用者数

とかの実績はないということですか。 

障がい者移動支援事業の実績を伺っているので

すけれども。 

○清杉利明社会福祉課長 失礼いたしました。 

障がい者移動支援事業につきまして、予算実績

等の利用状況でございますが、令和４年度の決算

では5,280万円、利用者数は165人、延べ利用時間

につきましては１万3,847時間となっておりま

す。 

また、令和５年度の決算では4,927万7,000円、

利用者数が186人、延べ利用時間が１万2,733時

間。 

令和６年度の当初予算では5,362万6.000円、利

用者数が151人、延べ利用時間が１万3,776時間で

見込んで予算を立てました。 

また、令和６年度の見込みでございますが、

5,576万5,000円、利用者数の見込みが158人、延

べ利用時間が１万4,275時間となっております。 

令和７年度の予算上では5,573万5,000円、利用

者数が160人、延べ利用時間が１万4,520時間で見

込んでおります。 

○金兵智則委員 わかりました。 

近年の予算の動向と、利用者数、時間の推移、

そして、令和７年度の予算まで、今、御説明をい

ただいたと思います。 

一つ一つちゃんと質問していきますので、ゆっ

くりやっていきたいなと思います。 

人手不足で人員を割くことが難しく、移動支援

事業の実施が難しくなっている実態があるという

ふうに理解しているのですけれども、担当課の現

状としてはどのように把握をされているのか、お

伺いします。 

○清杉利明社会福祉課長 移動支援事業におきま

しては、一部の事業所におきまして、人員不足を

理由に利用者の制限をしている場合があるという

ふうには聞いております。 
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○金兵智則委員 わかりました。 

この事業の利用が結果的に抑制されることで、

地域での暮らしに影響が及ぶということはもちろ

んですけれども、市民との関わりが減ることにつ

ながり、障がいのある方の地域における理解が広

がる機会の創出が懸念されるという部分もあると

いうふうに思うのですが、この部分について担当

課の認識をお伺いいたします。 

○清杉利明社会福祉課長 御指摘の面も懸念され

ておりますので、ほかの事業所の利用調整等を行

うことによりまして、影響をなるべく少なくする

よう取り組んでまいりたいと考えております。 

○金兵智則委員 わかりました。 

続きまして、障がい者総合支援介護給付事業を

改めてお伺いします。 

行動援護や同行援護の予算については、ここの

どこかに含まれていると理解していいのか、お伺

いいたします。 

○清杉利明社会福祉課長 居宅介護等給付事業の

予算の中に含まれております。 

○金兵智則委員 今のも答弁いただいていたので

すけれども、改めてお伺いさせていただきまし

た。 

行動援護は重度の行動障がいのある方に対する

もので、ここでも経験のある有資格者が必要にな

りますけれども、人員確保の体制について、どの

ようになっているのか、お伺いします。 

○清杉利明社会福祉課長 行動援護を実施してい

ます事業所からは、人材不足による事業実施が難

しいとの声は聞いておりません。 

○金兵智則委員 ということは、人員の確保まで

はまだ考えていかなくていいというふうな、担当

課としては理解をしているということでよろしい

でしょうか。 

○清杉利明社会福祉課長 そのような声はない

し、利用者の希望には沿っているものと考えてお

ります。 

○金兵智則委員 同行援護については介護報酬の

低さも一因になっていると理解をしているのです

けれども、網走市ではないのですが、希望しても

なかなか利用できない状況にあるという自治体が

徐々に増えているというふうに、耳にすることが

多くなってきたのですけれども、網走市はどのよ

うな状況でしょうか。 

○清杉利明社会福祉課長 同行援護につきまして

は、当市におきましても、市内事業所が人材不足

によりまして、新規の利用はやめているような状

況にございます。 

○金兵智則委員 では、網走市も同じような状況

に陥りつつある感じかなと思いますけれども、先

ほどの行動支援や同行援護は、制度化される前は

ガイドヘルプということで、ボランティアによる

支援もありました。 

現状でもプロによる支援が欠かせないものと、

そこまでは必要ない、そうではないというものが

混在するのではないかと考えますが、網走市とし

てはどのような認識でしょうか。 

○清杉利明社会福祉課長 支援の内容によりまし

ては、有資格者によらない対応が可能なこともあ

るとは考えますが、障がいのある方の支援につき

ましては、突発的に危険が発生することもあり、

障がい福祉サービスとして支援をする際には、一

定の経験や資格を有する者の対応が必要と考えて

おります。 

○金兵智則委員 現状では有資格者が対応してい

かざるを得ないということなのかなと思います。

わかりました。 

続きまして、児童館管理運営事業についてお伺

いをいたします。 

初めに来年度の予算が増額になっていますけれ

ども、理由についてお伺いしたいと思います。 

○東出信幸子育て支援課参事 予算額が増えた理

由につきましては、会計年度任用職員の報酬及び

手当の単価引上げにより、487万7.000円の増とな

り、需用費や備品購入費の減で30万9,000円の減

額としており、差引きで456万8,000円の増額と

なっております。 

○金兵智則委員 人件費は増額、備品購入費等は

減額ということでありましたけれども、この備品

購入費というのは、減額されると物が買えないと

いうような状況になると思うのですが、この辺は

各児童館、児童センターからの要望を聞きなが

ら、備品というのは更新していくというような形

になるでしょうか。 

○東出信幸子育て支援課参事 各児童館、児童セ

ンターにそれぞれ数万円の備品購入費を配分して

おりますので、その配分内で購入していただくこ

ととなっております。 

○金兵智則委員 なかなか年代物の備品等も多く

なってきているイメージもあるのですけれども、
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各児童センター数万円ということで、そこの部分

は減額せざるを得なかったということなのか、そ

れとも今年度の実績から多少削っても、というよ

うな意味だったのか、お伺いしてもいいでしょう

か。 

○東出信幸子育て支援課参事 各児童館、児童セ

ンターに配分する備品購入費のほか、係で持って

いる備品購入費もありまして、そちらを減額して

おりますので、児童館、児童センターに配分して

いる備品購入費については、減額とはなっており

ません。 

○金兵智則委員 でも、その備品購入費で各児童

センター分の備品を買うのですよね。 

各児童センターで買えるお金と、お願いしない

と買えないものがあるというような考え方なのか

なと思うのですけれども、そういうわけではない

のですか。 

○東出信幸子育て支援課参事 各児童館、児童セ

ンターに配分する以外の備品購入費といたしまし

ては、ストーブがどこで壊れたか不明なとき用

に、トーブ購入費で数代幾らとか、そういうふう

な予算組みをしております。 

○金兵智則委員 ストーブが壊れる可能性のため

に、１台分を常に確保している分だということで

すね、そうしたら、その分は。 

例年、そういうことだということですかね。来

年度もそうだし、今年度もそうだったという説明

だったのですか。 

○東出信幸子育て支援課参事 各児童館、児童セ

ンターに、昨年は１園当たり４万2,700円配分し

ておりましたが、今年度は３万円としておりま

す。 

○金兵智則委員 ストーブの話はどこに行ってし

まったのかなと思うのですけれども、ストーブ分

として１台持っているというなら、それはそれで

構わないのですけれども、そういうことなのかと

いうことなのですが。 

○井戸達也委員長 暫時休憩いたします。 

 午後３時51分 休憩 

───────────────────────── 

午後３時56分 再開 

○井戸達也委員長 それでは、再開いたします。 

金兵委員の質疑に対する答弁から。 

○東出信幸子育て支援課参事 先ほどの答弁に誤

りがございましたので、訂正させていただきま

す。 

各児童館、児童センターに配分されております

備品購入費につきましても、実績に基づき減額し

ております。 

計画的に更新をしているストーブ購入について

も、実績に基づき単価が減額されております。 

そのほか、図書購入費についても、減額となっ

ております。 

○金兵智則委員 とりあえずわかりました。 

次に、少子化により児童数の減少が進んでいる

という状況ですので、使っている方々の状況はど

うなのかと思うのですが、各児童センターの利用

状況についてお伺いしたいと思います。 

○東出信幸子育て支援課参事 各児童館、児童セ

ンターにおける児童クラブの利用状況につきまし

ては、令和５年度実績の延べ人数となりますが、

西児童館で2,416人、桂町児童センターが6,114

人、潮見児童センターが１万718人、つくし児童

センターが7,223人、いせの里児童センターが

5,906人、合計で３万2,377人となっております。 

○金兵智則委員 令和５年度の実績で、という説

明をいただいたのですが、傾向としてはどういう

傾向なのか、減少傾向なのか、増加傾向なのか、

変わらないのか、お伺いしたいと思います。 

○東出信幸子育て支援課参事 利用状況の推移と

いたしましては、令和３年度が延べ合計で３万

5,867人、令和４年度が３万1,393人、令和５年度

が３万2,377人、令和６年度につきましては令和

７年１月末現在で３万1,109名となっており、登

録人数につきましては、令和３年度が239人、令

和４年度が254人、令和５年度が239人となってお

り、登録人数は横ばいの状況になっております

が、利用人数につきましては若干の増減があるも

のと見ております。 

○金兵智則委員 登録人数は横ばいだけれども、

利用人数については増減があるという状況。これ

はどうしてだと見ていますか、逆に伺いますけれ

ども。 

減少傾向とかならわかりますし、増加傾向だと

いうのはわかるのですけれども、この増減がある

状況をどう捉えているのか、お伺いしたいと思い

ます。 

○東出信幸子育て支援課参事 登録人数が横ばい

で利用人数が増えている理由について、利用人数

が増えた要因についての細かい集計は行えており
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ませんが、放課後児童クラブに登録した児童１人

当たりの利用回数が、各御家庭の事情や親の就労

形態の変化等により増えたため、登録人数は横ば

いで推移しておりますが、利用人数が増えた要因

の一部ではないかと考えております。 

○金兵智則委員 わかりました。 

増減があるというふうに捉えているという説明

の中で、今、増加の話だったので、担当として、

利用状況は増えている状況だというふうに捉えて

いるということでいいのですね。 

○東出信幸子育て支援課参事 令和４年度から令

和５年度につきましては、増えていることから、

そのような状況ではないかと考えております。 

○金兵智則委員 ごめんなさい。一言でいいで

す。担当課として児童センターの利用状況は増え

ているのか、減っているのか、どちらかで答えて

ください。 

○東出信幸子育て支援課参事 増えている状況に

あると思っております。 

○金兵智則委員 担当課としては増えている状況

だと分析をされているということなのですね。そ

うでしょうか。わかりました。担当課としてはそ

う思っているということです。 

そのように増えている状況だと思っている中、

児童センターの建物も老朽化が進んできていま

す。 

あと、備品購入費も削減されているようですか

ら、年代物の備品がずっと置いてあるというよう

な状況ですので、子供たちからの評判もあまりよ

くないというふうに思います。そういう声が聞こ

えてきています。 

担当課としてはどのように認識しているのか、

お伺いします。 

○東出信幸子育て支援課参事 建物の老朽化に対

する認識についてございますが、各施設とも建設

から数十年が経過し、経年化が進んでおります。 

じゅうたんの張り替えや網戸の設置、ストーブ

の取替えなど、小規模な修繕は随時行っておりま

すが、大規模な施設整備は行えていない状況と認

識しております。 

各児童館、児童センターに通う子供たちが快適

に過ごせるよう、施設整備に取り組んでまいりた

いと考えております。 

○金兵智則委員 大規模なものは行われていない

ですけれども、小規模なものは行ってきていま

す、快適に過ごせるようにしていきます、という

のは、今の状況を続けていくと捉えていいのか、

古いものを新しくしようという方向性だという意

味も含まれていたのか、ざっくりとしているなと

思うのですが。 

例えば学校施設に関して、学校の適正規模、適

正配置の検討が行われているというのは認識して

いますし、また、五次行革や総合戦略でも公共施

設の縮減が明記されているのも理解しています。 

公共施設等総合管理計画では、児童館、児童セ

ンターは移転集約を基本に検討を進めるという明

記もございます。 

予算を見る限り、来年度の建て替えに向けてと

いうような状況で動き出すようなことはないよう

に感じているのですけれども、先ほどの答弁も含

めて、今、どのような状況なのか、改めてお伺い

したいと思います。 

○東出信幸子育て支援課参事 児童館、児童セン

ターの移転集約状況についてですが、委員が御指

摘の網走市公共施設等総合管理計画では、子育て

支援施設における施設の現状といたしまして、潮

見児童センターは新耐震基準以降の建設のため、

主要施設の評価結果において維持継続となってお

りますが、西児童館とつくし児童センターについ

ては、建設後40年以上が経過し、更新検討とされ

ております。 

先ほどの網走市公共施設等総合管理計画では、

学校施設や学校区内の既存施設、または新たに建

設する施設への移転集約を基本に検討するとして

おりますが、現在のところ、具体的な検討には

至っておりません。 

今後、教育委員会が策定を予定している小中学

校の適正規模や適正配置に関する方向性なども踏

まえ、施設の在り方について検討してまいりま

す。 

○金兵智則委員 教育委員会が作成する適正規

模、適正配置の検討の結果を踏まえて、という答

弁をいただいたのだと思います。 

今の古いもの、なかなか環境のよくないものを

すぐにやってほしいというのが、気持ちの中では

あるのですが、なかなか市の財政の状況もありま

すので、方向性については理解するところですけ

れども、１点、子供たちの評判があまりよくない

という状況の中で、トイレの声が聞こえてきてい

ます。 
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学校施設ではトイレの洋式化を進めてきまし

た。また、今年度は公園のトイレの洋式化も行い

ました。来年度にはエコーセンターも市民からの

要望を踏まえて、洋式化を行うという説明もあり

ましたけれども、そのような状況の中、児童セン

ターのトイレの状況と洋式化の考え方について伺

いたいと思います。 

○東出信幸子育て支援課参事 各児童館、児童セ

ンターにおけるトイレの状況につきましては、西

児童館が、男子用は小便器が三つと和式の大便器

が一つ、女子用は和式と洋式が一つずつとなりま

す。 

桂町児童センターは、勤労青少年ホームと併設

されており、男子用が小便器四つと、大便器が洋

式と和式が二つずつ、女子用は洋式のみ四つと

なっております。 

潮見児童センターとつくし児童センターにつき

ましては、同様の建物となり、男子用小便器が三

つと、洋式と和式の大便器が一つずつ、そのほ

か、小さいお子さん用に和式の小さめの大便器が

一つついております。 

各児童館、児童センターのトイレにつきまして

は、全てを洋式化とすることが望ましいところで

はありますが、施設自体が老朽化していること、

改修費用や各施設におけるトイレの場所自体が狭

いことなどもありますので、現状では難しいもの

と考えておりますが、要望が多くある場合には、

和式便器にかぶせるだけの簡易設置式洋式便座な

どの活用も検討していきたいと考えております。 

○金兵智則委員 簡易式でも構わないということ

はないですが、本当はきれいにしてもらうのが一

番いいですけれども、それを検討していただける

なら、検討を進めていただきたいなと思うのです

が、今、お話の中で、潮見とつくしの児童館のト

イレ、男子用は、女子用はって、実は説明がな

かったですよね。 

というのも、一緒だからですよね。男子と女子

のトイレが別になっていません。別になってない

というか、小部屋ですよ。和式、洋式のトイレ

は、一応、ドアが閉まって小部屋ですけれども、

どうなのでしょう、これ。 

人権問題と言われてもおかしくないようなこの

時代、男子と女子のトイレが一緒だということに

ついては、早急に検討しなければいけないのでは

ないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

○結城慎二健康福祉部長 実態については把握を

しております。様々な課題があろうかと思います

が、スペース的な問題もあります。 

そこで分けることによって、どこかの部屋が狭

くなる、あるいは、どこかのスペースが狭くなる

ということもございますので、少しそれらの状況

を研究させていただきたいと思います。 

あと、その施設の今後の在り方だとかも踏まえ

て考えていきたいと思いますので、少し研究させ

てください。 

○金兵智則委員 時間をかけなければいけないと

いうのもわかりますけれども、ちなみに、放課後

児童クラブ、利用者の高学年、五年生、六年生

は、潮見とつくしですけれども、減っていってい

るという状況も知っていますか。高学年になれば

なるほど行かなくなるのです。 

狭くなるというのもあるでしょうし、児童セン

ターを使わなくても、自分で何とかできる年にも

なるのでしょうけれども、このトイレも一つの原

因だと思わざるを得ない状況ということは理解し

てください。 

今から来年度の予算に入れろという話にはなり

ませんので、また改めて、違う場所で研究結果に

ついてお伺いをさせていただきたいなと思いま

す。 

次の質問に移ります。医療体制についてお伺い

をいたします。 

安心して地域で暮らしていくためには欠かすこ

とのできない医療体制整備ですけれども、救急医

療体制づくりの予算額が、令和６年度の当初予算

と比べれば増加。 

12月議会でお話をいただいた件なのかなと思い

ますけれども、改めてその状況について伺うの

と、当面、救急医療体制はこれで乗り切れるとい

うことでいいのかどうか、お伺いしたいと思いま

す。 

○本橋洋樹健康推進課長 救急医療体制ですが、

市内クリニック及び休日内科急病センターによる

一次救急、病院群輪番体制として二次救急によ

り、救急体制を確立しております。 

医師については、道内外からの派遣も受け、必

要な体制を確保しております。 

現時点で、網走厚生病院において整形外科患者

の受入れが通常と異なっておりますが、これにつ

いては、網走記念病院や市外の病院の支援により
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必要な体制を確保しております。 

○金兵智則委員 救急医療体制については、形が

きちんとなったという御説明だったと思います。 

あと、移動型医療サービス支援、医療ＭａａＳ

については、先ほどやり取りがありましたので、

大方はわかったのですけれども、新年度から本格

運行に当たって、何か新たな取組というのは、と

りあえずいろいろ模索をしていくという答弁で間

違いがなかったのか、改めてお伺いしたいと思い

ます。 

○結城慎二健康福祉部長 実装運行は先ほど申し

上げましたとおり、在宅型診療において実施をし

ていきます。 

様々な検討というのは、先ほど新年度において

というよりも、今後の可能性として何ができる

か、どのような活用ができるかということは検討

してまいりたいと思いますが、まずは在宅診療型

の本格運行、併せて、先ほど申し上げました施設

診療型の実証運行を確実なものにしていくような

形で進めてまいりたいと考えております。 

○金兵智則委員 大事な地域医療の一つだと思い

ます。 

そして、開業医誘致についてですけれども、こ

れについては、代表質問の答弁で、医師会をはじ

め、医療機関との情報交換により医療体制提供の

状況や課題の把握に努めるとともに、内科に限ら

ず開業医の誘致に取り組んでまいります、という

ことで答弁をいただきました。 

医師が増加することが望ましい状況であるとい

うことを考えれば、これはこれで理解をするとこ

ろであります。 

一方で、逆の見方をすれば、誘致ができれば何

科でも構わないというようなことでもないと思い

ます。 

内科以外でも、網走市にとって必要性が高い診

療科があります。内科と一緒になってしまうかも

しれませんが、例えば小児科の専門医というのも

そうですし、内科で行けば、呼吸器科の専門医と

いうのは、開業医ではいないのかなと思うのです

けれども、ちょっとわからないですが、そのよう

な気もします。 

それこそ、整形外科というのも多くいていいと

思います。 

そういった必要性が高いと思われる診療科の開

業を誘致できるようなＰＲを行う方法もあるので

はないかと思うのですが、どういう見解でしょう

か。 

○本橋洋樹健康推進課長 開業誘致ですけれど

も、引き続き周知は継続していきます。 

開業誘致の相談があった場合ですけれども、必

要診療科ということですが、あくまで医師会や開

業誘致審査委員会の意見を聞きながら、開業医地

区や診療科目のバランスなどに配慮した開業誘致

の推進を引き続き進めていきたいと思っておりま

す。 

○金兵智則委員 そのとおりだと思うのですけれ

ど、ある程度、これまでもずっと意見交換しなが

ら進めてきているので、網走にはこの辺があった

らいいよねと、あと、地区の問題もあると思いま

すけれども、その辺の共通理解というのは取れて

いると思っていいのですよね。 

○本橋洋樹健康推進課長 バランス的に取れてい

ると認識しております。 

○結城慎二健康福祉部長 今、これから誘致をど

のように進めていくかのお話かと思いますけれど

も、先ほど委員から、ある意味、入り口の段階で

必要な診療科を絞った形というような御提言をい

ただきましたが、市としては開業誘致の審査委員

会の中でも議論をして、募集段階では少し広くと

いうことで、今は皮膚科、歯科、耳鼻科の医者を

除く診療科ということで募集をしておりますが、

相談なりがあったときには、審査会の皆さんの意

見、医師会も入っていただいておりますが、その

中で、例えば開業地区、あるいは診療科、それこ

そ市内のバランスを見ながら、御意見を頂戴しな

がら検討していくことになりますので、その中で

バランスを図っていくということになります。 

○金兵智則委員 質問に移ります。人材確保事

業、復職支援事業についてお伺いしたいと思いま

す。 

看護師・薬剤師確保対策支援事業の予算額が

減っているというところもあるのですが、今年度

の実績と新年度の見込みについてお伺いしたいと

思います。 

○今野多賀子健康推進課参事 看護師・薬剤師確

保対策支援事業についてですが、令和６年度の実

績は、現時点で看護師は38名、薬剤師は１名の、

合計39名となっております。 

新年度の見込みは、看護師42名、薬剤師２名を

見込んでおります。 
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○金兵智則委員 わかりました。 

これ、 １人の方が複数年にわたるので、増減

は少しあるのかなと思いますが、総合戦略を見せ

ていただいたときに、基準値の令和５年が43名と

なっているので、今はこの40名前後を上下してい

るような状況なのかと思うのですけれども、看護

師・薬剤師について、今のところの状況はわかり

ました。 

看護師人材確保事業について、先ほど永本委員

からいろいろありましたけれども、周知の関係

で、昨年の余得で、周知啓発に関しては中高生に

向けて現場へ直接向かうというようなことを伺っ

ておりまして、奨学金の増額を図るというような

話もあったのですが、今年度はどのようなことを

行っていたのか、ちょっと御説明いただければと

思います。 

○小沼寛人介護福祉課長 介護人材確保事業のお

尋ねですが、令和６年度新規事業では、若い世代

に将来の進路に介護業界を選択してもらうための

取組として、網走商工会議所主催の進路説明会へ

の参加を行ってまいったところでございます。 

７月と２月に開催されました進路説明会では、

市内介護サービス事業所の若手スタッフにも参加

いただき、市内高校生23名に対し、介護の仕事の

やりがいなどについて説明を行ってきたところで

ございます。 

また、増額した奨学金の実績についてですが、

令和６年度は残念ながら、介護サービス事業者よ

り奨学金を借りて福祉系の大学、専門学校へ進学

した学生がおりませんでした。 

○金兵智則委員 わかりました。 

もともと介護フェアをやっていて、そこに来て

もらうといった感じでは、なかなか人が集まらな

いので、というので、こちらから向かおうという

話だったのですけれども、介護フェアをやってい

た頃と、今一つ、どうなのでしょう、大きく増加

をしたと見ていいのでしょうか。 

介護フェアのときも中高生が、たしか20人くら

いしか来てくれなかったので、直接向かおうか、

という話になっていたはずなので、その割にはど

うなのだろうというふうに思ったものですから、

お伺いしてみたのですが。 

○小沼寛人介護福祉課長 介護フェアについて

は、令和５年度の実績でいくと200名程度、介護

職として働いていた有名芸能人の方のトーク

ショーに参加をしていただいたのですが、その中

では、先ほど委員が御指摘のとおり、あまり私ど

もが考えていた中高生の参加が少なかったといっ

た部分で、現場に出向いていこうということで、

令和６年度、このような事業を行ってきたところ

でございます。 

その介護フェアのトークショーで聞くよりも、

そこに参加した高校生と、実際、給料はどうです

かとか、巷ではきつい仕事だと言われているけれ

ども、どういうところにやりがいを感じています

か、といったような、非常に濃い話ができたと原

課では認識しておりますので、今後もこの部分に

ついては、こちらから学校に出向いて行って、将

来の介護職を選択していただく一助になりたいと

考えてございます。 

○金兵智則委員 人数ではなく、手応えがあった

という答弁だと思います。 

これを進めていきたいということですので、ぜひ

ともやっていっていただきたいと思います。令和

６年度の話ですので、ここから先は決算になるの

だと思いますが。 

あとは、復職支援の部分でお伺いしますけれど

も、先ほど介護の令和６年度の実績は３人、プラ

ス１名になりそうだという話がありました。 

障がい福祉の分野、それから、看護の分野につ

いても、復職支援を令和６年度はやっていると思

うのですが、それぞれの実績をお伺いしてもよろ

しいでしょうか。 

○清杉利明社会福祉課長 障がい福祉サービスの

事業所への復職支援につきましては、令和７年２

月末までは、支給実績はございませんでしたが、

相談は１件ございました。 

ただ、結果としましては、新規就労の商工労働

でやっております補助金に該当するということに

なりましたので、そちらで支給されております。 

○今野多賀子健康推進課参事 復職支援事業の看

護師の実績ですが、支援金支給が２件、職業紹介

事業の紹介・就職が１名となっております。 

予算額の減額は、今年度研修希望がなかったた

め、研修方法を見直したためとなっております。 

○金兵智則委員 令和７年度の予算の減額の理由

まで込みで御説明いただいたと思います。 

なので、５万円５名分というのは、来年度予算

も変わらないというところだと思いますが、で

も、実績があったところもありますし、今後も続
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けていっていただきたいなと思います。 

そこに今年度から保育士の復職支援も行うと。

来年度の事業の内容、予算の内容については、先

ほどもありましたので、理解させていただいたの

ですが、この保育士の復職支援の部分で、昨年の

予算特別委員会で障がい福祉サービスにおける児

童発達支援や、放課後デイサービスでは、保育士

の有資格者も必要になると認識していますけれど

も、保育士については対象に含まれるのかという

質疑に、児童通所施設から児童通所施設に復職す

る場合は、対象になるという答弁をいただいてお

ります。 

このときは保育士の復職支援というのがなかっ

たので、例えば障がいの施設ですから障がいの部

分で対象になるという説明をいただいたと思うの

ですけれども、保育士は保育所だけでなく、先に

述べた福祉事務所や医療機関などでも必要とされ

る役職でございますから、児童通所施設から、例

えば保育所に復職といった場合でも、この復職支

援の事業には該当となるのか。また、この事業

は、幼稚園の教員の復職については対象とはしな

いのか、お伺いしたいと思います。 

○岩本純一子育て支援課長 保育士の復職支援の

事業の要件でございますけれども、ほかの今、実

施しております三つの課の復職支援と同様の内容

で、制度として作ろうと考えておりますが、こち

らの中で、保育士の要件としては、過去に保育士

等で就労していた実績があるというところを条件

にしようと考えておりまして、そこの通所施設で

すとか、そういった場所についての限定は行わな

いということで考えておりますので、委員の御案

内のとおり、そういった場合にあっても、今回の

支援金の対象にはなるという考えでおります。 

すみません。ちょっと不足しておりました。 

幼稚園教諭についても、復職の対象となると考

えております。 

○金兵智則委員 広い分野で対象としていただけ

るのだというふうに思いました。 

この分野で最後に１個だけお伺いしたいのです

けれども、総合戦略の人材確保という部分でＫＰ

Ｉが設定されていました。 

看護師・薬剤師人材確保については、基準値43

名に対して、令和11年で45名を目指すというこ

と。この近いところに行っているので、頑張って

ほしいと思うのですけれども。 

介護従事者、障がい従事者、保育士の人材復職

等支援数については、令和11年度でそれぞれ25人

という設定ですが、これは来年度から延べ人数と

いうふうに考えていいのですよね。 

○結城慎二健康福祉部長 総合戦略に記載してい

る数値25名については、委員の御指摘のとおり、

５名掛ける５年の延べ人数25名ということで目標

値として記載をしております。 

○金兵智則委員 わかりました。 

ちなみに、復職支援数の中に看護師を含まな

かったことについては、何か理由があるのです

か。 

○結城慎二健康福祉部長 特段の理由はないです

けれども、計画上の項目の割り振りの関係だと認

識しています。 

○金兵智則委員 項目の割り振りの関係。看護

師・薬剤師人材確保支援者数に入っているから、

下には入れなかったという意味ですか。 

看護師の不足と言われているのですから、そち

らでも目標としてちゃんと取り組んだほうがよ

かったのではないかなと思うのですけれども、ど

うですか。 

○井戸達也委員長 ここで、暫時休憩いたしま

す。 

 午後４時29分 休憩 

───────────────────────── 

午後４時40分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

質疑を続行いたします。 

金兵委員の質疑に対する答弁から。 

○結城慎二健康福祉部長 先ほどの御質問に対す

る答弁の前に、先に私が行った答弁、一部追加事

項をお話させていただきたいと思います。 

開業誘致につきまして、現在、除外している診

療科を、先ほどの答弁で、歯科、皮膚科、耳鼻科

というお答えをしましたが、それに眼科も、現

在、除外をしておりますので、追加をさせていた

だきたいと思います。大変申し訳ございませんで

した。 

それで、休憩前の質疑に対する答弁でございま

すが、復職支援の目標値に看護師が入っていない

ということで、先ほど申し上げましたとおり、そ

の一つ上に項目として、看護師・薬剤師の人材確

保支援の数を載せているため、こちらに載せてお
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りませんでしたが、確かに御指摘のとおり、復職

支援とは意味合いが違う部分がございますので、

関係課と協議をして、追記する方向で検討してま

いりたいと思います。 

○金兵智則委員 わかりました。 

担当課としてというか、ここは目標に向けて頑

張るというのが目に見えてわかることなので、で

きれば追加していただきたいと思います。 

次の質問に移ります。ごみステーション維持管

理事業ですけれども、新年度の予算の減額理由に

ついてはわかりました。 

来年度について、何か新しい事業はないという

ことで、普通の、普通のというのもおかしいです

けれども、事業内容について伺います。 

○寺口貴広生活環境課長 ごみステーション維持

管理事業の令和７年度の事業内容でございます

が、ごみステーションボックスの修繕にかかる消

耗品や原材料費のほか、違反シールの印刷製本

費、また、今年度構築したシステムの補修にかか

る委託料を計上しております。 

○金兵智則委員 わかりました。 

では、ごみステーションの設置数と、令和６年

度で行われた移設数が、もしわかればお伺いした

いと思います。 

○寺口貴広生活環境課長 ごみステーションの設

置数でございますが、令和７年３月１日現在のご

みステーションの数は、一般が1,539か所、資源

が1,077か所となってございます。 

また、移設の状況ですが、令和７年度は10件移

設をしているところでございます。 

○金兵智則委員 一般が1,539か所、資源が1,077

か所、令和６年度で移設が行われたのが10件とい

うことで理解をしたいなと思うのですけれども、

今、これだけの数がある中で、多分増えてきてい

る状況だというふうに思うのですけれども、その

理解で間違いなかったでしょうか。 

○寺口貴広生活環境課長 ステーションの数でご

ざいますが、一般で行きますと、令和６年３月末

で1,537か所ということで、２か所ほど増えてい

ます。微増という状況でございます。 

○金兵智則委員 わかりました。 

微増というところだと思いますが、人手不足も

叫ばれておりますので、この千何か所を回らなけ

ればいけないですからね。 

全部１日で回るわけではないのですが、収集時

間が遅くなっているという声であったり、市民か

らの声であったり、実態というのは、そういうこ

とはないのでしょうか。 

○寺口貴広生活環境課長 収集時間の遅れという

ことで、毎日つけていただいている収集の日報と

いうものがございますが、それを確認する限りで

は、今のところ、収集時間の遅れはないと認識し

ております。 

○金兵智則委員 わかりました。 

ごみステーションの設置数の上限に関して、何

か見解はありますでしょうか。 

○寺口貴広生活環境課長 ごみステーションにつ

きまして、捨てられる方にとっては、ここに置い

てほしい、というような要望があると思いますの

で、可能な限り要望には答えたいと思っていると

ころでございますが、やはり収集との兼ね合いも

ございますので、際限なくというわけにはいかな

いところではありますけれども、今のところ、何

機までといった形の上限について具体的に検討し

ている状況にはございません。 

○金兵智則委員 ごみ出しに行くのに少しでも近

いほうがいいと思うところは、僕もそうですけれ

ども、ただ、人口減少が進んでいる中で、空き家

とかも増えてきています。 

以前よりちょっと収集に来るのが遅くなったよ

ね、という声も僕のところには聞こえてきている

のですよね。 

ただ、使用世帯が少なくなったから、ここのス

テーションをやめます、というわけにもいかない

のは重々わかっています。 

ただ、高齢化で足腰に不安を持って、ごみ出し

がなかなか不安だという方も増えてきたと思いま

す。 

例えば、潮見は冬季になると雪の影響で緑地帯

と呼ばれるところが通れなくなるので、夏の間は

そこを通って行くだけだったけれども、ぐるっと

回らなければいけなくなるというような、そこま

で行くと、ちょっとごみ出しが難しくなるという

方もいますよね。 

これが可能かどうかはわからないのですけれど

も、先ほど今年度の事業の中で、ウェブ上にごみ

ステーションの位置を落としました、という説明

があったばかりですけれども、様々な状況、例え

ば町内会の協力を仰ぎながら、ということも踏ま

えて、ステーションの設置場所、そして、箇所の
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見直しといったようなことも、見直しをする、し

ないではなくて、そういう状況を把握も含めて

やってみるというお考えがあるのか、ないのか、

お伺いしたいと思います。 

○寺口貴広生活環境課長 委員のお話にありまし

たとおり、人口減少や高齢化、また、作業員の減

少などからも、将来的には現在の収集体制を維持

することが困難なことも想定されるところでござ

います。 

一方で、ステーションの数が減ると、今、お話

しがあったように、高齢の方などは、特にステー

ションまでの距離が伸びるということで、ごみ出

し自体が困難になってしまうことも考えられます

ので、どういった形の収集体制を構築していった

らいいのか、そういった部分につきまして、先進

事例など、情報の収集に努めてまいりたいと考え

ております。 

○金兵智則委員 今の状況がそのまま将来にわ

たって維持もできないというのも、間違いないと

思いますし、あと、場所が近ければ出せるけれど

も、ちょっと遠くなってしまうと難しいという高

齢者もいますよね。 

そういったことも踏まえて、いろいろと研究し

てみていただいたらと思います。 

最後に、資源物の収集についてお伺いしたいと

思います。 

資源物集団回収というのは、令和５年から６年

に増額しているのですけれども、予算額の減少傾

向が続いているというような状況なのですが、こ

れについてはどのような理由でしょうか。 

○寺口貴広生活環境課長 資源物集団回収支援事

業でございますが、活動する団体が令和元年度に

は88団体ございましたが、令和６年度では79団体

と10％程度減少していることに加えまして、回収

量が令和元年度の513トンから、令和６年度は323

トンと、37％程度大きく減少している状況にござ

います。 

これまで集団回収された資源物のうち、５割以

上が新聞紙でございましたが、新聞講読世帯の減

少の影響もあるのか、そこは定かではないのです

が、その割合も減少にあることから、回収量その

ものが減ってきているのかなというふうに把握し

ております。 

そういった実態もあることから、そこに併せた

予算額ということで、減少している状況にござい

ます。 

○金兵智則委員 なるほどと思いました。 

重さで測っていれば、新聞が一番重いような気

もしますので、大きく減るのかなと思います。 

ただ、資源物は収集事業で回収すると、収集費

用、処理費用等かかってしまうのですけれども、

集団回収を行っていくと、経費が少なくて済むと

いうのは、昔からずっと言わせていただいている

ので、集団回収でやれば支援金が集団には充てら

れると、市にとっても、団体にとっても、ウィン

ウィンの事業だと思うので、現在の状況はちょっ

と厳しいと思うのですけれども、もう少し何とか

していかなければならないのかなと思うのです

が、担当課の認識、見解を伺いたいと思います。 

○寺口貴広生活環境課長 この事業につきまして

は、今、お話がありましたとおり、市にとっても

経費の削減、また、参加していただいている団体

にとっても財源といったようなことで、そこは共

通の認識でいるところでございますので、こう

いった事業をやっている団体があるかなど、

ちょっと情報を集めまして、いい例がないかと

いったところの研究をはじめ、あと、改めて市内

の団体などに周知についても努めてまいりたいと

考えております。 

○金兵智則委員 もしかしたら、４円に落ちたと

きにやめてしまった団体もあるかもしれないの

で、また戻っています、という情報提供もやって

いただけたらなと思います。 

終わります。 

○井戸達也委員長 次の質疑者、挙手願います。 

○小田部照委員 私からも、もうほとんどかぶっ

てしまっているので、端的に確認していきます。 

まず、障がい者就労支援事業。これは、毎年、

障がいのある方が豊かで安心して暮らしていける

ように、様々な事業を展開して、何千万もの公金

を投入してやっているのですが、代表質問でも質

問させてもらっていましたが、徐々に障がい者の

就労を受け入れてくれている事業所が拡大してい

るという認識でよかったでしょうか。 

○清杉利明社会福祉課長 全ての方の実態把握に

つきましては、この間も御答弁していますよう

に、困難ではございますが、令和６年度に実施を

しました就労実態基礎調査の結果におきまして

は、調査対象200社中109社の回答がございまし

て、そのうち障がい者の雇用がある企業は36社、
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33％で、障がい者の雇用人数につきましては98人

となっております。 

３年前の令和３年の調査と比べますと、56社中

16社、28.6％で、雇用人数は27人となっておりま

した。 

回答数につきましては約２倍でございますが、

障がい者の雇用人数は3.6倍と増加をしておりま

して、少しずつではございますが、企業の理解も

図られて、増えてきているものと認識をしており

ます。 

○小田部照委員 これは毎回聞いていることです

けれども、やはりなかなか難しい問題とはいえ、

障がいのある方で本当に就労を望んでいる方が一

体どれくらいいて、その就労につけていないの

か、その方を受け入れてくれる事業所にうまく

マッチングするということですけれども、まずは

やはり令和７年度、この事業を取り組んでいく上

で、実態の把握をもう少し丁寧に行っていただき

たいなと思いますが、いかがでしょうか。 

○清杉利明社会福祉課長 実態の把握につきまし

ては、先ほども御答弁させていただきましたが、

なかなか難しい面もございますが、調査について

は、３年に一度実施をしていくと。 

また、その間にも商工サイドにおきます労働調

査等もございますので、そちらの情報を分析する

などで実態の把握には努めたいと思いますが、ま

ずは企業の障がい者に対する理解を深めることが

優先だという考えを持っておりまして、例年実施

しております障がい者就労支援の講習会につきま

しては、この調査結果ですとか、障がい者自立支

援協議会に設置しております就労支援部会で協議

をしておりまして、本年度につきましては、座学

の講座に加えまして、障がい者が実際に働いてい

る企業の見学も取り入れて、企業の理解を深めた

いと考えております。 

○小田部照委員 姿勢はいつも重々承知していま

すが、この企業の説明会も毎年同じような事業所

の方が参加してくれているのですよ。なかなか広

がっていかないというのも実態だと思います。 

これも含めて、広くしっかりと周知して、出向

くなり、来てもらうのではなくても、いろいろな

やり方があると思うので、どうかこの実態の把

握、そして、企業の理解をもうちょっと広めるよ

うな御努力を、令和７年度はしていただきたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

○清杉利明社会福祉課長 様々な事業を行ってお

りますけれども、いろいろな取組を継続するとと

もに、企業理解を深める様々な取組に取り組んで

まいりたいと思います。 

また、今年度につきましては、こころのバリア

フリーの研修会も企業向けに実施しまして、企業

の方の参加も多数いただいているところでござい

ますので、様々な面で取組を強化していきたいと

思います。 

○小田部照委員 令和７年度、様子を見たいと思

います。 

次に、高齢者除雪。これも、もう他の委員から

いっぱいありましたので、一部ですが、実は高齢

者除雪の中で、透析の患者たちから、間口除雪が

非常に困っている、何とかしていただきたい、と

いうお話をいただいていて、担当の部長といろい

ろ調整させていただきましたが、透析の患者は、

透析ということで、障がい手帳というか、あれの

関係で、みんな該当者だという認識でよろしかっ

たですか。 

○小沼寛人介護福祉課長 障がい手帳をお持ちの

方については対象者であると認識してございま

す。 

○小田部照委員 透析の患者皆さんがそうだとい

う認識でいいのですよね。 

○小沼寛人介護福祉課長 失礼しました。 

障がい者の手帳をお持ちになっていて、除雪を

する方がその世帯にいない世帯については、対象

といったことにさせていただいております。 

○小田部照委員 要するに、今のは除雪の対象、

高齢者除雪の対象にしているということですよ

ね。 

やはり透析の方々は週に３回も４回も、もう大

雪が降ろうと、何しようと、血を入れ替えに行か

なくてはいけないのですよね。 

御家族の方、例えば高齢の方、おじいちゃん、

おばあちゃんが透析になっていて、その娘、息子

が、御家庭が一緒だとしても、仕事に行ってい

て、透析に出るときに大変な思いをしているわけ

ですよ。 

何とかならないか、というようなお話ですけれ

ども、当然、これは命に関わることなので、特に

高齢者の透析患者の方々は、元気な人は自分で除

雪している人もいるのですけれども、風邪をこじ

らしても命に関わるような状況なので、ぜひ何と
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か透析の方をこの除雪サービスの対象に組み込ん

でいくべきだと思うのですけれども、その辺はい

かがでしょうか。 

○結城慎二健康福祉部長 先ほど介護福祉課長か

ら御答弁をさせていただきました。人工透析の方

はほぼ100％障がい者手帳を持っておられる方で

す。 

その中で、手帳所持で、御自宅、御家族に除雪

が可能な方がいない場合は対象となります。ただ

し、今の制度上は、住んでいる住宅が集合住宅で

あると、対象にはならないです。 

本年度、オホーツク腎友会の役員の方ともお話

をさせていただいて、腎友会で少し制度をＰＲし

ていただいて、制度利用の勧奨を図っていただく

ということでお願いをさせていただきました。 

情報については担当課と共有をさせていただき

ましたが、最終的に利用するか、しないかという

ところは御本人の意思なので、そこの部分、腎友

会の皆さんとも少し連携を図りながら、既存の制

度の中で対象となる方への勧奨については、一緒

に協力しながらやっていきたいと思います。 

○小田部照委員 腎友会というお話ですけれど

も、透析患者で腎友会に入っていない、入られな

い方はいるのですよね。 

そういう方々にも、担当課は網走市に透析の患

者が市民に何人いるかということを押さえている

のでしょうから、しっかりとこのサービスを周知

してあげて。実際、困っている方はいます。そう

いう声を聞きますので。 

そして、今さっきの御答弁でも、御家族でほか

にそういう世代の人がいれば対象にならないとい

うお話がありましたけれども、緊急時に、透析に

行かなくてはいけなくて、午前だったり、午後

だったり、いろいろあるみたいですけれども、そ

のときに除雪してくれる御家族がいない場合はあ

りますよ。 

だから、そういうことはもうちょっと柔軟に対

応してあげなければいけないだろうし、それには

高齢者除雪をやってくれる側、小さな事業所の皆

さんとか、町内会、区会も含めて、増やしていか

なければいけないのでしょうけれども、その辺は

いかがでしょうか。 

○結城慎二健康福祉部長 人工透析の方につきま

しては、吹雪になる予報が出ている、警報が出る

ような状況になりましたら、実は人工透析の方に

は、市から全員に対して、その日、例えば明日大

雪の見込みがある場合は、通常、前の日の夕方

に、その次の日に人工透析を予定されている方

に、全員にお電話を差し上げております。 

これから天気が悪くなりますので、御注意くだ

さい、ということで。透析に出るときに不都合が

あったら、市役所に御連絡ください、ということ

で、毎回お電話を差し上げております。 

その中で、委員が御指摘のように、例えば吹雪

で御自宅の駐車場から出られない場合も、実際、

過去にはありました。 

そういったときは、市の職員が御自宅に行っ

て、駐車場から道路に出るまでを開けて出ていた

だく、あるいは、どうしても除雪できない、動け

ないというときでも、例えば透析は２日延ばせな

いですから、１日吹雪が続いてしまって、もう延

ばせないというときには、過去には救急車をお願

いしたこともありました。 

そういうようなことで、緊急時には市役所に御

連絡をいただいて、適宜対応をさせていただいて

おります。 

通常時ではないのですが、もうちょっと大雪警

報が出ないような雪の状況では、制度を使える方

は、今、既存のサービスを御利用いただけるよう

な形で、周知の方向については、少しこちらで考

えさせていただきたいと思います。 

恐らくそれは、介護福祉課ではなくて、社会福

祉課サイドでの対応ということになろうと思いま

すので、そこは両課で対応を考えながら、また、

腎友会の皆さんとも意見交換させていただきなが

ら、考えていきたいと思います。 

○小田部照委員 理解いたします。 

今、御答弁にあったように、市役所職員が現場

に出向いて除雪してあげたというお話も何回か聞

いていますので、なかなか担当職員もいろいろな

自分の仕事もありますので、そのマンパワーで現

場に行って、何時間も、という対応を、本来であ

れば、違う形で対応してあげられるような仕組み

を作ってあげるべきだと思いますので、御努力に

は感謝申し上げますけれども、今後、令和７年

度、またちょっと別のところで協議させていただ

きたいと思います。 

次に、これもかぶってしまいました。看護師・

薬剤師の復職支援事業ですけれども、これも中身

は理解いたします。 
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ただ、やはり担当課が一番よくわかっていると

思いますけれども、医療従事者の不足というのが

ずっと深刻化していて、ここ１、２年で危機的状

況にあるというような現場の声を聞いています。 

担当課は定期的に各病院と打合せ、協議をして

いるのでしょうけれども、どういうふうに考えて

いますか、感じていますか。 

○今野多賀子健康推進課参事 医療機関との意見

交換ですとか、あと、医師会との情報交換、令和

５年度に実施しました医療機関へのアンケートを

通じて、市内の看護師不足が重要な課題であると

認識しております。 

○小田部照委員 ここ数年ずっと重要な課題で、

でも、復職支援とか、いろいろやっていて、１

人、２人でも本当にありがたいことですけれど

も、離職者のほうが相当多いらしいのですよね。 

もう悪循環で体制を維持できないという状況

が、年々深刻化して、危機的状況になっていると

いうのが現状ですよね。 

これをもう少し、どうですか、部長。令和７年

度、どうにかしないと、かなり状況がまずいです

よね。 

○結城慎二健康福祉部長 現状の課題認識は、先

ほど参事から答弁させていただいたとおりです。 

そのほかにも、私も定期的に病院に行って、直

接、医療従事者の方ではないですが、事務の方と

もお話をして、実態もお伺いしているつもりで

す。 

ですので、まずは来年度実施しようとしている

看護師の復職支援だとか、あるいは、網走独自で

やっております職業紹介を、さらに周知して、御

利用いただけるようにしていきたいと思っており

ますし、まずは看護師を目指していただく。 

昨今、看護学校の学生も減っているという、少

子化もあるのだろうと思いますけれども、そうい

う状況もありますので、看護師を目指していただ

くための奨学金制度ですね。 

今のところ、看護師で言うと、網走厚生病院と

網走記念病院に対する補助を行っておりますが、

その補助を継続して、経済的な負担が少ない中

で、看護を学んでいただいて、網走に戻っていた

だく環境をつくる取組も、継続していきたいと

思っております。 

○小田部照委員 状況を見させていただきます。 

次に、空き家について伺いたいと思います。 

網走の空き家の実態調査をされていると思いま

す。現状、網走にはどの程度の空き家があって、

特定空き家を含めて、分類はどのようになってい

るのかを伺います。 

○八百坂則勝生活環境課参事 空き家についてで

すが、現状というお話になると、ちょっと回答と

しては難しいところでございまして。 

実を言いますと、市では平成28年に調査を実施

した数字がございます。こちらの調査の方法とし

ましては、市内の戸建て住宅を主としまして、長

長屋建て住宅やアパート、マンション、ビル等は

対象外として調査をしております。 

また、調査につきましても、道路から外観の目

視により実施をしているという結果の数値が出て

おりまして、その中では590戸の空き家と思われ

る建物が確認されているという結果が出ておりま

す。 

ただ、その中でも補修の必要がないというもの

が、全体の57％の341戸、そのほか、建物の一部

に補修が必要な状態が142戸、解体もしくは大規

模の補修が必要な状態ということで107戸という

ことが確認されております。 

ただ、これも思われるということでの結果でご

ざいまして、実際、短期的にその家を離れていた

というところまでの詳細な調査については実施し

ていないところでございます。 

また、併せまして、この市の調査とは別に、国

が５年ごとに調査を行っております住宅・土地統

計調査というものがございます。これについて

は、昨年12月に行った議会の一般質問の中でも回

答させていただいておりました。 

国の調査は、一部のモデル地区を基に、という

ことで、アパートの戸数といったものも含めるよ

うな形で、一部の地区をサンプルとして取った中

で、市としては全体としてどうなのかという数値

の拾い方になるかと思います。 

その結果、平成25年につきましては空き家比率

が12.2％、平成30年につきましては空き家比率が

13.1％、令和５年につきましては空き家比率が

17％と増加傾向にあることが確認されております

ので、平成28年度の結果からしましても、その間

に解体している家とかもあろうかと思いますが、

増加傾向にあることは認識しているところでござ

います。 

○小田部照委員 相当数の空き家がありますよ
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ね。僕の住んでいる町内会でも、すごく空き家が

増えてきてしまって。 

今、実態調査がなかなか難しいというお話があ

りましたけれども、各町内会、あるところとない

ところ、いろいろありますけれども、町内会、区

会とかにアンケート調査に協力してもらうと、そ

この地域の住民の方々は長くいますので、どこに

誰が、空き家になったとか、わかる部分はわかる

と思うのですよね。町内会のないところもありま

すけれども。 

そういう調査も今後していっていただきたいと

思います。 

というのも、僕の知っているそばでも、お亡く

なりになられてしまって、相続が複雑化して、相

続人が決まらない空き家というのがいくつかある

のですよね。 

実際に誰も手をつけられないですよね。貸すこ

とも、借りることも、買うことも、売ることも。

もちろん、行政もそうです。そういう空き家がす

ごく網走でも増えてきているのだろうと思ってい

ます。 

知り合いのおばあちゃんが94歳、先日、病院か

ら施設に入ってしまいました。その方も持ち家が

あるのですよ。だけれども、そばに身内もいな

い。相続人がいないのですよね。 

でも、弁護士を雇って法定相続、後見人と言う

のですか、お金もかかるし、というような話で、

どうすることもできないと。いずれ、将来、ここ

も相続人……。 

大抵、古い空き家は、地方に身内がいても、相

続を放棄するというのも問題ですよね。というの

も、解体するだけでもお金がかかるし、更地にし

て譲渡する余裕が本人にない場合もいっぱいあり

ますので。 

だから、相続がつかなくなる前の仕組みが必要

だろうと思っているのですけれども、このまま放

置しておくと、空き家だらけになって、もう相続

がつかない、誰も手をつけられない空き家が網走

中にいくつも出来て、もう既に出来ているところ

もいっぱいありますので、今後、すごく問題にな

るのだろうなと、ちょっと思っているのですよ

ね。この辺はいかがでしょうか。 

○八百坂則勝生活環境課参事 確かに、今、小田

部委員の御指摘のとおり、相続の関係でも、その

まま放置されていると、もう枝分かれがどんどん

ひどくなっていって、誰が相続人になっているの

かも、もう本当に収集がつかなくなると。 

しまいには、その相続の整理ができないと、そ

の土地の処分もできないという問題が起きている

ことは認識しているところでございます。 

今、ちょうど市でも空き家等対策協議会という

ことで、有識者の方、司法書士や宅地建物取引

士、建築士の方などを踏まえた、そういった委員

の見識などもお伺いしながら、今後、対応を考え

ていきたいと考えているとともに、前回、協議会

の中でも、空き家となってしまう前の対応という

のも必要でないかという指摘もございましたの

で、そういったところも含めて、今後の対応、ど

うしたらいいかというのは、勉強してまいりたい

と考えています。 

○小田部照委員 理解いたします。 

令和７年度空き家対策事業として、できる限り

の実態の調査、実態の把握にも留意して、努めて

いっていただきたいと思います。 

終わります。 

○松浦敏司委員 やっときました。私も大分、他

の委員と重複しておりますが、始めます。 

最初に水鳥湿地センターについてです。 

1,168万6,000円で、前年より96万9,000円増額

となっていますが、どのような理由からなってい

るのか、伺います。 

○梅津義則市民環境部参事 事業費の増額理由に

ついてですが、今、お話がありましたとおり、前

年度と比較いたしまして96万9,000円増額となっ

てございます。 

理由は主に人件費でございます。現在、水鳥湿

地センターですけれども、土日が開館で、祝日も

開館して、月曜日が休館ということで、大体平均

すると年間310日開館している状況ですが、今、

３名体制で運営をしていると。 

週休２日ですから、お休みを交代で取りなが

ら、祝日も振り替えしながら、あと、有給休暇等

もありますので、実際に３名が勤務する日数は年

間で約80日ということになっております。 

ほとんどが２人体制ですね。場合によっては１

人体制の日もあって。例えば今日はこうして僕が

外勤すると、今日１人休んでいましたので、もう

１人で運営しているというような実態がありま

す。 

このような状況を少しでも解消したいというこ
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とで、来年度、年間95日勤務する会計年度人員職

員を配置することで、予算要求をいたしまして、

その経費が約94万円でございます。 

そのほかに、雇用単価の見直しもありまして、

人件費に関わる経費で108万3,000円の増額となっ

てございます。 

その他の経費で多少増減がございますので、全

体では96万9,000円というところですが、主な増

額の要因としては人件費ということで捉えていた

だければと考えております。 

○松浦敏司委員 そうすると、今までは３人体制

であったのが、新年度からは４人でやっていくと

いうことで捉えてよろしいのですね。 

○梅津義則市民環境部参事 できるだけ２人体制

の日に１人を配置する、もしくは１人のときに来

てもらうような形になりますので、３人、もしく

は２人というような形で、同じ日に４人が勤務す

るということはまずないという理解でよろいかな

と思います。 

○松浦敏司委員 わかりました。それぞれ人をや

りくりしながら維持していくということは理解し

ました。 

それで、コロナが終わって入館者も相当増えて

きているのだろうと。増えてきているというか、

回復の途上にあるのかなと思うのですが、入館の

状況はどのようになっていますか。伺います。 

○梅津義則市民環境部参事 入館者数でございま

すが、コロナのときから、令和２年からお伝えを

いたしますと、令和２年が7,575人、令和３年が

8,490人、令和４年が１万5,539人、令和５年が１

万2,510人ということで、令和４年に比べて令和

５年は減ったのですが、今年度につきましては、

既に１万2,792人が来ていまして、去年の来館者

数はもう既にオーバーしているという状況ですの

で、確実に昨年度よりは多く来館していただいて

いる状況でございます。 

○松浦敏司委員 いい方向に進んでいるというふ

うに理解しました。 

それで、いくつかの取組をやっていると思うの

ですが、私も一度、昨年に参加したのですが、お

さんぽ何とかというのがあるのですけれども、そ

れは年間どのようにやって、市民の参加というの

はどのくらいあるのか、伺います。 

○梅津義則市民環境部参事 おさんぽ観察会のこ

とかと思いますが、おさんぽ観察会は例年10回開

催をしております。 

12月と２月については、あまり鳥も見られない

とか、２月は特に全面結氷していまして、ほとん

ど白鳥もセンター前からは見えないという状況も

ありますので、12月と２月は開催してないのです

が、そのほかの月、10回開催をしてございます。 

参加者としましては、同様に令和２年からお伝

えしますと、令和２年が138名。これは年８回の

開催でございました、コロナの関係もありました

ので。令和３年が94名。これは５回の開催です。

令和４年が158名。これは10回開催できておりま

す。令和５年が121名。これも10回開催できてお

ります。 

今年度は、まだ３月の１回を残しております

が、今まで８回開催できております。95名という

状況です。 

実は10月の開催が、このとき、小清水町の観光

協会のイベントと共催で開催しようということで

計画していたのですけれども、大雨と大風で中止

になってしまいました。 

10月はいろいろな渡り鳥の種類が見られて一番

いいときなので、当然、私も集客を期待していた

のですが、残念ながら中心になってしまいまし

て、昨年度よりも少ない参加者で、現在のとこ

ろ、進んでいる状況でございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

もしそれが中止になっていなければ、オーバー

していたのだろうと思われますが、私も一度だけ

参加して、その後、日程が合わなくて参加できて

いないでいるのですが、あそこに濤沸湖友の会の

人たちがボランティアで参加していて、参加者に

優しく接してくれているのですけれども、このい

わゆるファンクラブの人たちというのは何人くら

いいらっしゃるのでしょうか。 

○梅津義則市民環境部参事 濤沸湖ファンクラブ

というボランティア団体がセンターには関わって

いただいておりまして、現在、登録者数は68名い

らっしゃいます。 

今年度の最初が60名の登録だったので、今年度

で８名増えているという状況です。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

非常にそういう意味ではいい活動をしているの

ではないかなと思います。 

次に移りますが、ラムサール条約登録20周年記

念事業ということで、28万円計上されておりまし
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て、登録からもう20年も経ったのかなと思うので

すが、具体的に記念事業というのはどのような中

身なのか、伺います。 

○梅津義則市民環境部参事 濤沸湖ですね。平成

17年11月８日にラムサール条約に登録されまし

て、今年11月８日で登録20周年を迎えます。 

ラムサール条約の基本理念であります、保全、

賢明な利用、交流学習、この三本柱を基軸としま

して、登録20周年に際しての記念事業を行いたい

と考えております。 

まず、保全の関係ですが、植物観察会、外来種

駆除活動などを予定しております。例年も行って

おりますけれども、外来植物の専門家を講師に招

いて、センター周辺での植物観察会や駆除活動で

すね。例年行っているよりは、ちょっと規模を大

きくしてやりたいということで考えてございま

す。 

それと、賢明な利用の関係ですが、これは渡り

鳥が多く飛来する、そして、湖面も賑やかになる

秋に、野鳥観察会を実施したいと考えておりま

す。毎月のおさんぽ観察会とはまた別にやりたい

と考えております。 

それと、交流学習の関係ですけれども、濤沸湖

を研究のフィールドとしている研究者、主に東京

農業大学の先生となりますけれども、そういった

先生をお招きした講演会を開催したいと考えてお

ります。 

それと、網走市にゆかりのある演奏家を招い

て、濤沸湖の景色を見ながら音楽観賞をするコン

サートのようなことを開催したいということで考

えているところでございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

私は、１回、あの中で少し多めの人たちを集め

て、何か講演会みたいなのをやるのかなというイ

メージでいたのですが、何回かに分けてやるのだ

ろうというふうに思いました。 

ラムサール条約は1971年２月２日に、イランの

ラムサールという都市で開催されたということ

で、その名前を取ったと言われています。 

今、三つの柱ということで言われましたけれど

も、まさしくその中身を言っていただきました。

聞こうと思ったら、そちらから言っていただきま

した。 

そういう意味で、非常に大事な取組だし、水鳥

湿地センターというのがそういう意味合いを持っ

ているというふうに私は思っていて、そういう意

味でも非常に重要だと思います。 

一つには、水鳥湿地センターの果たす役割とい

う点からすると、ある意味、専門性も要求される

と思っていて、そういう中で、これから実働４名

でやりくりしていくということですけれども、そ

こには専門的な知識を持った人が何人かいらっ

しゃるのでしょうか。 

○梅津義則市民環境部参事 今、会計年度任用職

員で１名いる職員は、北海道の認定ガイドの資格

を持った職員がおりまして、その者については野

鳥や植物に詳しい人間が配置されております。 

○松浦敏司委員 改めて、水鳥湿地センターの仕

事の一つとして、環境省からの調査とか研究みた

いな依頼も来るのかなと思うのですが、そういっ

た仕事というのは年間いくつかあるのでしょう

か。 

○梅津義則市民環境部参事 ガンカモ調査ですと

か、モニタリングサイト1000ですとか、ワシタカ

の調査ですとか、そういった調査依頼が環境省か

ら来て、実行、実施しております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

そういう意味では、私の思いとしては、会計年

度任用職員だけでなく、正職員１人と会計年度職

員が３人だろうと思うのですけれども、やはり専

門的な知識ということなども考えると、正職員も

その４人の中に入れていいのではないかなという

思いはあります。 

そう簡単に役所ではならないのでしょうけれど

も、そういう大事な仕事だというふうに私は思っ

ているので、そういう思いで、ぜひ今後、取組を

さらに頑張っていただきたいと思いますが、見解

を伺います。 

○梅津義則市民環境部参事 ラムサール条約に登

録されている濤沸湖は、来年度、20周年の記念事

業を行いますが、改めまして登録湿地である濤沸

湖の魅力ですとか、環境学習施設としての濤沸湖

水鳥湿地センサーのＰＲを図ってまいりたいと考

えてございます。 

○松浦敏司委員 大いに奮闘していただきたいと

思います。 

次に移ります。地域猫活動支援事業ということ

で、他の委員も質問をしておりました。 

これは大場前市長の時代に、いわゆる地域猫で

はないのだけれども、当時は飼い犬・飼い猫の避
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妊手術を助成するというところから始まって、そ

れが一定進んだ中で、途中から、今度は野良猫も

含めて、野良犬も含めて、避妊手術をするという

のを推進し、その結果として、野良犬はほとんど

いなくなりました。 

ただ、猫だけはうまい具合にはいかなかったと

いうことでありまして、この間、他の委員の質問

の中で、地域猫によるいろいろな弊害もあるとい

う中で、今回、こういう事業をやるという点で、

評価をするところでありますが、ここで捕獲機20

個を買うということとか、あるいは、ガバンメン

トクラウドとかということで、市民からの募金と

いうようなお話でしたけれども、この募金という

のは、目標額が当然あるのではないかと思うので

すが、どのくらいの目標を掲げているのでしょう

か。 

○八百坂則勝生活環境課参事 こちらの金額につ

いては、先ほど澤谷委員の質問のときにもお答え

させていただいたかと思うのですが、事業費121

万5,000円ございますが、そのうちの120万円を目

標としまして、クラウドファンディングというこ

とで、寄附を募りたいと考えているところでござ

います。 

○松浦敏司委員 その120万というのを聞き逃し

てしまいました。 

地域猫を放っておくと、さらに増えていくとい

うことになりますから、被害も大きくなるという

ことで、大いに取り組んでいただきたいなと思い

ます。 

ただ、この捕獲機を設置したから、必ずしも捕

まるかと言ったら、そのように簡単に野良猫は騙

されませんからね。そこは粘り強い形で取り組む

必要があるかなと思います。 

次に移ります。ごみ減量化推進事業のうちの地

域美化活動推進事業というのがあって、13万

8,000円ということで、前年より１万8,000円ほど

増額となっていますが、その事業内容と増額の理

由について伺います。 

○寺口貴広生活環境課長 地域美化活動推進事業

でございますが、本事業につきましては、市と市

民団体との間で協定を締結し、団体が行うボラン

ティア清掃活動に対して、用具の貸出しやボラン

ティアごみ袋の提供、また、ボランティア保険の

加入といった支援を行う事業でございまして、令

和６年度は10の団体と協定を締結したところでご

ざいます。 

今回、事業費が増えた理由でございますが、団

体の清掃活動に対して貸し出す用具の購入費用の

部分で増加になっている状況でございます。 

○松浦敏司委員 先ほどの質疑の中で、もう一

つ、ごみ拾いの関係のピリカというのがありまし

たけれども、ピリカとは全く違う意味合いでの取

組で、あくまでもこれは市民団体との関係だとい

うことでよろしいですか。 

○寺口貴広生活環境課長 ピリカとは別事業であ

るのですが、この中でボランティア袋の提供とい

うことで、ボランティア清掃する方に袋を渡して

いるのですが、ここの部分についてはピリカで活

動されている方も含めて、この事業の中でボラン

ティア袋の提供を行っているところです。 

○松浦敏司委員 それで、ごみはモラルの問題で

あって、冬場はあまり目立たないのだけれども、

これから雪が解けてくると、その実態が現れてく

ると思いますが、ただ、この間、ピリカが始まっ

た頃から、相当目立っていた道路でごみが減少し

たというのを私も見ていまして、相当な効果があ

るのかなと思ってもいました。 

私自身もピリカをやって、何度かごみを拾っ

て、写真を送ったのですけれども、それをみんな

で励まし合うというようなことであって、非常に

いい取組の一つだなと、私は評価をしているとこ

ろです。 

そういう意味で、この美化は非常にいいとは思

うのですが、ただ、まちなかからちょっと外れる

と、ごみのポイ捨てがどうしても目立っていると

いう点で、こういう取組を何らかの形で進めてい

かないと、ごみがあれば捨てやすいという人の心

の弱さみたいなものがあるのだろうけれども、そ

うやって誘発してしまうということもあるので、

そういうものをどうやってみんなでなくしていく

かということが大事だと。 

何よりもそれぞれ一人一人が、ごみをポイ捨て

するというのはやめようという雰囲気をつくらな

ければならないし、特に網走の場合は観光地でも

あるので、その辺はぜひ原課としても考えてほし

いと思うのですが、何か見解があれば伺います。 

○寺口貴広生活環境課長 今、お話がありました

ように、郊外などに行きますと、まだポイ捨てご

みが目立つ場所もあるということで、令和７年度

に新たにごみ分析調査システムというものを入れ
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ますので、そういったところで、ごみの多い場所

など、地域美化活動推進事業で協定を締結してい

る団体などにも提供しながら、ボランティア清掃

をやっていただくなど、ピリカの事業とこちらの

事業を連携するような形で、効果を高めていきた

いと考えております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

次に移ります。公害防止対策も他の委員からお

話がありました。 

今年は悪臭に対する対応ということで、その辺

の確認と、来年はどのようになるのか、伺いま

す。 

○八百坂則勝生活環境課参事 公害防止対策事業

についてですが、令和７年度につきましては臭気

濃度調査委託ということで、市内３か所におい

て、事業所付近なのですが、そこの付近で臭気を

採取しまして、調査を行う予定でおります。 

令和６年度は河川の水質調査ということで、市

内の４河川９地点で河川の水を採取しまして、水

質の調査を実施しております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

次に移ります。次は民生委員活動推進事業に移

ります。 

これは、906万8,000円で、前年より56万6,000

円の増額となっておりますが、その事業内容と増

額の理由について伺います。 

○清杉利明社会福祉課長 民生委員活動推進事業

の増額の主な要因でございますが、令和７年度に

つきましては、民生委員の一斉改選の年でござい

まして、推薦会の開催経費等で20万5,000円の増

となっております。 

また、改選時におきましては、民生委員台帳の

作成業務としまして、マップに民生委員を落とし

込む業務の委託料で36万1,000円の増となってお

り、合計で56万6,000円の増となっております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

それで、民生委員がここ数年、数年だけではな

いかもしれませんが、欠員が続いていると聞いて

いますが、今現在、欠員の状況はどのようになっ

ていますか。 

○清杉利明社会福祉課長 令和７年２月１日現在

の委員の欠員状況でございますが、民生委員が96

名中10名、主任児童委員が12名中１名の欠員と

なっております。 

○松浦敏司委員 10名というのは大きいですね。

わかりました。 

それで、民生委員の高齢化も指摘されて久しい

かなと思うのですが、この辺はどのように、年齢

層はある程度わかるのですか。わからなければい

いですが。 

○清杉利明社会福祉課長 令和５年度末の資料で

はございますが、平均年齢が65.4歳、最高で78

歳、最小で38歳となっております。 

○松浦敏司委員 男女の比率というのは、どのよ

うになっていますか。 

○清杉利明社会福祉課長 令和５年度末で、民生

委員が82名でございまして、男性が54名、女性が

28名で、66％対34％という状況でございます。 

○松浦敏司委員 まだまだ女性の数が少ないのか

なと。 

ただ、仕事としてはなかなか大変だし、そうい

うのもあるかもしれませんが、今、この時代、男

女平等、ジェンダー平等の社会なので、女性の参

加もさらに必要かなと思うのですが、どのように

お考えでしょうか。 

○清杉利明社会福祉課長 民生委員につきまして

は、町内会等からの推薦によりまして選任してい

るところでございますが、委員のおっしゃるとお

り、男女平等ということで、当然、半分半分にな

るのが理想的だと思いますが、逆に主任児童委員

につきましては、５年度末現在12名おりまして、

男性が３名で、女性が９名ということで、女性の

委員のほうが多い状況ではございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

それで、欠員が10名という、先ほど答弁があり

ましたけれども、その場合、どういう人たちが空

白地域をカバーするのか。 

隣のエリアの人がそこをカバーするようになる

のではないかなと思うのですが、その辺はどのよ

うになるのでしょうか。 

○清杉利明社会福祉課長 民生委員につきまして

は、六つの地区で構成をしておりますが、そこの

六つの地区ごとの町で欠員が生じているところの

対応をお願いしております。 

○松浦敏司委員 六つのエリアがあるけれども、

そのエリアの中でも担当が決まっていると思うの

ですよ。その担当が決まっている中での欠員が出

ているので、そこを誰かがカバーしているのだろ

うと思います。その辺はどのようになるのでしょ

うか。 
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○結城慎二健康福祉部長 今、課長から答弁申し

上げましたとおり、市内には六つの民生協議会

が、各単協があります。 

それぞれ例会を開いていただいておりますが、

例えば第３民協に欠員があれば、民協の中で話し

合っていただいて、そこの部分を誰がフォローを

入れるかというようなことで対応していただいて

おります。 

ただ、中には対応しきれていない地区もあると

いうのは認識しております。 

また、例えば生活保護の場面だとかで、民生委

員が申請をするという手続も、少なからず出てき

ます。そういった場合は、隣接する地区の民生委

員に手続をお願いしているという実態がございま

す。 

○松浦敏司委員 大事な民生委員の活動ですか

ら、そこで欠員があるのは非常に地域住民にも影

響を与えるし、とりわけ、暮らしが大変な人たち

にとっては頼りになる人たちなので、その辺の欠

員については最小限にとどめるような形にして

いってほしいなと思います。 

○井戸達也委員長 松浦委員の質疑の途中です

が、ここで、暫時休憩いたします。再開は午後６

時といたします。 

 午後５時46分 休憩 

───────────────────────── 

午後６時00分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。  

質疑を続行いたします。 

松浦委員の質疑から。 

○松浦敏司委員 障がい者就労支援については、

他の委員が質問しておりますので、やめます。 

次に、就労継続支援給付事業ということで、１

億9,279万5,000円で、前年より4,556万9,000円の

減となっているのですが、この減額の理由につい

て伺います。 

○清杉利明社会福祉課長 就労継続支援給付事業

の令和７年度予算の減額の主な理由でございます

が、利用者数見込みの減少でございますが、特に

市内事業所におきまして、Ａ型事業所からＢ型へ

移行したことが主な要因でございます。 

Ａ型では31名の減、逆にＢ型では20名の増と見

込んでおりますが、全体としては大きな減少とい

う形になっております。 

○松浦敏司委員 Ａ型をやめてＢ型に移るからに

は、何か事情があるのだろうと思うのですけれど

も、国の制度の中身が変わったということもある

ので、それも影響しているのかなと思うのです

が、その辺のＡからＢに移した理由について伺い

ます。 

○清杉利明社会福祉課長 Ａ型につきましては契

約を結んで仕事をしていただいておりますが、そ

の中で、それぞれ報酬の差が、業務量と言います

か、そこら辺での差があるというようなことも聞

いておりますし、一方では、たくさん業務ができ

るのに同じ賃金だというようなことでの、そうい

う声も聞いてはいるのですけれども。 

○結城慎二健康福祉部長 昨年４月から、Ａ型か

らＢ型に一つの事業所が変更になりました。 

主な理由というのが、令和６年４月から報酬改

定が行われました。その中で、就労継続支援の報

酬評価の方法が少し変更になりました。 

事業の運営方法によっては、その影響をまとも

に受けてしまう。全国的にもＡ型事業所が課題に

なったのですが、実は当市にあったＡ型事業所も

その影響を受けてしまいまして、今、課長が申し

上げたとおり、Ａ型事業所は雇用契約を結びます

から、利用者に対して賃金を支払わなければなり

ません。 

一方、Ｂ型は工賃になりますから、最低賃金の

適用を受けません。 

ですので、おのずとそこに差が出てきて、Ａ型

ではちょっと継続は難しいのですが、やはり利用

者のことを考えて、Ｂ型で継続したいということ

で、Ｂ型に移行されたと認識しております。 

○松浦敏司委員 まさしく私もそのことを言おう

と思って、その前の質問としてやったのですけれ

ども、部長の言うとおりです。 

国の制度が変わって、厳しくなったのですよ

ね。賃金を払わなければならないということで、

払えない場合、大幅に報酬を下げられるというよ

うな、ペナルティーみたいな感じになってしまっ

て、事業が続けられないと。 

それはそれでやむを得ない状況で、国の制度が

そういうふうになってしまったので、事業者とし

ては、苦肉の策でＢに移らざるを得なかったのだ

ろうと思う。 

問題は、そこに行っていた人たちですよね。そ

の人たちが、結果として解雇とか、あるいは退所
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という形になるのですけれども、その人たちがど

のようになっているかというところが問題です。 

先ほどＡ型は31名減になって、Ｂ型に20名とい

うような話もあったのですけれども、その差の11

名はどうなったのか、その辺を把握していれば伺

いたいと思います。 

○清杉利明社会福祉課長 市外のＡ型へ移った方

ですとか、ほかの障がい福祉サービスを利用して

いただいているということで、本人の本当の希望

というのは、Ａ型を継続したいというのがあるの

でしょうが、それぞれ調整は進んで、何らかの

サービス利用には繋がっていると聞いておりま

す。 

○松浦敏司委員 いずれにしても、Ａ型に行って

いた人たちからすると、非常に困ったのだろうな

と思いますし、私としては本当に気の毒な思いさ

えするのですけれども、他の形でしっかりと支援

をしているのであれば、そこに期待をしていくし

かないかなと思います。 

次で最後になります。就労定着支援給付事業、

63万3,000円ということで、前年よりも143万

5,000円の減で、３分の１にまで減っているので

すが、この事業内容と減額の理由について伺いま

す。 

○清杉利明社会福祉課長 就労定着支援の事業で

ございますが、減額の主な理由につきまして、利

用人数は５名で変更はないのですが、令和６年の

報酬改定において、利用者数による区分が廃止さ

れ、その代わり就労定着率の報酬体系に見直され

たことによって、減額になっております。 

○松浦敏司委員 今の答弁だけでは、私の頭では

理解できなかったのですが、報酬が改定になった

ということで、結果として、その５名の人たちは

どうなるのですか。 

○清杉利明社会福祉課長 利用者については変わ

らないです。報酬として事業所に支払う給付費が

減額になるということでございます。 

今まで定着率が当市では低く、低い単価に見直

されたということでございます。 

○松浦敏司委員 つまり、事業所にとっては収入

が大幅に減ってしまうことになるので、事業所の

経営が大変になるのではないかと思うのですが、

その辺はどうなのでしょうか。 

○清杉利明社会福祉課長 一般就労へ移行しまし

た障がい者が、就労に伴う生活環境の変化に対応

できるよう、企業や自宅を訪問し、必要な支援を

行うことによって、就労の継続へつなげる事業で

ございますが、当然、報酬単価が下がれば、事業

所の収入の減につながっていくと思いますが、そ

の費用につきましては、これだけをやっている事

業所ではございませんので、法人としては、全体

の中で考えて、事業を継続していっていただきた

いと考えております。 

○松浦敏司委員 その事業所は、今まで給付され

ていたお金が３分の１まで減ってしまったわけだ

から、それが経営に影響するのは当然で、ほかの

事業で十分プールしたら、一定の利益が出るので

あればいいかもしれない。 

いずれにしても、私にしたら納得し難いような

思いです。報酬単価が下がったから、下がりまし

た、というだけでいいのかという。 

そういう意味では、事業所に対して、やはり市

としてもしっかり状況を把握しながら、必要に応

じた支援があれば、そのことも考える必要がある

のではないかと思うのですが、いかがでしょう

か。 

○清杉利明社会福祉課長 国も実態の調査だとか

を十分に行って、また、事業所の意見等も聞きな

がら、報酬改定に結びついていると思いますの

で、国でも報酬改定に当たっては、実態をしっか

り調査をした上で考えていただきたいと思いま

す。 

○松浦敏司委員 とはいえ、あまり国というのは

信用できないところもありますから、やはり大事

なのは地元の役所の中で、しっかり対応というの

を、直接対応できるかどうかは別として、いずれ

にしても、そういう事業所との連携というのを

取って、しっかり相談に乗りながら対応していっ

てほしいということを述べて、質問を終わりま

す。 

○山田庫司郎委員 時間も大分押していますけれ

ども、あと私を含めて２人くらいになったのかも

しれませんが、私から３点ほど質問させていただ

きたいと思います。 

まず１点目ですが、予算説明書の73ページにな

ります。非常に少額の50万の事業で、公衆浴場の

支援の事業です。 

これは過去にも、名前出して申し訳ないです

が、栗田委員もいろいろ心配されて質問した課題

ですけれども、今、ホテルの風呂は別にして、銭
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湯は１軒しかございません。 

ほかには、社会福祉協議会がお風呂を、週に１

回だったか、２回だったか、開放して、利用させ

ていただいた経過があると思います。 

ただ、社会福祉協議会もあと何年かでは、高等

看護のほうに移転する予定ですから、その時点で

はきっとお風呂はなくなるだろうと思っていま

す。 

そういう意味で、銭湯は１軒になる可能性があ

ると思っています。非常に大事な事業だと私は

思っています。 

それで、実際、今どのくらいの利用者がいらっ

しゃるのか、もし実態を把握していれば教えてい

ただきたいのと、ちょっと私もこのようなことを

質問しながら、銭湯が遠いので行っていません

が、今、490円か、500円くらいするのだと思いま

すが、その入湯料、銭湯代も含めて教えていただ

きたいと思います。 

○本橋洋樹健康推進課長 公衆浴場のときわ湯に

ついてですが、令和６年度上半期で言いますと、

利用者は１日平均19.8人です。営業日数は月26日

となります。料金につきましては、大人500円、

小学生が150円、小学生未満が70円となっており

ます。 

○山田庫司郎委員 ちょっとびっくりしまして、

日19.8人で、月に26日稼働ということですから、

月520人くらいは入っていると。 

そうなれば、子供もいらっしゃいますけれど

も、500円、500名として、25万くらいは月収入が

あると考えられると思うのですが、ただ、ここは

御存知のように、廃材とか自分たちで木を集め

て、それを再利用して、くべて、風呂を沸かして

いる経緯があります。 

この銭湯をやって儲けを出すという意味ではな

くて、やはり存続も含めて、長い目で見て支援し

ていくのが、私は大事なことだと思っているので

すが。 

それで、この50万に、私の記憶では、市だけで

なく、道か、どこかからも補助があったと記憶し

ているのですが、その辺はどうなのでしょうか。 

○本橋洋樹健康推進課長 市では50万円の補助金

を支給しております。北海道も同様に補助金制度

を設けておりまして、その要件に市からの補助金

の交付を受けているという条件がついておりま

す。道の補助金につきましては、20万円の補助金

となっております。 

○山田庫司郎委員 たしか記憶では同額かと思っ

ていたのですが、20万円ですか。 

それで、本人に聞けば、何もいらないよ、とい

うような話をする方です。ですから、お父さんも

亡くなって、自分で今やっているわけですけれど

も、銭湯がなくなったときにどうなるかという心

配も含めて一つあるのですけれども、長続きさせ

たいという思いが市の中にもあるのなら、今、道

の20万円と50万円で70万円ですよね。そして、月

25万円として、年間これを12倍すれば、あれです

けれども、年収でどうかと。 

月25万円で、電気代、水道、いろいろなものも

含めて払った中で、実際、自分に幾ら残るか、

ちょっと本人でないとわかりませんけれども、ぜ

ひもう一度いろいろ考えていただいて、名前は言

いませんが、やっている方にも声をかけていただ

いて、どうだろうという話をする機会も設けられ

ないかどうかですが、いかがでしょうか。 

○本橋洋樹健康推進課長 経営者の方からは、伺

うたびに状況や課題などを確認しております。 

増額というのはあれですけれども、市としては

現状で助成を続けていきたいと考えております。 

○山田庫司郎委員 聞きたいのは、50万の金額は

どこで決めたのか、ちょっと伺わせてください。 

○結城慎二健康福祉部長 申し訳ございません。

50万円の根拠は、今、ここで御説明は、ちょっと

わからない部分が多いので、明確に説明はできま

せんが、市としては、先ほど申し上げましたとお

り、必要な都度、毎年、補助金の申請なりをいた

だくときに、今の経営者の方とお話をして、経営

者の方がどのようにお話しされるか、私からは申

し上げませんけれども、市としてはやはり唯一の

銭湯ですから、そこは継続していただきたいとい

う思いがあるので、現在のところは現状のままで

補助金を継続させていただいて、もし経営状態に

大きな変化があるのであれば、そのときにはしっ

かりとお話を聞いて、どうするか考えていかなけ

ればならないと思いますけれども、現状ではその

ままの今の額で継続したいと考えております。 

○山田庫司郎委員 私の記憶では、きっと50万は

ずっと変わってないと思います。物価とか、いろ

いろなものが上がっているのに、この補助は上

がっていないですよね。 

ですから、今、部長から答弁いただきましたか
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ら、ちょっと前向きに、やはり市としては……。 

○結城慎二健康福祉部長 一つ、先ほど山田委員

からもお話が出ましたが、来年度予算として、社

会福祉協議会の移転に向けた基本設計費の予算を

計上させていただいております。 

現在、検討しているのは、旧高等看護学院に総

合福祉センターを移転させるということでござい

ます。 

それに伴って、今の考えでは、社協にあるお風

呂の設備は廃止して、福祉センターでの入浴はで

きなくなる方向で考えております。 

それの代替措置として、市内の公衆浴場で使え

る助成券を、例えばおうちにお風呂がない方だと

か、何らかの事情でおうちのお風呂に入らなく

て、社協に通っていた方もいらっしゃいます。 

そういった方々の実態調査をして、必要な方に

は助成券の交付も考えておりまして、当然、その

助成券はときわ湯でも使えるようなものとしたい

と思いますので、そこでまた収入が少し変わって

くる面は出てくるかなと思っております。 

○山田庫司郎委員 いろいろ御意見をいただいた

のですが、いろいろな面を含めて考えていただき

たいと思います。 

ただ、社会福祉協議会の風呂がなくなるという

前提で動かれると、まだこれは決まったわけでは

ないと私は思っているので、あまりそこが前面に

出ると、おかしくなってしまうので、社会福祉協

議会の風呂がなくなるということを利用者含めて

納得して、その方向が出たときに、きちんと対応

していただくことをお願いしておきたいと思いま

す。 

次に、皆さんがあまりやらないことばかりやっ

て申し訳ないのですが、クリーンセンターという

のがありまして、ここの管理事業費と、それと下

水道区域内は、網走の場合、非常に進んでいまし

て、100％とはいきませんけれども、かなりの普

及率です。 

ただ、下水道区域外がありまして、ここについ

ては、合併浄化槽も含めて、いろいろな事業で対

応してきた経過が、網走市の場合はございます。 

ただ、それにもやはりこぼれてしまうところ

は、非常に懐かしいバキュームでくみ取りをし

て、二見のクリーンセンターに持ってきています

よね。 

し尿の運搬収集の関係で2,300万くらいござい

ますけれども、今、何戸くらいがくみ取りをされ

て、何台くらいで走っているのか。 

最近、バキュームも見なくなりましたけれど

も、本当に目立たないところで御苦労されている

方もいるということを、私たちは再認知していな

ければならないと思うのですが、今、何戸がこの

し尿の関係で対応しているのか、お聞かせいただ

きたいと思います。 

○寺口貴広生活環境課長 現在のくみ取りの世帯

でございますが、個人宅で約300世帯、あと、事

業者や団体で約100か所、合わせて400件程度を１

台のバキュームカーで収集しているところでござ

います。 

○山田庫司郎委員 400か所くらいですから、１

台となれば、１年に１回くむか、２回くむか、い

ろいろあると思いますけれども、やはり結構稼働

率、動くのかなと思うのですが、そこに委託をし

ているということで、この2,300万、委託料とし

て払っているということでよろしいですね。 

○寺口貴広生活環境課長 し尿の収集運搬業務に

つきましては、委託をしてお願いしているところ

でございます。 

○山田庫司郎委員 そして、後でクリーンセン

ターの管理についてもちょっとお聞きしたいので

すが、今、大空も含めて、し尿をクリーンセン

ターで受けているはずです。 

それで、収入として1,180万くらい。７年度も

見ていますから、その分も含めた、くみ取った手

数料もここに入っているのですか。 

委託業者が集めるために委託料を払っています

と。そして、くみ取ったときにもらってくるお金

は、収入として網走市に入っているという考え方

で、1,180万の中に、大空の分も含めて入ってい

るという考え方でいいですか。 

○寺口貴広生活環境課長 大空町からの負担金に

つきましては、クリーンセンターの維持管理業

務、あと、修繕業務などにかかる経費を、大空町

と網走市の収集の割合で案分しておりまして、大

体大空町からは年間1,900キロリットル前後を受

け入れております。 

令和５年度の決算でいきますと、事業費相対で

は4,100万円くらいかかっていたところですけれ

ども、その案分をしたところでいきますと、網走

市の実質の負担としましては2,200万くらいだっ

たというところでございます。 
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○山田庫司郎委員 網走市2,200万、収入です

か、リットルですか。 

○寺口貴広生活環境課長 2,200万というのは、

網走市が維持管理するために負担した額というこ

とです。 

○山田庫司郎委員 要するに、このし尿の収集運

搬費の2,300万というのは委託料で出しています

と。 

収入で1,180万ありますよね。この収入の内訳

は、くみ取り代としてもらってきた収入と、網走

の分と、それと、大空も持ってきていると思うの

ですが、大空もまとめて大空が払うのかわかりま

せんが、それが全部入った1,182万9,000円だと思

います。この内訳はそういうことでいいのです

か。 

○寺口貴広生活環境課長 大空町から入ってくる

負担金につきましては、あくまでもクリーンセン

ターの維持管理にかかる経費として、共同利用の

負担金としていただいているものです。 

○山田庫司郎委員 そうしたら、大空のし尿はク

リーンセンターで受けていないのですか。受けて

いるのなら、お金をもらわないとおかしいよ。も

らっていないのならいい。大空は大空で、単独で

し尿を整理しているのですね。 

○寺口貴広生活環境課長 いただいているので、

共同負担金としていただいているということで

す。 

○井戸達也委員長 暫時休憩いたします。 

 午後６時28分 休憩 

───────────────────────── 

午後６時30分 再開 

○井戸達也委員長 再開いたします。 

山田委員の質疑に対する答弁から。 

生活環境課長。 

○寺口貴広生活環境課長 歳入でございますけれ

ども、くみ取りをした際の手数料と大空町からの

負担金が歳入として入っているということでござ

います。 

○山田庫司郎委員 そのようなことで、クリーン

センターにし尿をくみ取ったやつを入れて、施設

的にはクリーンセンターから圧送管で、こちら側

の終末処理場まで送っているのですよね。 

それで、今、管理費で2,300万円くらいかかる

のですけれども、実際、し尿をクリーンセンター

で受け取った後に、ある程度の処理をしているの

かどうか。 

私、１回、昔ですけれども、終末処理場に直接

くんだやつを持ってきて投げられないのか、そう

したら、クリーンセンターがいらなくなるのだけ

れども、という話をしたことがあるのですが、そ

れは臭いでできません、という話がありました。 

クリーンセンターに１回入れて、そこで水とか

何かしながら希釈して送っているのかどうか。 

やはり中間処理という作業はしているので、建

物の管理を含めて、2,300万円くらいクリーンセ

ンターの管理費はかかるという解釈でいいです

か。 

○寺口貴広生活環境課長 委員のおっしゃるとお

り、クリーンセンターでは異物の除去ですとか、

希釈の処理をして、それで下水の処理場に送り込

んでおります。 

○山田庫司郎委員 わかりました。 

次ですね。何人かの委員で議論をしていまし

た、ごみの関係でありますけれども、まず質問を

する前に、大変恥ずかしいかもしれませんが、今

回、新たに新しい業者が受ける事業、79ページの

ところで、この事業と、この事業と、この事業で

す、ということで、ちょっと教えていただきたい

と思います。 

○寺口貴広生活環境課長 79ページのごみ処理事

業の三つ目、破砕処理事業、その下の埋立処理事

業、あと、リサイクル事業の中の下から二つ目、

リサイクルセンター運営事業となっております。 

○山田庫司郎委員 この事業を、今度新たな事業

者にお願いすることになると。 

それで、最終処分場の延命の関係は、この中に

は入っていないのですか。 

○寺口貴広生活環境課長 今回、新たに延命化の

対策事業というのを別事業として設けていますけ

れども、それはこの中には入っておりません。 

○山田庫司郎委員 この事業はどこの事業者がや

る予定ですか。 

○寺口貴広生活環境課長 延命化対策事業の中に

は、かさ上げの調査ですとか、今回、できれば掘

り起こし、あとは延命化の検討するための事業と

いうことで、それぞれ三本の事業を発注すること

になりますけれども、事業者の選定はこれからと

いうことになります。 

○山田庫司郎委員 そうしたら、これから入札か

何かするということなのですか。 
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調査とか何かはまた別ですけれども、最終処分

場の再破砕というか、7,000万で買った機械を

使って、昨年もやっていましたよね。 

あれはシールの破損も含めての形で、一緒に

なった事業になったのか、その経過はわかりませ

んが、これについては、また新たな業者を選択す

るということですか。 

○寺口貴広生活環境課長 実際、埋立ての作業を

しながら掘り起こしていくということもあります

ので、昨年もそういった理由から随意契約で事業

者を選択した経過もございますので、その辺を踏

まえて、改めて事業者を選定したいと思っていま

す。 

○山田庫司郎委員 この事業は、昨年、今度新た

に取っていただいた企業がやっていた事業ですよ

ね。 

○寺口貴広生活環境課長 そのとおりでございま

す。 

○山田庫司郎委員 釈迦に説法かもしれませんけ

れども、ここで朗々と語る気はありませんけれど

も、このごみの収集業務を含めて、処分というの

は、本来は自治体が固有の仕事として、本当は直

営でやるのが大原則ですね。ただ、今はもう時代

遅れです。 

それで、委託ができますという中で、法律がい

ろいろ出来てきて、委託業者に対しての基準、条

件というのがちゃんとついていますよね。 

これはもう市の理事者の方は、当然、御存じだ

と思いますけれども、ちょっと時間、大したこと

ないですから、読んでみます。 

これは４条の１項にあるのですが、受託者が受

託業務を遂行するに足りる施設。これ、機材も入

ると思います。人員及び財政的基準を有し、持っ

ていてという意味です。かつ、受託しようとする

業務の実施に関し、相当の経験を有するものであ

ることと。 

こういう条件がついていて、こういうところで

ないと委託してはいけません、というのが逆にな

りますよね。 

なぜかと言うと、ごみの業務というのは、きち

んと安定して、市民に心配をかけない、迷惑をか

けないということで、しっかりやらなければなら

ない大切な業務だという位置づけで、本来は直営

で市がやるべきというのが大原則ですが、委託し

てもいいという中に、こういう条件がついてい

る。 

今回、プロポーザルの入札というやり方につい

て、私は反対しませんでした。私はいろいろな知

見なり、いろいろな企画力、いろいろなアドバイ

スがもらえるのなら、ありがたいことだと思った

からです。 

ただ、今までやってきた地元の業者の経験、そ

れから、人員体制、機械も機材もそうです、いろ

いろな経験を有していると考えたときに、私の勝

手な判断でしたけれども、きっと地元の業者が取

るだろうと、こういう思いでいました。 

それはそれとして、ただ、今回のプロポーザル

の結果として、私は取った業者を、どうだ、こう

だ、悪く言うつもりも全くありませんし、これか

らお世話になると思いますから、しっかり関わっ

ていかなければならないと思いますが、やはり業

者を選定した選定委員会は非常に大事な位置づけ

になると思っています。 

いろいろまちなかで騒いで、いろいろ意見を言

われる方も出てきていますけれども、やはり、な

ぜここが優秀であったのかということを市民に対

してきちんと説明できなかったら、私は駄目だと

思うのですが。 

それで、選定委員会の報告がちゃんと出ていま

す。これではなかなかわかりにくいかなというふ

うに私自身思うのですけれども、いかがなもので

しょうか。 

このようなことを言ったら、突然の話になりま

すけれども、選定委員長でありました副市長もこ

こにいらっしゃいます。 

選定委員会の中での議論、ここに公表で最後に

書かれています。今の企業を選んだのは、自らの

持っている現場のいろいろな経験が高く評価され

たと、こういう書き方がされているのですが、そ

の辺を含めて、同じ言葉になるかどうかわかりま

せんが、もしお許しをいただけるのなら、委員長

の立場で、副市長から１回、表定の報告をいただ

ければと思いますが、いかがでしょうか。 

○井戸達也委員長 暫時休憩いたします。 

 午後６時41分 休憩 

───────────────────────── 

午後６時43分 再開 

○井戸達也委員長 それでは、再開いたします。 

山田委員の質疑に対する答弁から。 

○後藤利博副市長 プロポーザルの結果について
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の説明を、というお尋ねでございます。 

ホームページでお知らせしておりますのは、結

果として、審査の公表と最優秀提案者、それか

ら、優秀提案者の総合評価という点数でお知らせ

をしております。 

この件につきましては、今議会中、文教民選委

員会で、このプロポーザルの内容についての資料

の要求もございまして、そのときには、今、市の

ホームページで公表しているもののほかに、議事

録、各項目の内訳の点数、それから、事業者から

実際に提案をされました提案書を資料としてお示

しをして、委員会に御説明をしたいと思っており

ます。 

ただ、事業者からの提案の内容につきまして、

知的財産権とか企業秘密に関わるものについて

は、これは今後の競争をする場合の支障になると

いうこともございまして、ここも事業者に確認を

して、問題のないところについてはお示しをでき

るということになっておりますので、そういう形

の資料を提示した中で、御説明を改めてしたいと

いうふうに考えてございます。 

○山田庫司郎委員 突然の質問にお答えいただい

てありがとうございます。 

21日に聞いていますので、文教民生委員会の所

管事務調査で、また議論があると聞いていますの

で、私の立場では傍聴になりますけれども、しっ

かり出させていただいて、お聞かせいただきたい

と思いますし、結構な資料を出していただけるの

だなと思いましたけれども、副市長、ありがとう

ございます。 

それで、これとは関係のない細かいことになる

かもしれませんが、私も、今、副市長が言った、

この選定委員会の審査結果報告書を見させていた

だいた中で、選定委員会の委員なのですが、これ

は私見になるかもしれませんが、係長が入ってい

ますよね。これは問題だと思いますよ。 

ここの議場を見ても、係長が入っていないのは

なぜかということは、皆さん御存知だと思う。発

言しても責任がないですよ。 

私はこの方が悪いと言っているのではないです

よ。係長の立場の人を選定委員に入れるというこ

とは、間違いだと思いますけれども。 

もう終わったからいいですけれども、今後、こ

ういうことがあるときは、しっかり指摘させてい

ただきたいと思いますけれども、いかがですか。 

○後藤利博副市長 今の御指摘については、御指

摘があったというふうにはお受けをいたします。 

今回、選定委員会の中に係長を入れたというの

は、現場に精通しているという観点で、プロポー

ザルの審査にもふさわしいという判断で、委員と

して選任をいたしました。 

委員から御指摘があったことについては、受け

止めさせていただきます。 

○山田庫司郎委員 ぜひ理解していただいて、こ

ういうときの対応については、やはり管理職が入

るべきだと私は思いますし、もし誰かもう１人と

なると、元の課長だっているわけだし、いろいろ

な現場を知っている方は、管理職の中にも探せば

いると思いますよ。 

ただ、係長は自分の発言を本当にできるのかど

うかも含めて、そこの立場、現場を知っているの

はわかりますが、考えてやっていただきたいと思

います。 

これはちょっと別の話になりましたけれども、

それで、結局、今回、もう一つの地元の企業でな

い新たな企業が優れているということで、選定委

員会の中で選ばれたわけであります。 

先ほどからいろいろ議論していました。法的な

問題をここで議論しても、市は間違いないという

ふうにきっと思っているはずですし、私は全く素

人ですから。 

ただ、先ほど法の話をさせていただきましたけ

れども、人員の部分でいくと、市は契約のときに

もまだ人員の確認はされていない。そして、もし

かしたら、このプロポーザルに参加をする時点で

の、ある程度の条件なのか、この有する、という

ことが法的に。 

それと、それはもし譲っても、契約する時点

で、ある程度、その人員というのが確保されてな

かったら、４月１日になって人がいればいいで

す、ということに、発注側としてなるのかという

ふうに思いますよ。 

実際はそうかもしれません。でも、４月１日の

１週間前なり10日前に、取った事業者にどうかと

いう確認をしながら、しっかり進めていかなけれ

ば、当日になって、このようなことになったら大

変ですからね。 

スムーズな引継ぎが難しい話も先ほどからあり

ます。そういう意味も含めて、原課、大変だと思

いますけれども、ここまで来たわけですし、もう



 

－ 130 －

どうだ、こうだはならないと思いますが、スムー

ズに動くように、しっかり役所として対応してい

ただきたいと思います。 

そして、今まで言った法的な部分、これは私も

素人なので、私なりに勉強させていただいて、調

べさせていただきます。もし法に触れるようでし

たら、これは大変ですから。 

それだけを言って、質問を終わります。 

○栗田政男委員 ちょっと答弁の中で理解し難

かった部分がありまして、確かに契約は三つの契

約でわかるのですが、最終処分、5,140万につい

ては、この業者でない可能性も出てくるという、

多分、答弁をされたように思うのですが、常識的

に考えて、埋立てをしている業者しか、その作業

ができないのではないかと思うのですが。 

そのかさ上げ云々の設計だとかは、当然、設計

屋が違ってくるのはわかるのですけれども、何か

おかしな答弁だった。 

それは、確かに、別にやることも可能なのかも

しれないけれども、そのように不合理的な効率の

悪いことを、どうしてやる必要があるのですか。 

○寺口貴広生活環境課長 掘り起こしの部分のお

話かと思いますけれども、確かに委員がおっしゃ

られたとおり、現実的な部分といたしましては、

実際、埋立ての作業をしながらの掘り起こしとい

うことになりますので、今回、受託した事業者が

前年度も同様の形で、最終処分場の埋立てをしな

がら掘り起こしの作業をしておりますので、新年

度につきましても同様になるのかなという見込み

ではおります。 

○栗田政男委員 そうですよね。 

だから、契約上はとりあえず全体をあれするた

めで、既存のものを、という感覚の中でといった

ときに、出てきた余分な部分については、随契に

なるのか、何になるのか、随契というわけにいか

ないけれども、指名競争にするのか、別枠でやら

なければいけないのですけれども、結果的には、

この業者が受けるということしか方法はないと思

うのですよね。 

別の業者が入ってきて、その作業を継続して並

行してやるというのは難しいと思います。 

先ほどの答弁を聞いていると、それは全く別の

ものですから、別の業者も入れてやるみたいな答

弁を受けたように思ったので、質問してみました

が、整理という意味で、形的にはそういう形にな

るけれども、業者は一定の業者がやるということ

で理解していいですか。 

○寺口貴広生活環境課長 そのような形になるか

と考えております。 

○栗田政男委員 それを確認したかったので。変

なことを言うなと思って。 

なぜかと言うと、何のために業者を変えたかと

言ったら、減量化させるためと、知見って、あれ

だけ12月に大騒ぎしたのではないですか。 

やったのに、その知見の部分が反映されないよ

うな契約をあなた方はしようとして、それは関係

ないみたいなことを言うけれども、あれだけ大騒

ぎして、知見がなかったら減量が完璧にやらない

と間に合わないということを言いながらやったの

に、このやり方というのは、それがさも関係ない

ようなことを言うけれども、この業者が選定され

た最大の理由は、減量化の知見を持っているとい

うことではないのですか。それに対しての答弁を

してください。 

○田邊雄三市民環境部長 掘り起こしにつきまし

ては、別事業でやっていくということで、これか

ら手続を始めるということで、結果的な想定は、

今年度もそうでしたけれども、受託している事業

者がやっているというところ、栗田委員が言うよ

うに、明確な考えを持っているところがやるとい

うのが一番効率的。 

そのための、今回のプロポーザルであったとい

うところですけれども、やはり契約には手続があ

りますので、そこで新年度に入ってから、そこの

部分は決定をしていくというプロセスもあります

ので、ちょっと曖昧な言い方になりましたけれど

も、今年度も受託している業者は同じですから、

当然、できることはありますけれども、やはり土

木の資格を持っているというところを確認しなが

ら、手続を踏んでいくということになりますの

で、想定として、そういうことを言ったというこ

とで、御理解いただきたいと思います。 

○栗田政男委員 その件については、そういう事

情もありと。 

ただ、答弁だけ聞いている分には、全く変な話

をしているというふうに感じたので、再質問させ

ていただきました。 

この案件については、市民が大変注視していま

す。これ以上、大きな問題にならないよう、市民

挙げての問題にならないように願うばかりです。 
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簡単なことではないと思いますよ。出向者側

は、現在、出向なさろうとしているこの事業は、

大変なことに発展する可能性もあるので、十二分

に注意しながら、出向に努めていただきたいと思

います。 

○井戸達也委員長 次の質疑。 

○古都宣裕委員 まず、歳入から入ります。 

25ページ、児童福祉費の補助金について伺いま

す。 

児童虐待ＤＶ対策等総合支援事業補助金につい

て、令和５年が383万円、令和６年度が441万

6,000円となって、ちょっとずつ上がっているの

ですけれども、これは網走市単独で上がっている

のか、それとも、管理費等々、そういったものの

値上がりに対しての値上げ分なのか、網走市に児

童虐待だの、ＤＶだの、件数が上がっているから

増えてきているのか、どういったものでしょう

か。 

答えられないようなら休憩入れて。言ってあっ

たでしょう。 

○東出信幸子育て支援課参事 補助金の対象経費

となっている家庭児童相談員の会計年度任用職員

の賃金改定による報酬の増や、勤勉手当等の増な

どにより、補助金が増額となっております。 

○古都宣裕委員 網走で件数等が増えたからとい

うわけではないということで理解いたします。 

次に39ページ。先ほどもちょっとやり取りが

あったのですが、し尿処理の負担金。 

これは大空町からの収入だということですけれ

ども、令和５年では1,995万5,000円、令和６年で

は1,688万円でしたが、これがどんどん減ってき

ている。どういう理由で減っていっているのです

か。 

○寺口貴広生活環境課長 し尿処理施設の負担金

の減少につきましては、クリーンセンター管理運

営事業と修繕事業の事業費を網走市と大空町の搬

入割合で案分し、負担金として負担していただい

ているものですが、事業費が減少したことが大き

な要因でして、新年度については大きな修繕がな

かったことから、事業費が減って、負担金も結果

として減ったというところでございます。 

○古都宣裕委員 理解いたしました。 

次に、歳出に入っていきます。 

61ページ、地域福祉事業の戦没者追悼式典事業

について伺います。 

例年は曜日だけ固定されていて、行われていた

と思うのですけれども、先日、新聞で報道があっ

たとおり、戦争を知らない世代になってきて、戦

争を聞く機会もなくなってきているということに

なっております。 

平日に行うと、やはり学校があることから、な

かなか市民参加が難しく、日曜開催にしてはどう

かという提案をしたのですけれども、今年度はど

うなるのか、伺いたいと思います。 

○清杉利明社会福祉課長 令和７年度の開催曜日

につきましては、遺族会にて検討をいただいてい

るところでございまして、遺族会の総会に諮りた

いということでお聞きしております。 

役員の中では日曜開催の方向で検討されている

というふうに聞いておりますので、遺族会の意向

に沿って、最終的な決定をしたいと思っておりま

す。 

○古都宣裕委員 そうした形でやる中で、しっか

りと曜日が変わって、もし日曜日になるときは、

周知をした上で、たくさんの市民の方が参加し、

その戦没者の方々がいたからこそ、今の網走市が

あるし、私たちがあるということを、しっかりと

周知できればと思います。 

次に、その下段ですけれども、行旅病人等援護

事業に無縁物故者対策事業とあって、こちらが

ちょっとずつ増えているのですけれども、網走市

で無縁物故者になる方の推移や今年度の見込みと

か、そういったものも含めて、教えていただけれ

ばと思います。 

○清杉利明社会福祉課長 身寄りや引取りがない

死亡人の取扱い費用でございますが、近年につき

ましては、１、２件で推移しておりましたが、令

和６年度につきましては、取扱いが３件の見込み

でございまして、単身高齢者の増もあり、今後も

増えていく見込みという考えで、令和７年度予算

につきましては、１件分を追加した費用で積算を

して、増額をしております。 

○古都宣裕委員 こうした方が本来はおらず、社

会の中でちゃんと携わってあげていられればいい

のですけれども、なかなか難しい部分もあるのか

なと思いますが、少しでも拾ってあげられるよう

に、しっかりやっていただければと思います。 

次に63ページ、社会参加促進事業について伺い

ます。 

ジョブコーチ、例年と予算が変わっていないの



 

－ 132 －

で、また２名分のことだと思うのですけれども、

昨年度の実績と、今年度もまた２名で行う中で、

今、どのような活躍をしているかというところを

伺いたいと思います。 

○清杉利明社会福祉課長 ジョブコーチ養成研修

費補助金でございますが、令和５年度につきまし

ては１件で１名、令和６年度につきましても１件

１名に対しまして補助金を助成しておりますが、

事業所につきましては同一の職員でございます。 

○古都宣裕委員 ジョブコーチで障がいの方がど

ういった仕事に就けるかというところをしっかり

と理解した上で、いろいろな方に教えていってい

ただきたいなと思ったので、ここの予算が削られ

ていないことは評価するのですけれども、次に…

…。 

○井戸達也委員長 古都委員の質疑の途中です

が、ここで、暫時休憩といたします。再開は、午

後７時10分といたします。 

 午後７時01分 休憩 

───────────────────────── 

午後７時10分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

質疑を続行いたします。 

古都委員の質疑から。 

○古都宣裕委員 ジョブコーチの下、軽度・中等

度難聴者補聴器購入助成事業。 

これも以前に言っているのですけれども、助成

になったのはありがたいことだと思うのですけれ

ども、助成があっても、補聴器は物すごく高いも

のですよね。 

僕らの世代とかであれば、中古とか、メルカリ

とか、そういうのを見られるのですけれども、今

ちょうど必要な世代は、そういうことがなかなか

難しい世代だと思うのですよ。 

であるからこそ、そういったところ、中古の部

分も取り組んであげたらどうなのかなと思うので

すけれども、そうした部分に対する取組の考えと

いうのは、例年ですけれども、ございますか。 

○清杉利明社会福祉課長 これにつきましても以

前の質問に対する答弁と同様となりますが、補聴

器が高額であるという認識はございますが、法令

等に基づく補装具の支給基準額を上回る助成とす

ることは難しいと考えております。 

また、個人に合わせてピッキングをしており、

個人に合わせた補聴器とするようにしております

ので、それを下取りするようなことは、今のとこ

ろ、考えておりません。 

○古都宣裕委員 それを行政が主体的にやるとい

うのは、難しい部分もあるかもしれないのですけ

れども、これから10年、20年先を考えたときに、

そうしたことが必要なく自分たちでできる世代に

なってくるからいいのだと思うのですけれども、

今だからこそ、そうした人たちが高額で、これだ

けの物価高の中で、皆さん手取りが、という話の

中で困っているのではないかなと思うので、その

辺も一つ留意していただけたらと思います。 

次、65ページ、こども発達支援センター移転整

備事業について伺います。 

資料を見ていると、感覚統合室というのを整備

するとあったのですけれども、これがどういった

ものなのかというのと、あと、など、と書いて

あったので、今回、移転することによって、公園

とか、そういったものがなくなってしまうのです

けれども、どういった整備が行われるのか、内容

について伺います。 

○岩本純一子育て支援課長 まず、お尋ねの感覚

統合室の件でございますけれども、感覚統合につ

きましては、複数の感覚、例えば触覚、視覚、聴

覚など五感ですけれども、そういった五感に合わ

せまして、それプラス、筋肉の動きですとか、体

のバランスですとか、そういったところを整理し

たり、まとめたりする脳の機能のことを感覚統合

と呼ぶのですが、発達障がいをお持ちの方の症状

の中には、感覚統合がうまくいかないことが関

わっている場合がございます。 

そのために、専用の器具を備えた部屋を新設し

まして、感覚統合が促進されるような遊びの活

動、例えばハンモックですとか、ボールですと

か、トランポリ運動ですとか、そういったところ

を行う専用の部屋という形になります。 

また、公園のお尋ねでございますけれども、現

在の施設のふわりに隣接して公園がございますけ

れども、主に幼児のグループ、ひよこグループと

言いますけれども、幼児のグループで使用してお

ります。 

移転後につきましては、すぐ横ではないのです

が、近くにあかしや公園というのがありまして、

そちらを利用することで考えております。 

○古都宣裕委員 すぐ近くにあるあかしや公園、
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たしかベーシックの横にある小さいやつだったの

かなと思うのですけれども、そちらの公園でした

でしょうか。 

○岩本純一子育て支援課長 そちらの公園ではな

く、もう少し向陽の下のセブンイレブンのもう

ちょっと下側というか、そちらの公園になりま

す。 

○古都宣裕委員 わかりました。 

次に、69ページ、法人立幼稚園施設質向上事業

補助金とあります。 

ここで言う、質の向上というのが、どういった

ものを指しているのかよくわからなかったので、

お示しください。 

○岩本純一子育て支援課長 質の向上の質の内容

でございますけれども、こちらの補助金につきま

しては、法人立の幼稚園、または認定こども園に

おける障がい児の受入れに関しまして、加配して

いる人権費の一部の補助を市が行うことにより、

きめ細やかな支援を行うことで、質の向上を図っ

てまいるといった内容になってございます。 

○古都宣裕委員 理解いたしました。 

次、73ページ、移動型医療サービス推進事業。 

これも先ほど、いろいろ聞いていますけれど

も、実態として実証が郊外でできていないと思う

のですけれども、将来的なことを考えたときに、

実証だからこそ、郊外の運用というのは大事なこ

とだと思うのですが、それが今行われていないの

はなぜでしょうか。 

○本橋洋樹健康推進課長 本事業の目的の一つ

に、通院困難患者の負担軽減があり、そうした面

では郊外地区に住んでいる方の運用は有効である

と考えております。 

これまでの実証運行では、藻琴地区、卯原内地

区の患者に対する診療を行いましたが、患者の選

定は診療内容や症状により医師の判断で現在行っ

ているため、現在、郊外在住の患者についてはお

りません。 

○古都宣裕委員 いろいろな理由があって、なか

なかこちらがこの人に、という話ではないから、

できないのかもしれないのですけれども、これは

網走市近隣の町村も考えたときに、この先の人口

減少が見えている中で、網走市の今の稼働率を見

ると、各市町で１台以上、自分たちで持ってやっ

てください、という形にはならなくて、広域での

運転が、今後、見込まれるのかなと思うのですけ

れども、今後の見立てとしてはどういう形で思っ

ているのでしょうか。 

○結城慎二健康福祉部長 今後の方向性について

は、先ほどお二方の委員にお答えをしました。 

様々な活用方法も、今後、視野に入れて、少し

幅広に検討をしていく。まずはその前に、実装運

行、あるいは昨日から始まった施設型診療の実証

運行を確実な形にしていく。その中で将来的な

様々な活用方法を検討していくことと併せて、近

隣４町とも協議を継続していくということで、答

弁をさせていただきました。 

仮に、１市４町での展開となった場合の車の台

数等につきましては、そのときの体制によってま

た考える必要があるかなと思いますが、現時点に

おいて、台数云々ということでなくて、まずは近

隣４町との展開を行うのであれば、現有１台の中

で試験的に行っていくというのがスタートかなと

考えています。 

○古都宣裕委員 人口減少問題を見て、１市４町

で考えると、今の時点だと、網走市も含め、近隣

５町合わせると、定住自立圏の中では８万人ほど

いて、それが2050年には約４万5,000人。３万

5,000人ほど減っていくというところを見ると、

どうしても広域の運行になっていくのかなという

のは見えてくるので、その辺も考慮した上で、運

用していただければと思います。 

次に、下段の健康推進事業、北海道いのちの電

話相談促進事業について伺います。 

私の記憶だと、令和６年まで28万円とか、ずっ

と支出しているのですけれども、北海道でやって

いるいのちの電話相談事業に対する、こちらの支

出の負担金だったと記憶していますけれども、こ

れが減った理由というのがよくわからなくて、な

ぜでしょうか。 

○今野多賀子健康推進課参事 予算が減額した理

由ですが、電話利用にかかる基本料金の見直し及

びこの間の利用件数の減少から、月の通話料金見

込額を減額したことによるものとなっておりま

す。 

○古都宣裕委員 利用が減ったということですか

ね。 

自死なさる方は、依然として、それほど減って

いる要因もなくて、どちらかと言えば、私は道に

対して回線を増やすように、１件１件が５分10分

で終わるような話ではないですから、なかなか繋
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がらないという声を聞いていたものですから、そ

ういった予想をしていたのですけれども、そうい

う状況なのだということですね。わかりました。 

次に75ページ、健康づくり推進事業の中の、先

ほど来、いろいろお話がありましたけれども、あ

ばしり健康ポイント事業について伺います。 

アプリ化によって300万円くらい増えて、やる

ということですけれども、これは正直に申し上げ

て、アプリ化にするのであれば、ごみのピリカで

すとか、様々なアプリ、網走市は最近アプリ化。

アプリ化にするのはいいのですけれども、利用者

目線に立っていただきたいなと。 

全部一体化した１個を入れればいいものを、健

康マイレージはこちらです、ごみ拾いはこちらで

すと、いろいろなアプリを作るのではなくて、網

走市のアプリを１個作ったほうが手っ取り早いと

思うのですけれども、そうはならないのですか。 

○結城慎二健康福祉部長 委員のおっしゃってい

るのは、きっと行政手続だとかを一括して操作で

きるアプリの中に、こういったサービスも、とい

うようなお話かもしれませんが、将来的には

ひょっとするとあり得るのかもしれませんが、現

段階では、私どもが考えていた健康ポイントのア

プリ化を先行させていただいて、まずはやらせて

いただくということで考えております。 

○古都宣裕委員 アプリ化するということで、

今、話していますけれども、ここばかりに言って

も仕方がないのですが、全体的な流れとして、利

用者目線でいろいろなアプリを作るのはいいので

すが、利用する側を考えたときに、１個の大きい

アプリがあったほうがとても楽ですし、仮にそれ

があったら、それをダウンロードして、網走市の

情報だとかを全部見られたら、緊急情報配信メー

ルの必要もなくなりますし、ＬＩＮＥの必要もな

くなりますし、いろいろなことを一概化できてい

くと思うのですよね。 

例えば、庁舎に来庁ポイントみたいなものがも

らえたって、別にいいわけではないですか。健康

施設を使えば10ポイントもらえます。そうしたポ

イントを使える。 

一元化してやっていくことによって、利用者目

線でいくと、そちらのほうがとてもいいと思うの

ですけれども、総合的に、将来的なことを考えた

ときに、そうしたふうにしていくほうが、市民の

利便性の向上にもつながると思うのですが、今後

の流れとして、今、ここで聞くのはちょっとかわ

いそうかなと思うので、やめておきますけれど

も、そういったことも踏まえて、庁舎内で取り組

んでいただければと思います。 

次に、感染症予防対策事業について伺います。

この中で、子宮頸がん予防ワクチンについてまず

伺うのですけれども、内容はもちろんわかってい

ますし、先ほども質疑応答があったので、わかる

のですけれども、これのリスク説明というのはど

うなっているのかなというふうに思います。 

こちら、ヒトパピローマウイルスでしたか、と

いうのがあって、いろいろな型がある中で、たし

か10種類くらいある型の中の全部をカバーするわ

けではなく、何種類かをカバーすると。これを

打ったからといって、全部大丈夫ですよ、という

話にはならないというふうに、私は理解している

のですけれども、網走市の中では、今、副反応の

重篤化というのはいないとなっていますけれど

も、日本全国を見た中では重篤化している方も確

実にいらっしゃるというのは存じていると思いま

す。 

そうした中で、全部カバーできないものに対し

てのリスクがあるものを、打つべきか否かという

ところは、しっかりと説明すべきだと思うのです

けれども、その辺の認識はいかがですか。 

○今野多賀子健康推進課参事 子宮頸がんワクチ

ンにつきましては、初回の接種勧奨の際に、厚生

労働省で作成したパンフレットを同封しており、

読んでいただくようにしています。 

また、接種前にも、説明書を読んでいただいた

ことを確認、署名の上、接種を実施しておりま

す。 

パンフレットにもワクチンの型、ウイルスの予

防できる種類の数が書いてありますのと、キャッ

チアップ接種などは、保健センターに来ていただ

き、受けるワクチンを選んでいただく際に、説明

を行っております。 

接種に関する相談は、保健センターへしていた

だくように御案内し、そのほかにも、接種時の問

診票にて医師への質問事項の確認ですとか、あ

と、各医療機関のお医者さんも一人一人丁寧に予

診していただいていると思いますので、今後も医

療機関の協力もいただきながら、説明などを進め

ていきたいと思っております。 

○古都宣裕委員 本人たちが受ける機会を教える
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のは大切ですけれども、同時にリスクを説明する

のも大切な義務だと思っていますので、それも

しっかりやっていただきたいなと思います。 

これは新型コロナウイルスワクチンについて

も、自己負担額が増えたことによって、大分減少

しているのですけれども、これらも同じくリスク

の説明、副反応の説明等の行いはやっているので

しょうか。 

○本橋洋樹健康推進課長 新型コロナウイルスワ

クチン、その他、いろいろなワクチンがありま

す。 

リスク説明の周知につきましては、国の定期接

種の実施方針に基づきまして、厚生労働省のチラ

シ、パンフなどを医療機関等に設置しておりま

す。 

また、病院にも協力いただいて、その他、説明

をするように努めております。 

○古都宣裕委員 基本的には国が勧めるからとい

うことでやっているから、厚生労働省のパンフ

レットを見て、というふうになっていますけれど

も、それと一緒に網走市が勧める以上は、網走市

にも一端の責任はあるので、しっかりとリスクの

説明もした上で、本人に選んでいただくような形

で進めていただきたいと思います。 

次に、その下段、ペット管理事業の地域猫活動

支援事業ですけれども、こちらも先ほど来、あっ

たのですが、内容としては去勢代ですとか、そう

いった部分でわかって、今までボランティアで自

己負担した人たちの分が出たのはいいなと思う反

面、猫の所在、これはずっと言っているのですけ

れども、例えば餌やりをやっていたときに、法令

的には、その猫が何か粗相をして、ほかのところ

のおうちとかに損害を与えてしまった場合、餌や

りをしていた人が所有者とみなされて弁償しなけ

ればいけないとか、そういった部分が生まれるわ

けですよね。 

そうした部分の法的責任というのがどうなのか

なとなっている中で、事業自体が悪いということ

ではなくて、その辺が曖昧なまま、市が主体的に

関わっていくことは大丈夫かなというのがありま

して、その辺の理解とかはどういうふうになって

いるのでしょうか。 

○八百坂則勝生活環境課参事 地域猫活動を行う

場合には、事前に地域住民の理解を得た上で、適

切な管理体制を確立することが大切だと考えてお

ります。 

野良猫をそのまま放置するのみでは、猫が無秩

序に繁殖する現状は回避できず、何もしないより

は被害を受ける市民が増えること、また、交通事

故などに遭って不幸な野良猫が増えることにもつ

ながります。 

委員の御指摘のとおり、そうした認識を持ちな

がら取り組んでまいりたいと思います。 

○古都宣裕委員 猫が道路に飛び出して、それを

よけることによって、逆に人のほうに行ってしま

うとか、そういったことがないように、こういっ

た事業も大切だと思うので、その辺も留意した上

で、いろいろ進めていただければと思います。 

次に、下段ですね。有害小動物等処理事業の野

犬掃討事業について伺います。 

野犬はもともとそこまで意識していなかったの

ですが、先日、網走市内の養鶏場が襲われて、大

変なことがありました。野犬というよりも、飼い

犬が脱走したというふうになっているのですけれ

ども、常呂のほうからやって来たとなっていま

す。 

これが実際に網走市で、猫はあまり襲うという

のが、鳥とかは襲われるかもしれないのですけれ

ども、ここまで大きな被害にはならないと思いま

す。 

こうした事象が起きた中で、野犬掃討事業とい

うのを行っているのですけれども、実態としてど

ういうふうに行っていて、今、金額的には小さい

ですけれども、実績は、近年はどういう状況なの

でしょうか。 

○八百坂則勝生活環境課参事 野犬掃討事業につ

い、先ほども一度回答したかと思うのですが、今

年度におきまして、野犬の事故に関しましては０

件ということで認識をしているところでございま

す。 

また、委員から先ほど御指摘がありましたとお

り、養鶏場で被害が出たということについて、若

干、御説明をさせていただきます。 

まず、事件の初動につきましては、犬が敷地内

に放浪しているということの通報を受けまして、

保健所とともに捕獲対応に関わっておりました。 

市としては、事件のあった平和地区、能取地

区、卯原内地区で登録のある飼い主に電話連絡を

して、飼い犬が逃げ出していないかの確認を行い

ました。 
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最終的には、網走市外で飼養登録のあった飼い

犬でございまして、責任の所在がある飼い主がい

たため、当事者間で解決されるのを期待している

ところでございます。 

また、今後このような事件が網走市内で発生し

ないために、野犬については、野犬掃討事業にお

いて捕獲を行う体制を整えております。 

飼い犬に関しましては、狂犬病予防の観点から

も、犬の飼養者には、畜犬登録が義務づけられて

いることを定期的に発信していくこと、犬の飼い

方に関するマナーを普及・啓発していくこと、市

が保健所や関係機関と連携して適切に対応してい

くことなどに努めてまいりたいと思います。 

○古都宣裕委員 今のお話だと、野犬がうろうろ

しているという通報があったときに、その近隣の

犬を飼っている人へ、逃げていませんか、という

連絡をしただけで、そこで所有者が見つからな

かったにもかかわらず、捕獲には乗り出さなかっ

たということですか。 

○八百坂則勝生活環境課参事 今、手元に詳細の

資料がないのですが、通報があったときには、た

しか養鶏場の方が捕獲をして、首輪を鎖でつない

でいるという状況でございました。 

○古都宣裕委員 先ほどの説明だと、うろうろし

ているという通報があったという中で、今のだ

と、捕まえた後の話に変わっているのですが、そ

の辺がよくわからないのですけれども、どういう

ことでしょうか。 

○八百坂則勝生活環境課参事 失礼しました。先

ほどの回答を訂正させていただきます。 

まず、通報があった養鶏場の飼養者の方から連

絡がございまして、そういった被害があって、住

人の方が犬を捕獲して鎖につないでいると。 

ただ、その犬が首輪をしているという話があっ

たものですから、近くで飼われている犬ではない

かということで、連絡を取らせていただいた次第

でございます。 

○古都宣裕委員 理解しました。 

先にうろうろしている通報があったのに、被害

が出てしまったのかと思って、私はちょっとびっ

くりしたのですけれども、そういった順番であれ

ば、急になったのはわかるのですけれども、もし

そうした通報が今後あった場合には、しっかりと

対応していただくようにお願いいたします。 

次に、その下の蜂の巣駆除事業について伺いま

す。 

令和５年は297万5,000円で、令和６年が412万

4,000円。これは防護服を買うために増額したと

いうふうに伺っていたのですけれども、今回、

441万5,000円。これはどうしてでしょうか。 

○八百坂則勝生活環境課参事 こちらの事業につ

いてですが、蜂の巣の年間駆除数は、過去５か年

の駆除件数の平均としているところでございまし

て、昨年につきましては平均312件で積算をして

いたところ、令和７年度につきましては平均が

320件となってございました。 

その件数が増えたということと、駆除単価が高

騰したことにより、昨年度より33万6,000円の増

となったところでございます。 

また、令和６年度に蜂の防護服を購入し、蜂の

巣駆除の一部を職員直営で対応したことに伴い、

職員の蜂毒のアレルギー検査及びエピペン処方に

かかる費用として、４万2,000円の増となってい

るところでございます。 

○古都宣裕委員 ごめんなさい。 

今、件数のところが322件から320件と聞こえ

て、それだと減ったのかなと思ったのですけれど

も、もう１回お願いします。 

○八百坂則勝生活環境課参事 前年度につきまし

ては312件でございます。 

○古都宣裕委員 それが320件に増えて、ここま

で増えるのですか。 

○八百坂則勝生活環境課参事 その件数の増と、

あと駆除単価が増高としたことによるものです。 

○古都宣裕委員 これは職員も当たるということ

で聞いているのですけれども、それで以前、予防

という意味で、春先に、女王蜂が出るときに、蜂

トラップを仕掛けることによって、そもそもの発

生数を減らすような努力が必要ではないかという

話をさせていただいたのですけれども、それにつ

いての検討はどうでしょうか。 

○八百坂則勝生活環境課参事 春先に蜂トラップ

を仕掛ける取組についてですが、実際には女王蜂

の越冬場所の特定が難しく、毎年、同じ場所にス

ズメバチが巣を作るわけではないため、検証が難

しいところではございます。 

また、トラップの設置箇所によっては、本来、

危害が出ていない場所に、かえってスズメバチを

誘引してしまうおそれもあるため、春先など限ら

れた期間や場所を選定させていただきまして、ト
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ラップの設置を検討してまいりたいと考えており

ます。 

○古都宣裕委員 夏頃から始めても、働き蜂が大

量に捕まるだけであって、増えるのは止まらない

ので、春先が大切かなと思うので、もし検討して

いるのであれば、早めの対処をお願いいたしま

す。 

次に、下段のごみ収集事業について伺います。 

こちらのごみ処理理解促進事業について、内容

はわかったのですけれども、外国人への理解はど

うなのだろうというふうに思うのですよね。 

ごみ通信等、様々やっているのは承知している

のですけれども、市内在住の外国の方々が増えて

きて、網走市でも８言語に対応するようにしてき

ている中で、ごみ処理でプラのマークとかは、海

外が同じマークかと言ったら、またそれは違うわ

けで、分別もしている国もあれば、していない国

のほうがいっぱいある。 

生活環境というか、育ってきた環境がすごく違

うと、日本人だと、プラマークとかを見せられて

も何となくわかっても、向こうの人、どこに何が

ついているのかさっぱりわからない。 

そういった説明というのが大切になってくると

思うのですけれども、わからないからこそ、ご

ちゃごちゃとなってしまっている部分もあるので

はないかなと思うのですけれども、その辺はいか

がですか。 

○寺口貴広生活環境課長 外国の方へのごみ処理

に対する理解促進への対応ですが、現在は技能実

習生の受入れ団体が開催する研修会へ職員を派遣

して説明するなどの対応を取っておりますが、パ

ンフレットは中国語対応版しかないことから、新

年度につきましては英語版の作成を検討してお

り、その際はイラストの活用など、見てわかりや

すいものとなるよう工夫をしてまいりたいと考え

ております。 

○古都宣裕委員 次は英語をやります、というの

はわかるのですけれども、できれば８言語分の、

そういった地域の人たちがいるわけですから、そ

うした対応が必要ではないかなと思うのですけれ

ども、すぐではなくても、今後の対応としていか

がですか。 

○寺口貴広生活環境課長 網走に来られている外

国の方も、様々な国籍の方がいるということです

ので、できるところから対応をしていきたいと考

えております。 

○古都宣裕委員 海外の方に対して、事業者のと

ころに出向いて説明しているという手間に対して

は大変な御苦労をかけているなと思うのですけれ

ども、ただ、日本語で説明しても多分わからない

のではないかなと思うのですよね。その辺はどの

ような対応されているのですか。 

○寺口貴広生活環境課長 出向いて研修会などに

派遣している場合については、事業者で通訳の方

を御用意いただいておりますので、そうした中で

言葉は通じているかなと考えております。 

○古都宣裕委員 わかりました。 

次のページ、79ページの一番上段、指定ごみ袋

管理事業について伺います。 

これは既存の指定のごみ袋のことだと思うので

すけれども、かねてよりごみ袋をもう少し細分化

して、色分けなどをしたほうがいいのではないか

と言うのですけれども、ごみを減容化している網

走市としては、そうしたほうがごみ減容化の効果

があると思うのですけれども、その辺の検討はま

だされないのでしょうか。 

○寺口貴広生活環境課長 ごみの種類に応じた指

定ごみ袋の細分化ということですが、確かに分別

の際にはわかりやすいというメリットもあると思

います。 

一方で、複数のごみ袋を用意しなくてはならな

いということで、負担が増すという懸念もあると

ころでございます。 

また、排出方法の変更には周知期間などの時間

も要することから、直ちに見直す考えはございま

せんが、今後、予定される中間処理施設の供用に

合わせ、排出方向の見直しもしていかなくてはな

りませんので、そうした機会を捉えて指定袋の種

類についても検討してまいりたいと考えておりま

す。 

○古都宣裕委員 種類を細分化にすることによっ

て、わかりやすい理解促進と減容化がある効果は

認めつつも、網走市待ったなしだ、と言って、こ

れだけ減容化云々でお金を使ってきて、まだそれ

をやらないのですか。 

○寺口貴広生活環境課長 繰り返しになってしま

いますけれども、複数のごみ袋を用意していただ

く負担という部分、また、排出方法の変更につい

ての周知期間なども時間を要しますので、現在の

ところは、中間処理施設の供用に合わせて見直し
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を考えていきたいと考えております。 

○古都宣裕委員 決断と決定で、別に今決めれ

ば、来年から始めようと思えばできることだと思

いますけれども。 

次に、先ほど来、あったのですけれども、ごみ

処理事業の埋立処理事業について伺います。 

令和６年は１億583万3,000円で、ここはどちら

かと言うと、減額になっているのですよね。 

一つ、先ほどの質疑を見て思うのが、堀削・埋

め戻し1,500万円。これがあるから、見込んでい

るからこそ、ここが逆になっていないのかなと思

うのですけれども、その辺はどうしてでしょう

か。 

○寺口貴広生活環境課長 埋立事業の令和７年度

が若干減少しているところでございますが、こち

らにつきましては、令和６年度に八坂の高圧充電

設備の更新工事、約730万円だったのですけれど

も、こちらの事業が令和６年度で完了したことか

ら、減額となっているところでございます。 

○古都宣裕委員 そこは理解いたしました。 

あと、紙おむつ処理事業ですね。毎年6,000枚

ほど、どんどん投げているのですけれども、今、

紙おむつに対してリサイクルできるというふうに

なってきておりまして、その辺をはるか前に、最

終処分場が新しくなるときに提案したのですけれ

ども、そのときは金銭面の問題で、という話で、

なかなか進められないという話だったのですよ

ね。 

技術は日進月歩ですし、という話をしていたの

ですけれども、蓋を開けてみると、おむつのごみ

処理に多額のお金を使っているわけですよね。 

とっくに導入できたくらいお金を使っているの

ですけれども、それに対する受け止めと、今後の

考えというのはどうなのですか。 

○寺口貴広生活環境課長 紙おむつの処理につき

まして、計画では埋立てとしながらも、中間処理

の導入が現実には進まず、令和５年度になって、

斜里町の高圧処理で中間処理をすることになった

と承知をしているところでございます。 

紙おむつの今後の処理につきましては、こちら

も今後予定されております中間処理施設が供用さ

れますと、焼却処理されることになるため、現在

の処理に要する費用は不要になるのではないかと

考えております。 

それまでの間は、最終処分場の延命化という観

点からも、この処理を継続したいと考えておりま

す。 

○古都宣裕委員 減容化と言いながら、ずっと

やってきて、紙おむつを埋めているときも、これ

は別にして埋めておいたほうが、後々、埋め戻し

等で掘り起こして、また処理とかできるのではな

いですか、ということも、それでも取り組まなく

て、今、最終処分場が延命化事業ということで、

ずっとお金を使っているのですけれども、それに

対する受け止めは、どう思っていますか。 

○寺口貴広生活環境課長 中間処理の導入が進ま

なかったと言いますか、その取組が遅くなってし

まったというところは、事実かと思っております

けれども、現在につきましては、確かに多額の費

用はかかっておりますが、減容効果は今の方法も

高いと思っておりますので、当面はこの方法で継

続したいと考えております。 

○古都宣裕委員 減容効果と言いながら、最終処

分場の失敗が原因で多額の税金を使っているし、

そもそも、そのときの忠告も聞かないでやってい

た挙句、ずっとやっているわけですよね。 

ゼロカーボンの視点から考えると、逆に先ほど

提案した、今後のリサイクルという部分の観点も

考えると、別にこれも燃料ですとか、高分子ポリ

マーのほうが再利用できるとか、ペット用のシー

トに、ですけれども、そういった部分もできるの

ですけれども、単独でやるとかではなくて、そう

した場合は、企業の誘致とかにすれば、企業の社

会貢献の部分でマイナスではないですし、やり方

はいろいろあると思うのですけれども、今後、そ

うした検討とか、企業誘致の部分で引っかけてや

るとか、いろいろやり方はあると思うのですけれ

ども、考え的には何もないということですか。 

○寺口貴広生活環境課長 中間処理方法等につき

ましては、確かにリサイクルという観点もあると

思いますので、検討課題ではあるかとは思います

けれども、現時点で、紙おむつにつきましては、

中間処理施設が供用された際には、焼却処理をす

るということで、考えているところでございま

す。 

○古都宣裕委員 あと、次に廃棄物処理広域化推

進協議会負担金と、施設整備調査事業として記載

されているのですけれども、負担金はわかるので

すけれども、調査事業の内容を教えてください。 

○田中正幸廃棄物処理広域化推進室参事 広域廃
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棄物中間処理施設整備調査事業の事業内容につい

てです。 

こちらは広域での廃棄物中間処理施設整備に当

たりまして、全国的な先進事例等のノウハウを持

つコンサルタントから、調整会議等の資料作成等

の支援を受けるものでございます。 

○古都宣裕委員 これは、一応、広域中間処理施

設の整備ということで、場所的には、今、白紙に

なっている状態ですけれども、白紙と言いつつ

も、基本的には、ある程度、決定しているメタン

コンバインドを主軸に動いているのでしょうか。 

それとも、完璧にゼロになった、処理方法もゼ

ロの中で動いているのでしょうか。 

僕の認識では、たしかメタンコンバインド主体

ではあるはずなのですけれども、どうでしょう。 

○田中正幸廃棄物処理広域化推進室参事 今回、

大空町東藻琴の予定地が取りやめになりまして、

この先、新しい建設候補地となる自治体の考え方

等もございますので、そういった自治体の考えに

より、処理方式が変わるということも可能性とし

てはございます。 

○古都宣裕委員 １市５町で合意してきた処理方

式ではなくなる可能性もあるということですけれ

ども、１市５町の中でやってきたところではなく

て、候補地に選ばれたところの意向が一番収容さ

れるのですか。 

○田邊雄三市民環境部長 建設予定地が白紙にな

りましたので、事業自体が白紙になったというこ

とで、改めて中間処理方式のことも選定し直すと

いうことで進めようと思っておりますので、白紙

というのは白紙ということに、そこも今決まって

いない状態になります。 

○古都宣裕委員 私ども総務文教委員会の中で見

せていただいたことがあるのですけれども、メタ

ン発酵施設を見てきましたけれども、やはり人口

減少が激しくなると、使わない部分が出てくると

かして、なかなか難しいなというのが見えてきて

いる中で、メタンコンバインドはいかがなものか

なと思っております。 

その中で、今、こうして進めていくことという

のは、改めてしっかりと、もう一度、本当の中間

処理施設はどうあるべきか、各町、１回考え直す

必要があるのではないかなと私は思っておりま

す。 

次に、リサイクル事業として、生ごみ堆肥化セ

ンター管理運営事業について伺います。 

こちらは、そもそも目指していた最初の計画の

堆肥化率が何パーセントで、令和６年度の現時点

で何パーセントでしたでしょうか。 

○寺口貴広生活環境課長 生ごみの堆肥化率でご

ざいますが、当初は100％を目指すことで事業を

計画していたところかと承知をしております。 

現在につきましては、おおむね77％程度の堆肥

化率になっていると把握しております。 

○古都宣裕委員 そうですよね。計画から大きく

ずれている状況が続いていて、一時期は全然進め

ていなかったところもあるのですけれども、先ほ

ど来、ありましたが、プロポーザル方式を、ここ

ではないですけれども、導入した経緯の中では、

たしか網走市はごみの減容化をしないと、最終処

分場が大変だからというふうにやっておりまし

た。 

最初の計画でも100％というのをいろいろな数

値でやっていましたけれども、100％は、その当

時、一番先進値であった富良野市でも九十何％ま

では行っていたけれども、100ではないと。 

それなのに、網走市は100を目指すのですね、

と言ったら、そのまま進んで行ったのですけれど

も、結局、始まってみると、なかなか難しい。 

この77％の原因というのは、ティッシュごみで

すとか、割り箸とかが入っているという理由だと

いう話をずっと言っていて、それは委員会で説明

を受けているのですけれど、それを分別したら

100を目指せるではないですか。 

それを目指せるようにしていくというのは、市

としていろいろな事業を取り組む中で、一番手っ

取り早いところではないですかね。それをなぜや

らないのですか。 

○寺口貴広生活環境課長 生ごみの堆肥化率が８

割弱でとどまっているところでございますけれど

も、生ごみとして出されたごみの中に、委員が

おっしゃるとおり、割り箸ですとか、ティッシュ

ですとか、現実的には堆肥化できないものが一定

数入っていることから、そういった状況になって

いるところでございます。 

これらを取り除くことで、堆肥化率は確かに上

がる可能性はあるところでございますが、先ほど

の御答弁とも重なる部分はありますが、排出方法

の変更には一定の周知期間など、時間を要するこ

ともございますので、当面、現状の方法で排出を
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継続し、今、検討されている広域での中間処理施

設、どういう処理方式になるかは白紙ということ

でございますが、その結果に合わせて、生ごみを

含めたごみ全体の分別方法について見直しを図っ

てまいりたいと考えております。 

○古都宣裕委員 では、聞きたいのですけれど

も、プロポーザル方式を採用していって、プロ

ポーザルにするときも、白紙になったことによっ

て、逼迫しているから、という話で、委員会でも

私、申し上げましたけれども、プロポーザルしな

くてもいいのではないかという話は、もともとし

ていますけれども、仮にするのであっても、急速

すぎると。 

先ほど来、ほかの委員の質疑を見ていますと、

人員ですとか、重機ですとか、普通の一般車でも

今買おうと思って、新車とか買おうと思ったら、

買ってすぐ乗れるものもあるかもしれないけれど

も、待つものも当然ある。そうしたら、間に合わ

ない可能性が出てきますよね。 

といったときに、十分な期間を取らずにやっ

て、もし今回、何か間に合わなかったとなった

ら、これはやはり市に責任があるのではないかな

と、私は思うのですけれども、その辺の認識とい

うのはどうなのですか。 

○寺口貴広生活環境課長 ごみの処理事業ですの

で、市がやるべき事業を民間の事業者に委託をし

て行おうとしているものでございますので、処理

の責任については、当然、市にあるところではご

ざいますが、今回のその委託に当たりましては、

事業者で人員、車両を含めて用意できるというこ

とで決定をしたところでございます。 

○古都宣裕委員 それだけ用意できる期間をやら

ない中で、やれると言ったのだから、あなたたち

がやらなければいけないよね、と、それはそうで

すけれども、普通に考えて、市役所でも30名近く

を雇用するときに、２、３週の間に通知から面接

から採用に至るまで、それでやれるかと言った

ら、なかなか難しいと思うのですよね。 

現実的に考えたときに、スピード感のみを重視

しすぎた感が、僕は否めないと思います。 

次に、その下のほうの環境保全事業について伺

います。これはやめます。すみません。 

一番下の地球温暖化対策事業についてだけ伺い

ます。 

本年の流氷が温暖化によって小さくなってきて

いるところを見ると、地球温暖化が進んでいるの

だろうというのは思います。 

そうした部分を見たときに、従前より言ってい

るのですけれども、道がやっている、たしか流氷

トラスト運動、市もちょっとやっているのですけ

れども、もっと積極的に取り入れて、しっかりと

取り組むべきかとも思います。 

それと同時に、先ほどソラーパネルですとか、

網走市はゼロカーボンを言って、指定があったと

いうのはわかるのですけれども、電気自動車を入

れていました。 

ただ、近年の論調を見ていると、ソラーパネル

や電気自動車を作る際のＣＯ２で、果たしてそれ

が本当にエコかというところが出てきている中

で、その辺も検討しなければいけないと思ってい

るのですけれども、受け止めはどうなっているで

しょうか。 

○八百坂則勝生活環境課参事 一部の中で委員が

御指摘のところもあるかと思いますが、現在、市

におきましては、市で計画を立てております地球

温暖化対策実行計画に基づいて取組を進めさせて

いただきたいと考えております。 

その中で、次年度の予算組みの中で、市民及び

企業を対象とした、こういった講演会をもって、

市民の方にも広く知見を、広く知っていただくと

いう機会を設けさせるための事業に取り組む予定

で考えているところでございます。 

○古都宣裕委員 網走市はゼロカーボンシティ宣

言を行っております。 

とするならば、まず何か購入するとか、機器の

更新が必要になったときに、最初に考えるべきは

ゼロカーボンのことなのかなと思います。 

もちろん、それによる費用対効果が莫大に違う

のであれば、検討しないといけないと思うのです

けれども、そうした観点を持った上で、それを

ちゃんと全庁内に広めた上で、進めていただきた

いと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○八百坂則勝生活環境課参事 委員の御指摘のと

おりだと私も思います。 

ただ、予算の関係もございまして、その兼ね合

いも含めまして、できる限りゼロカーボンに近い

物の購入とか、そういったものについての取組は

検討してまいりたいと思います。 

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



 

－ 141 －

それでは、以上で、本日の日程であります一般

会計の歳出のうち、民生費、衛生費及びその特定

財源に関する歳入の細部審査を終了いたしまし

た。 

本日はこれにて散会といたします。 

再開は、明日午前10時としますから、参集願い

ます。 

御苦労さまでした。 

午後７時59分 散会 
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